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I 事務日程

備考

市内会議室

市内印昂1所

市内会議室

市内印昂1所

市内印昂1所

処理事項

(選挙準備 )

執行計画、事務分担、啓発計画の作成

各種手引き、詰印刷物の作成 (準備 )

・投票用紙・封筒類、公営物資、選挙公報、点字物資等の作成 (準備 )

・投票用紙・封筒類の入札通知

選挙公報原稿用紙の見積執行通知

・選挙運動用通常葉書差出票の見積執行通知

比例代表氏名掲示 国民審査氏名掲示 国民審査注意書きの見積執行通知

公営物資・ ビラ証紙の見積執行通知

選挙公報 審査公報の見積執行通知

,点字名簿の見積執行通知

選挙のお知 らせ (小選挙区)の見積執行通知

ポスター掲示場の減少協議 (法 144の 2② )

投票期日の繰上げ内申 (法 56、 令46)

投票時刻の繰上げ・繰下げの届出 (法 40① )

各種告示にかかる協議 (解散後に委員長専決で対応)

報道関係、警察、啓発関係の打合わせ など

政見放送打合わせ

【委員会告示】

政見放送を行うことができる一般放送事業者及び候補者届出政党

ごとの放送回数 (法 150① 、実施規程2)

◎衆議院解散

各種告示にかかる委員長専決

市町選挙管理委員会委員長・書記長会議 (13:00～ 17:00)

【通知等】

政治活動用ポスターの掲示の制限について (法 143① 、① )

(衆議院解散日の翌日 (9月 29日 )～選挙期日)

寄附禁上の強化について (法 199の 2、 199の 5)

(衆議院解散日の翌日 (9月 29日 )～選挙期日)

選挙特報の発出

補正予算成立

【契約等】

・投票用紙・封筒類の入札 契約 (10月 6日 納品 )

・選挙運動用通常棄書差出票の随契 (10月 6日 納品 )

公営物資の随契 (10月 5日 納品 )

ビラ証紙の随契 (10月 5日 納品 )

選挙公報・審査公報の随契 (10月 14日 ・ 15日 納品 )

比柳l代表氏名掲示・国民審査氏名掲 国民審査注意書きのl途契 (10月 6日 納品)

・ 点字名簿の随契 (10月 12日 納品 )

・選挙のお知 らせ (小選挙区)の 随契 (10月 16日 納品 )

・選挙公報原稿用紙の随契 (9月 29日 納品)※ 9/21契約

【委員会告示】

政見放送を行 うことができる一般放送事業者及び候補者届出政党

ごとの放送回数 (法 150① 、実施規程 2)

・「不在者投票の手引き」の発送

国民審査対象予定裁判官氏名等の通知受理 (審法第4条の2)市町への通知

衆議投票用紙原版検査

候補者届出政党等説明会 (市町の出席は不要 )

国民審査投票用紙原版検査

衆議・国民審査投票用紙の印刷開始

特定国外派遣隊員の不在者殺粟投素用紙等 (国民審査除く)の発送開始 (令 59の Sの4② )

投

票

日

▲ 24

▲ 22

▲ 23

▲ 20

▲ 19

公
示

日

▲ 12

▲ 11

▲ 1℃

▲ 8

▲ 7

曜 日

木

金

土

月

火

月 日

各種準備

9月 28日

9月 29日

9月 30日

10月 2日

10月 3日

備考

市内印刷所

県庁内会議室

日本盲人福祉委員会

市内印刷所

県政記者室

県庁内会議室

県庁内会議室

市内印刷所

選挙管理委員室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

15:00記 者発表

処理事項

衆議・国民審査投票用紙の印刷

明るい選挙推進ポスターコンクール審査会 (1000～ 1200)

選挙のお知 らせ (比例・ 国審 )の 賄契 (10月 16日 納品 )

衆議・ 国民審査投票用紙の裁断・梱包

・ 県政記者クラブ打合わせ

公営物資等・通常乗書差出票の納品、検品

・ ビラ証紙の納品

・衆議・国民審査点字投票用紙の刻印・搬入 (納 品 )

【委員会告示】
・選挙大名簿登録基準日等 (法 22②、令14② )

・ボスター掲示開始期日 (法 144の 2⑤、県規29)

選挙管理委員会 (13:15～ 1500)

衆議・国民審査投票用紙 封筒等の投入 (納 品 )

ビラ証紙の検品

公営物資等の箱詰め

比例代表・ 国民審査氏名掲示及び国民審査注意書きの納品

衆議・ 国民審査投票用紙・封筒類の市町等への発送

比例代表・国民審査氏名掲示及び国民審査注意書きの発送

・立候補届出受理のリハーサル (10:00～ 1200)会場設営 9:00～

【選挙大名簿登録基準日・登録日】

□選挙人名簿登録者数速報受理 (法 22②、自治法第74④ )

◎公示日

【委員会告示】

・投票用紙の様式及び規格                '
・国民審査における投票用紙の様式及び規格 (審法14)

繰上投票区及び投票期日 (法 56、 令46① )

・選挙長及び同職務代理者の選任 (法 76、 令80、 81)

・選挙分会長及び同職務代理者の選任 (法 75、 令80、 31)

・審査分会長及び同職務代理者の選任 (審法27)

・選挙会を行う場所及び日時 (法 78)

・選挙分会を行う場所及び日時 (法 78)

・審査分会を行う場所及び日時 (審 法34、 法73)

・選挙公報掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 (法 169⑤ )

・政見放送順序を定める(じ を行う場所及び日時 (実施規程14① )

・投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。)における

名簿届出政党等の名称及び臣各称の掲載順序を定める(じ を行う

場所及び日時 (法 175③ 、⑤ )

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁使の額及び報酬の額

(法 197の 2① t ②、令129)

。選挙人名簿登録者数の50分の1及 び3分 の1の数ほか (自 治法74ほ か)

。開票区の設置 (法 18、 令10の 2)

・選挙運動費用支出制限額 (法 1開③、196)

【選挙長告示】

・選挙長の執務場所 (県規3② )

・選挙立会人のくじを行う場所及び日時 (法 76、 62⑤ )

候補者届出書の受理 (法 86①)※ 以下、「立候補届出」と表記

【選挙分会長告示】

・選挙分会長の執務場所 (県規3② )

,選挙立会人のくじを行う場所及び日時 (法 76、 62⑤ )

【審査分会長告示】

審査分会長の執務場所 (県規3② )

投

票

日

▲ 13

▲ 17

▲ lG

▲ 15

▲ 13

▲ 12

公
示

日

▲ ℃

▲ 6

▲ コ

▲ 3

▲ 1

0

曜 日

水

木

金

土

月

火

月 日

10月 4日

10月 5日

10月 6日

10月 7日

10月 9日

10月 10日
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備考

県庁内会議室

17:00以 降

10:30頃

17:00以 降

印刷所

市内印昂1所

市内印刷所

17:OD以 降

1700以 降

市内印昂1所

印刷所

総務省

印刷所

印刷所

総務省

印刷所

処理事項

【小選挙区 立候補届出受理等関係事務】
,立候補届出受理 (830～ 17:00)(法 86①、② )

立候補届出受理の際、連反文書にかかる撤去指導文書の交付

立候補届出受理の報告 (法860)

立候補届出受理の通知 (令 92① )

照会

速報 (総務省、市町、地方書記室、県政記者ウラブ)

選挙公営物資 (法 141⑤ 、県規8ほ か)、

証明書等 (法 149① 、県規34①ほか)の交付

,選挙事務所の設置 異動届の受付開始 (法 130② 、令103)

.出 納責任者の選任 異動届の受付開始 (法 180③ 、182,

.選挙運動事務員等届出書の受付開始 (法 197の 2⑤、令129◎ )

選挙立会人届出の受付開始 (選挙期日前3日 まで)(法 76、 62① )

,選挙公営にかかる契約締結の届出等の受付開始 (法 ,41②、県規17ほか)

,立候補辞退届出の期限 (午後5時 )(法86①、⑫ )

政見放送申込みの期限 (法 150① 、実施規程5)

政見放送、経歴放送順序を定めるくじの実施 (実施規程徽③Ⅲ

政見放送の日時の通知 (実施規程14③ )

,選挙公報掲載申語の期限 (年 後5時 )(法 168① )

選挙公報原稿の印昂1所持込み、原版作成

選挙公報掲載I民序を定めるくじの実施 (法 169⑤ )

小選挙区選挙公報の並替え、製版

県選管ホームページに候補者の情報掲戴

.点字の候補者電簿の発注

「選挙のお知らせ (小選、点字・音声版)」 の発注

【比例代表関係事務】

名簿届出政党等の通知受理、市町・地方審記室への透知 (令 92⑤ )

選挙事務所の設置、異動届の受付開始 (法 130② 、令108)

選挙立会人届出の受付開始 (選挙期日前3日 まで)(法 76、 確① )

・投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。,に おける

名簿届出政党等の名称及び略称の掲載順序を定めるくしの実施

(法 175③ 、⑤、県規53① )

投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。iに おける

名簿届出政党等の名称及び略称の掲載順序の市町への通知

(法 175、 県規53② )

・名簿届出政党等の名称等の掲示の印刷開始

選挙公報掲載申請政党等の数及び掲載ページ等の通知受理

・選挙公報掲載順序を定める(しの実施 (法 169⑤ )

・県選管ホームページに名簿届出政党等の情報掲載

(総務省ホームページヘのリンク)

。点字の名簿届出政党等名簿の発注

小選挙区選挙公報の版下・ フイルム作成、検査

国民審査審査公報の原稿受理・ 印刷所持込み

国民審査審査公報の版下 フイルム作成、検査

点李名簿の納品、市町への発送開始 (～ 10/13)

比例代表選挙公報原稿の受理 (法 169①) 印刷所持込み

比例代表選挙公報の版下 フイルム作成、検査

名簿届出政党等の名称等掲示の納品・市町への発送

投

票

日

▲ 12

▲ 11

▲ 10

▲ 9

公

示

日

1

曜 日

火

水

木

金

月 日

10月 10日

10月 11日

10月 12日

10月 13日

備考

印刷所

印刷 所

12,00記者発表

県庁内会議室

県庁内会議室

17:00以 降

県庁内会議室

12:00記者発表

翌日10'00記 者発表

県計完了次第 lE者 ,合表

県庁内会議室

12:00記者発表

県庁内会議室

県庁内会議室

印刷所

県庁肉会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

県庁内会議室

選挙管理委員室

県庁内会ぅ盛室

特別応接室

総務省

総務省

総務省

処理事項

選挙公報 審査公報 (3区・ 4区 )の印刷・発送

街頭啓発 (長崎市内実施分 )

選挙公報 `審査公報 (1区  2区 )の印昂1 発送

折込みセンター分選挙公報 審査公報の発送

口期 日前投票者数速報受理 (1回 目)(～ 930)

投開票速報会場の設営

。「選挙のお知らせ (小選 比例・国審)」 の納品 発送開始 (～ 10/17)

選挙立会人の届出期限 (法 76、 62① )

選挙立会人のくじの実施 (法 76、 62② )

選挙立会人の選任、通知 (法 76、 62③ )

投開票速報 リハーサル (1800～ )

◎小選挙区選挙補充立候補の届出期限 (法 86の 製)
選挙公報の各世帯配布期限 (法 170① )

政見放送最終日 (実施規程12② )

【委員会告示】・繰上投票区及び投票期日 (法 56、 令46① )

◎繰上投票区投票日 (法 56)

□期 日前投票者数速報受理 (2回 目)(～ 9:30)

・街頭啓発

・期 日前投票及び不在者投票最終 日

投開票速報等の準備完了

・選挙運動最終 日 (法 129)

□選挙当日再権者数速報受理 ―

□繰上投票区投票結果速報愛理

◎選挙期日 【投票日】

選挙事務所廃止届の受付

選挙当日有権者数紀者発表 (10:00)

回期日前投票者数速報受理 (最終)(～ 9:30)

日推定投票率受理 記者発表 (以 下、同じ。)

口投票結果速報

口開票状況中間・結果速報

【委員会告示】

・開票区の設置 (法 18、 令10の 2)

・開票区の設置及び変更 (法 18、 令10の 2)

投開票速報会場の撤収

投開票結果の文書検収 (法 66③、令74、 要領 )

当選証書浄書の作成

投開票結果の文書検収 (法 66③、令74、 要領)

小選挙区選挙会 (1区  2区 930～、 3区・ 4区 10:00～ )

比例代表選挙分会 (1030～ )

国民審査審査分会 (1030～ )

選挙管理委員会あての小選挙区当選人の決定報告の作成 (法 101① )

選挙管理委員会 (1300～ 13145)

当選の告知 (法 lClの 3② )

当選証著付与式 (法 105①)(1■ 00～ )

当選人の住所及び氏名の告示 (法 101② )

小選挙区選挙の当選人に関する報告 (総務大臣あて)(法 108① )

比例代表の選挙分会報告 (選挙長あて)(法 81)

国民審査の審査分会報告 (審査長あて)(審 法 29)

選挙運動用収支報告書 (第 1回 目)提出期限 (法 189① )

選挙の効力に関する訴訟提起期限 (法 204)

当選の効力に関する訴訟提起期限 (法 208)

供託証明書返還匿始 (訴訟提起がない場合)(法 93、 令93)

投

票

日

▲ 〔

▲ ラ

▲ 6

▲ 3

▲ 2

▲ 1

0

1

2

3

4

1[

3C

3t

3(

公

示

日

4

5

6

9

10

11

12

13

1雪

15

16

27

42

45

48

曜 日

土

日

月

木

金

土

日

月

火

水

木

月

火

金

月

月 日

10月 14日

10月 15日

10月 16日

10月 19日

10月 20日

10月 21日

10月 22日

10月 23日

10月 24日

10月 25日

10月 26日

11月 6日

11月 21日

11月 24日

11月 27日
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備 考処理事項

※ 選挙期日の公示前に準備・処理する主な事務

1 開票区の分割協議 (法 18② )

2 投票区の見直し (投票区の告示)(法 17②、③ )

3 執行計画、事務分担、事務従事者の選任・委嘱、選挙関係物資の整備

4 ポスター掲示場

減少協議 (法 144の 2② )

掲示場設置場所の選定 (法 144の 2、 令111)

掲示場設置図面の作成 (令 111の 2、 要領 )

掲示場の設置 (公示前2日 まで)(法 144の 2、 県規28)

・掲示場設置場所の告示 (設置後直ちに)(法 144の 2④ )

・立候補予定着等へのポスター掲示場設置国面の交付

(公 示日前5日 以降、希望者のみ候補者ごとに2部 以内)(令相1の 2、 要領)

5 個人演説会 (公営施設使用 )

施設の指定、施設管理者に対する費用額の承認 (法 161③ 、令121)

指定施設の県委員会への報告 (法 161③ )

'公営施設管理者からの行事等使用予定表等徴収、使用予定表の作成 (令

'18)施設利用に関する定めの承認、会場使用料の公表 (令 119② 、121)

6 選挙人名簿
。登録の移替えを行わない期間の決定 広報 (告示)(令 17た だし書き)

(登録の移替えの留保可能期間 (解散日～選挙期日))
選挙人名簿の登録予定者の調査 (法 21⑤ )

選挙人名簿の整理及び秒本の作成 (法 19④ )

7 在外選挙人名簿

・登録事務の迅速化 (公 示日～選挙期日は登録ができない。)(法30の6② )

8 投票管理

・投票期日の繰上げ内申 (該 当市町)(法 56、 令46)

・投票時刻の繰上げ・繰下げの届出 (該 当市町)(法40①ただし書き)

投票管理者、同職務代理者の選任 (内定)(法 37、 令24)

投票立会人の選任 (内 定)(法 33、 令27)

投票所の設置場所の決定 (法 39)

不在者投票にかかる指定投票区等の決定 (法 37② )

・各投票所の設備の決定、備品等の調達及び配送計画作成
・小選挙区候補者の氏名等掲示の掲載順序を定める〈じを行う場所及び

日時の決定 (法 ,75③ 、県規53③ )

投票所入場券の作成 (準備)(令 31)

転出 (予 定)者に対する案内通知の作成 (準備 )

9 期日前投票管理

・期日前投票所の設置数、設置場所、設置期間等の決定

投票箱、投票録、封F,さ れた鍵、選挙大名簿抄本の保管 管理方法の決定

投票管理者、向職務代理者、投票立会人の選任 (内定)

及び内定者等への事務手続き (通知)

詐偽投票防止対策、投票録作成方法、鍵の封印などについて説明
・投票箱、投票録、宣誓書記載台、投票記載台などの準備
・複数の投票所を設ける場合の投票済み情報の伝達方法の検討

10 不在者投票

不在者投票指定施設の県選管への指定依頼 (該 当市町)(令55② )

不在者投票用紙等の交付場所の決定 (令 53、 54)
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日
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日
曜 日月 日

各種準備

|

備 考

市内会議室

市内会議室

投票用紙・封筒類の受領、点検、保管 (要領 )

候補者届出政党等説明会 (市町の出席は不要 )

処理事項

・不在者投票記載場所の決定 (令 56、 57)

・投票管理者 (市町選管委員長)の事務補助執行者の決定、事務分担の作成

不在者投票用紙等 (国民審査を除 く)の公示日前郵送日の決定 (令53)

(公示日前1日 以降とずる。ただし、特定国外派遣隊員の

不在者投票は公示日前7日 (10月 3日 )以降)

・不在者投票請求の受理 (令 50①、④ )

11 在外選挙投票

・在外選挙の郵便投票に使用する投票用紙等の請求受理 (令 65の 1l① )

(選挙期日前4日 前まで)

(衆議院議員の任期満了日前60日 にあたる日又は衆議院の解散日から

投票用紙等を郵送することができる。)(令 65の 11、 在外則23)

,2 開票管理

・開票管理者、同職務代理者の選任 (内定)(法 61、 令67)

・開票所・開票場所・開票開始時刻の決定 (法 63、 64)

・開票立会人のくじを行う場所及び日時の決定 (法 62② )

(選挙期日前3日 (10月 19日 )午後5時 以降 )

13 選挙公報・審査公報

・配布計画の作成等 (法 170① 、②、審令31)

◎衆議院解散

市町選挙管理委員会委員長・審記長会議

特定回外派遣隊員の不在者投票投票用紙等 (国 民審査を除<)の発送開始 (令 59の 5の4⑦ )

ポスター掲示場図面の交付開始 (各市町 :希 望する候補者に2部 限 り)

ポスター掲示場の設置期限 (要領)

Oポスター掲示場設置場所の告示 (設置後直ちに)(法 144の 2①、④)

【選挙人名簿登録基準日 登録日】 (法 22② )

・選挙人名簿登録者数の県選管への報告 (～ 11:00)(令 22①、要領 )

○選挙人名簿登録抹消の告示 (随 時)(法 23)

O選挙人名簿登録者数の50分の1及 び3分 の1の数の告示 (地 自法74ほ か)

・不在者投票投票用紙等の発送開始 (国 民審査を除く)(令 53① )

・国民審査裁判官氏名掲示及び注意書きの受領、保管

◎公示日 【詰告示の執行等】

○投票所の告示 (法41① )

O投票管理者 同職務代理者の住所及び氏名の告示、選任通知

(法 37②、令24①、25)

○投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。)における

小選挙区候補者氏名等の掲載順序を定める(じ を行う場所及び日時の

告示 (法 175③ 、⑤、県規53③ )

○期日前投票所の告示 (令 49の 7、 令25)

O期 日前投票所の投票管理者 同職務代理者の住所及び氏名等の告示、

選任通知 (令 49の 7、 25、 27)

O在外選挙人が投票を行う期日前投票所指定の告示 (令 65の 13ほか)

O不在者投票用紙等の交付場所の告示
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17:00以 降

点字の候補者等名簿の受領開始 (～ 10月 14日 頃)【予定】

公営施設使用の個人演説会等の開催開始 (法 161)

期日前投票所及び不在者投票記章虎場所における小選挙区候補者

氏名等 名簿l目 出政党等の名称等の掲示開始 (法 175② )

期日前投票 (国 民審査を含む)の開始 (法 48の 2① )

不在者投票 (国 民審査を含む)の開始 (法 49)

国民審査不在者投票投票用紙等の発送開始 (審令13)

0開票管理者・同職務代理者の住所及び氏名の告示、選髪通知

(法 61②、令G8)

O開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時の告示 (法 62⑥ I

O開票の場所及び日時の告示 (法 64)

・投票立会人の選任及び通知 (本 人及び投票管理者)(法38①、令27)

・期日前投票所の投票立会人選任及び通知 (本 メ、及び投票管理者 )

(法 43の②、38①、令49の 7、 27)

投票所入場券の交付開始 (令 31)

小選挙区候補者氏名等の通知受理 (令 92① )

及び候補者氏名等の投票管理者、開票管理者ハ、の通知 (令 92② )

比例代表名簿届出政党等の名称等の通知受理 (令 92⑥ ,

及び名簿届出政党等の名称等の投票管理者、開票管I里者への通知 (令92② )

・国民審査裁判官氏名等の通知受理 (審法第5条 の2)

及び裁判官氏名等の投票管理者、P耳司票管理者ハ、の通知 (審法第5条 の2)

詰届受理

選挙事務所設置屈の受付開始 (法 130② 、令108)

開票立会人届出の受付開始 (選挙期日前3日 まで)(法 62、 令69)

公富施設使用の個人演説会 F牙司催申出書の受付開始 (法 i63、 令112① )

選挙人名簿 (選挙時登録)の 問覧 (公示日のみ)(法 28の 2、 24)

・在外選挙人名簿の閲覧 (公示日のみ)(法 30の 12、 30の 8)

投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。:に おける

小選挙区候補者氏名等の掲載順序を定めるくしの実施 (法 175③ 、⑤ )

投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。:に おける

名簿届出政党等の電称等の掲載順序の通知受理 (法 17う 、県規53② )

投票所 (期 日前投票所及び不在者投票記載場所含む。,に掲示ずる

小選挙区候補者氏名等・比例代表名;尊届出政党等の名称等の氏名等

掲示の作成 (法 175⑤ )

・期日前投票所及び不在者投票所の準備完了

【不在者投票にかかる指定投票区等を定めた市町】 (法 37⑦ )

O指定投票区及び指定関係投票区の告示 (あ らかじめ)(令26② )

・指定投票区及び指定関係投票区の県選管への報告 (あ らかじめ)(令 26② )

【投票期日の繰上げ・投票所開閉時刻の特例該当市町】

繰上投票期日の県選管からの通知受理 (あ らかじめ)(令46① )

及び投票管理者・開票管理者への通知 (令 46④ )

0投票所開閉時刻の繰上げ (繰下げ)の 告示 (法 40② )

。投票管理者への通知 (法 40② )

県選管への届出 (あ らかじめ)(法40② )

【期日前投票所開閉時刻の特例該当市町】

O期日前投票所開閉時刻の線上げ (繰下げ)の告示 (法 48の 2③ 、40② )

及び投票管理者への通知 (法 48の 2、 40② )

処理事項
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10月 11日

10月 12日

10ザヨ13日

月 日

10月 10日

備考

17:00以 降

17,00以 降

処理事項

選挙公報 審査公報の受領 (～ 10月 16日 )(法 170① ほか)

比例代表名簿届出政党等の名称等の掲示の受領

「選挙のお知らせ (点字・音声版等)」 の受領 (～ 10月 18日 頃)

□期 日前程棄者 数速報 (1回 目)(～ 930)

○投票所の告示期限 (法 41① )

郵便等不在者投桑にかかる投票用紙等の請求期限 (17時まで)

(法 49、 令59の 4① )

在外選挙の郵便投票に使用する投票用紙等の請求期限 (17時まで)

(令 65の 1l① )

( 投票立会人の選任、通知期限 (法 38①、令27))

特定回外派遣組織の不在者投票 (国 民審査を含む)にかかる

投票用紙等の講求期限 (17時まで)(法 49、 令59の 5の 4⑤ )

【開票立会人届出期限】

開票立会人のくじの実施 (法 62②、④)

3人に満たない場合の選任、本人への通知 (法 62◎ )

開票立会人にかかる開票管理者への通知 (令 70の 2② )

【▲補充立候補届出期限】 (17時まで)(法 86の 4③ )

(補 充立候補があつた場合)選挙当日の投票記載所に掲示する候補者

氏名等の掲載順序を定める(じ を改めて実施 (法 175③ ただし書き)

選挙公報の各世帯配布期限 (法 170① 、審令31)

◎繰上投票区投票 日 (法 56)

□期 日前投票者数速報 (2回 目)(～ 9:30)

・期 日前投票及び不在者投票最終 日 (法 48の 21よか )

・選挙人名簿抄本の投票管理者への送付 (令 23)

・投票所入場券配布完了 (令 31)

・投票所、所票所の準備完了

□選挙当日有権者数速報 (～ 22:00)

□繰上投票区投票結果速報

◎選挙期 日

投票所か ら300m以内の選挙事務所の開鎖 (法 132)

及び選挙事務所廃止届の受付

・投票所内の氏名据示等その他投票所内設備等の確認 (法 175① )

・不在者投票及び不在者投票調書の送致 (令 60②、61② )

□期日前投票者数速報 (最終)(～930)

□投開票結果等速報

役開棄結果の文書検収 (法 66⑥、令
'4、

要領)

投開票結果の文芸検収 (法 66③、令74、 要領)

選挙結果報告等 (要領 )

執行経費等の報告、受入等
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2 候補者届出政党 (候補者)の皆様ヘ

候補者届出政党の皆様へ

1 受付係で受付を済ませてください。

(受付は、年前 8時から行います。 )

2 立候補届出の受理は、次の方法により行います。
(1)受理は、年前8時 30分から開始します。
(2)午前8時 30分になりましたら、お名前をお呼びしますのでtそれまでに受付を済まされた方のうち、

お配りした胸章を着けた方お一人ずつ、到着番号札をご用意のうえご参集願います。
【ご注意】点呼に応じられない場合、次のくじには参加できません。

(3)午前8時 30分までに受付を済まされた方は、くじにより受理順位を決定します。

① まず、受付の順で、「受理順位を定めるくじを引く順序を決めるくじ」を行います。

② 次に、①で決められた順序で「受理順位を定めるくじ」を行います。

【ご注意】立候補届受理の順位は、2回 目のくじで直ちに決定するとfg限 りません。

(受 理の際、必要な書類が不足している場合、選挙長は立候補届出を受I日 できません。
その場合は、次の順位以下の方々が、順次、繰り上がります。)

(4)午前8時 30分経過後に受付をされた方の受理手続きは、午前8時 30分前の受付者の立候補届出受理の

終了後、受付順により行います。

【ご注意】立候補届出受理の順位は、受付順で直ちに決定するとは限りません。 ((3)と 同様)

3 各係の事務内容のご案内
(1)候補者届出受理係

立候補届出の受理を行い、「候補者届出書受理票」 (候補者用と政党用の 2枚 )、 「ポスター掲示場区画

番号指定票」等を交付します。

(2-1)候 補者諸届受理・公営物資交付係

候補者の詰届出や申出書 (候補者用の「選挙事務所設置届J、 「出納責任者選任届」、「選挙運動事務

員等届」、候補者用の「選挙運動用ビラ証紙交付申出善」)を提出してください。

候補者用の公営物資等の交付を行いますので、選挙長から交付された候補者用の「候補者届出審受理票」

を提出してください。また、候補者用の選挙運動用ビラ証紙の交付を行います。

(2-2)政 党諮届受理・公営物資交付係

政党の諸届出 (政党用の「選挙事務所設置届」、「出納責任者選任届 (候補者が届け出ない場合のみ)」 、

政党用の「選挙運動用ビラ証紙交付申出書」、「選挙運動用ポスター証紙交付申出書」)を提出してく

ださい。

政党用の公営物資等の交付を行いますので、政党用の「候補者届出書受理票」を提出してください。

また、政党用の選挙運動用ビラ証紙、選挙運動用ポスター証紙の交付を行います。

(3)政見放送受理係  「政見放送申込書」及び「経歴放送用の候補者経歴喜」を提出してください。 (事前の

申込みをされた方は不要です。)

(4)選挙公報受理係  選挙公報の掲載申請を行つてください。

(5)公費負担受理係  選挙公営に係る「契約届出書」をお持ちの方は、提出してください。

(6)政党県本部公営物資交付係

「候補者届出政党用通常葉書使用証明書」及び届出候補者の数に限らず、政党に対して同数が交付され

る物資等を交付する係です。係の者が順次、お名前をお呼びしますので受付でしばらくお待ちください。
政党名をお呼びしますので、案内に従つて担当の方が公営物資の交付を受けてください。

4 手続きの順序
裏面「立候補届出受理・公営物資交付等会場配置図」をご覧ください。

選挙公報の掲載順序を定める(じ の実施日時 平成29年 10月 10日 (火 )午後5時30分

選挙公報の掲載順序を定めるくじの実施場所 長崎県選挙管理委員会書記室

候補者の皆様ヘ

1.受付係で受付を済ませてください。

(受付は、年前 8時から行います。 )

2 立候補届出の受理は、次の方法により行います。
(1)受理は、午前8時 dO分から開始します。

(2)午前8時 30分になりましたら、お名前をお呼びしますので、それまでに受付を済まされた方のうち、

お配りした胸章を着けた方お一人ずつt ttl着 番号札をご用意のうえご参集願います。

【ご注意】点呼に応じられない場合、次のくじには参加できません。

(3)午前8時 30分までに受付を済まさ″Lた方は、くじにより受理順位を決定します。

① まず、受付の順で、「受理順位を定める(じ を引く順序を決める(じ」を行います。

② 次に、①で決められた順序で「受理順位を定めるくじ」を行います。

【ご注意】立候補届受理の順位は、2回目のくじで直ちに決定するとは限りません。

(受 理の際、必要な書類が不足している場合、選挙長は立候補届出を受理できません。

その場合は、次の順位以下の方々が、順次、繰り上がります。)

(4)午前8時 30分経過後に受付をされた方の受理手続きは、年前8時 30分前の受付者の立候補届出受理の

終了後、受付順により行います。

【ご注意】立候補届出受理の順位は、受付順で直ちに決定するとは限りません。 ((3)と 同様)

3.各係の事務内容のご案内
(1)候補者届出受理係

立候補届出の受理を行い、「候補者届出書受理票」、「ポスター掲示場区画番号指定票」等を交付します。

(2)候補者諸届受理・公営物資交付係

諸届 (「選挙事務所設置届」、「出納責任者選任届」、「選挙運動事務員等届」、「選挙運動用ビラ証

紙交付申出書」)を提出してください。

公営物資等の交付を行いますので、選挙長から交付された「候補者届出書受理票」を提出してください、

。 また、選挙運動用ビラ証紙の交付を行います。

(3)選挙公報受理係

選挙公報の掲載申語を行つてください。

(4)公費負担受理係

選挙公営に係る「契約届出書」をお持ちの方打よ、提出してください。

4!手続きの順序
裏面「立候補届出受理・公営物資交付等会場配置図」をご覧ください。

選挙公報の掲載順序を定めるくじの実施日時 平成29年 10月 10日 (火)午後5時30分

選挙公報の掲載順序を定めるくじの実施場所 長崎県選挙管理委員会書記室



Ⅲ 速報

1 記者発表要領

1発表の種類及び内容等

十

一
エ

ー

発 表

様 式

衆発 ―

1号
【メ】

【HPI

衆 発 一

ワ号

【メ】

衆発 ―

3号
【メ】

衆 発

4

【

【

メ

HP
】
】

衆発 一

5号
【メ】

IHP】

衆発 ―

期 日前

【メ】

【HP】

発表の内容

小選挙 区別 、市町別 、男女別 の

選挙人名簿登録者総数
・ 前回 (26)の 選挙人名 簿登録者数
・ 国内 十在外 、国内、在外

小選 挙 区別 立候補者一覧表

(届 出受理 番号 、受理 時刻 、届 出の

別 、届 出政 党等 の名 称 、氏名 、性

別 、本籍 、住所 、生年月 日、年齢 、

職 業:、 新 前元の別等 )

繰 上投票 区別 、男女別 の有権者数

市町 ごとの男女別の投票者数 、投票

率及 び前 回投票率

小選 挙 区別 、市町別 に、男女別 の

選挙 当 日有権者数

(国 内 十在外 、国内、在外 )

小選挙 区別 、市町別 に、男女別 の

推定投票率及 び前 回同時亥」の推 定

投票率

小選 挙 区別 、 市町別 に 10月 15
日現在 の期 日前投 票者 数 及 び投 票

率 (対選 挙 人名 簿登録者 数 比 )並
びに前回同時点の実績

小 選 挙 区別 、市町別 に 10月 20
日現在 の期 日前投票者 数 及 び投票

率 (対 選 挙 人名 簿 登録 者 数比 )並
び に前回 同時点の実績

小選 挙 区別 、市町別 に期 日前投 雰

者 総数及 び投 票 率 (対 当 日有権者
オ天比)並び に前回同時点 の実績

発表 日時

H寺 聞

集 計完了次第

(15時頃 )

10時
15時
17時

5

5

5

分

分

分

集計完 了次第

(22時 30分 頃

見込み )

10時

0

1

4

6

8

9

H守

日寺

時

時

時

旧寺

現在

現在

現在

現在

現在

30 分現在

をそれ ぞれ 、計算

次第

(概ね各現在 時の

50分 後 )

12時

12時

12時

月 日

10月 9日 (月 )

(公 示 日の前 日 )

10月 10日 (火 )

(公示 日 )

10月 21日 (土 )

(選 挙期 日前 日)

10月 22日 (日 )

(選 挙期 日)

10月 22日 (日 )

(選 挙期 日)

10月 16日 (月 )

(選 挙期 日6日 前 )

10月 21日 (土 )

(選 挙 期 日前 日)

10月 22日 (日 )

(選 挙期 日)

発表の種類

選挙人名練登録者数

候補者届出状況

(小 選挙区)

繰上投票区投票結果

(小 選挙区)

選挙当日有権者数

推定投票率
0卜選挙区)

期 日前投票者数速報

(小選挙区 )

1

2

3

4

5

6

発 表

様 式

衆発 ―

6号の 1

6号の 2

【メ】

【HP】

衆発 ―

7号

〔メ】
【HP】

衆 発 ―

8号

【メ】
【HP】

国発 ―

1、 2号

【メ 】

【HP】

発表 の内容

市町別 、選挙 区別 (小 選挙 区のみ )、

男女別 の選 挙 当 日有権者数 、投票

者教 、投票 率及び前回投票率

(国 内十在外 、国内、在外 )

<開 票状況 >
小選挙 区 ご とに、市町別 、候補

者別 の得票数及 び開票進捗 率
<開栗結果 >
・小選 挙 区 ご とに、市町別 、候補

者別 の得票数 、有効投票数 、無

効投票数 、投票総数 、投票者数

及 び惜敗率

市 町別 、名 簿届 出政党等別 の得票

数 、有効投票数 、無効投票数 、投

票総数及 び投票者数

※各市町の確 定結果 のみ。

市町別 の投票結果、市町別及 び裁

判官別 の審査結果

発表 日時

時 間

集計完 了次第

(23時 00分 過

ぎ )

22時 30分 を第

1回 目と して 30
分 ごとに

23時 00分 を第

1回 目 と して 1時
間 ご とに

審査結果 の集 計完

了次第

月 日

10月 22日 (日 )

(選挙期 日)

10月 22日 (日 )

(選 挙 期 日～ )

10月 22日 (日 )

(選 挙期 日～ )

10月 23日
(選 挙 期 日翌 日)

発表 の種類

投票結果

(小選挙区

比例代表 )

開票状況・開栗結果

(小 選挙区)

開票結果

(比 例代表 )

投票結果 '審査結果

(国 民審査 )

7

8

9

10

※ 【メ】 :電子メールによる資料提供  【HP】 :県 選管ホームページによる資料提供

2 発表の方法

各社指定のEメ ールア ドレスに電子ファイルを送信後、2と 3を 除(1～ 10に ついては、

県選管ホームページにも掲載します。

※上記発表のうち2(候補者届出情報)は PDFフ ァイルにて送信。それ以外は、エクセル

フアイルにて送信します。

【発表資料の提供方法について】

●既にご提供いただいている各社指定の Eメ ールア ドレス (2つ まで)に送信 します。

●県選管から送信するメールは全てパスヮー ド付きのメールです。

(本 メール+パスワー ド通知メール)

●パスワー ドについては基本的にランダムに設定されますが、次の取り扱いとする予定です。

・10/9及 び10/10に 発表する資料

→ ランダムパスワー ドとなりますので、別途送信されるパスワー ド通知メールのパスワー ド

により、添付ファイルを解凍 してください。

・10/16以 降に発表する資料

→ パスワー ドを「12345」 に統一します。



備 考

PDF

【メ】

PDF

【メ】

PDF

Iメ 】

項 目 参考資料の提供内容

町の小選挙区の開票状況中間速報の個票の写し

〔県選管への報告 :=概ね50%開票時点〕
(た だし、長,寄市 (■ 区)、 佐世保市 (4区 )、 諫早市
及び大村市については以下のとおり)

せヽ選挙 区開票

伏況個票 (中 間 )

1市

可ヽ選挙 区開票 小選挙区の開票結果 (確定)速報の個棄の写し

借具個 票 (確定 ) 〔県選 管への報告 :開 票結果判 明次第〕

比例代表 開票

結果個票 (確定 )

仁
即 :亮達會予鑑 冦

の際の写し

1

2

3

―

一
示

―

3 参考資料の提供内容・方法

rう 閣 重 筆 軍 模 部 日寺釧 (予 守 /尋 館 市 ・ 件 世 俣 市 ・
=吏

星 市 ・ 大 村 市 妥 管 → 具 妥 管 )

県への報告時刻における開票進捗率 (予 定)

1:00      1:30

9饂   10銚

100略

0:30

8脇

95%

0:00

70%

75%

23:30

50%

50%

23100

30路

35%

22:4522:30

0%

10%

22:1522:00

饂

0名

長崎市 (1区 )

佐世保市 (4区 )

4 その他

(1)県選管開票速報本部 (投開票速報集計会場)の設置場所 :第 1別館 5階第 1,第 2会議室

(2)こ の発表を円滑に行うため、次のことにご協力をお願いしますと

① 各報道機関は、取材にあたつて各市町選挙管理委員会の投開票事務に支障のないようご

留意ください。                    I
② 投開票速報集計会場へは、選挙期日は立ち入らないでください。

③ 県選管と県政記者クラブとの折衝は、全て幹事社を通じて行います。

④ 県選管の記者クラブヘの発表は、次の者が行います。   |
県選挙管理委員会書記室 総括書記長補佐 井手 美都子



2 速報実施要領

第 48回衆議院議員総選挙及び第 24回最高裁判所裁判官国民審査における投開票結果等の速報

について、各市町選挙管理委員会が行う事務については、この要領に定めるところによります。

1 速報実施方法

全市町とも、直接当委員会へ報告してください。 (すべての様式をFAXで報告)

2 速報の種類及び速報時刻等

十

一
４
『
―

報告

様式

衆受―

4号

衆受―

5号の 1

5号の 2

国受―

刊1岳チ

衆受一

6号

衆受―

6号

衆受―

7号

国受一

2号

留 意 事 項

・投票率は、小数点以下

第 3位 を四捨五入し

第 2位まで算出する。

・次の事項に留意するこ

と。

O当 日投票所におけ

る投票者数で算出

0選挙当日有権者数

は「国内」を用いる

0期 日前投票者数及

び不在者投票者数

は含めない。

O在外選挙人の各種

投票者数を含めな

い 。

期日前投票者、不在者

投票者、繰上投票者汲

び在外投票者の脱落

や二章計上がないよ

う注意する。

在外不在者投票・在外

期日前投票・洋上投

票・国外不在者投票な

ど、頻度が少ないもの

は要注意。

各候補者の得票数は朝

告時現在の累計数で

報告すること。

'「その他」に異常値が

計上された場合、必要

に応 じて開票所内の票

数を再計算 し、投票結

果を調査するなど、原

因究明に努めること。

対象市町等

全市町

全市町

Э長崎市1区及び佐世保市4区

→ 22:30か ら30分 ごと

②諌早市及び大村市
→ 開票進歩率が概ね50%汲

び75%の とき

9③②以外の開票区
→ 開票進歩率が概ね50%

のとき

全市町

速報の日時

時刻

10:00現在

11:00現在

14:00現在

16:00現在

18:00現在

19:30現在を

それぞれ

20分後までに

投票結果が

判明次第

直ちに

[確定]

それぞれ開票

結果判明次第

月 日

10月 22日 (日 )

(選挙期日)

10月 22日 (日 )

(選挙期日)

10月 22日 (日 )

(選挙期日)

10月 23日 (月 )

(選挙期日翌日)

10月 22日 (日 )

(選挙期日)

10月 23日 (月 )

(選挙期日翌日)

速報の種類

(7)

推定投票率

(小選挙区)

(3)

投票結果

(小選挙区

比例代表

国民審査 )

(9)
開票状況・

中間速報

(小選挙区)

(10)

開票結果

速報

(小選挙区

比例代表

国民査)

報告

様式

衆受―

司号の 1

司号の 2

衆受一

期日前

衆受―

期日前

衆受―

2号

衆受―

3号

衆受―

期日前

留 意 事 項

在外選挙人名簿登萄

者数を含む。

10月 15日 (日 )まて

の期日前投票者数C
累計報告。

在外期日前を含む。

10月 20日 (金 )まて

の期日前投票者数C
累計報告。

在外期日前を含む。

全投票区分をまと礎

て報告。

期日前投票者数を台

み、指定関係投票区

以外の投票区にあっ

ては不在者投票者勢

を含む。

・期日前投票者の総勢

を報告する。
・在外期日前を含む。

対象市町等

全市町

全市町

全市町

線上投票区

を有する市町

全市町

全市町

速報の日時

時刻

11:00ま で 1こ

10:00ま でに

10,00ま でに

投票結果が

判明次第

直ちに

22:00までに

10:00ま でに

月 日

10月 9日 (月 )

(公示日前日)

10月 16日  (月 )

(選挙期日前

6日 )

10月 21日 (土 )

(選挙期日前日)

10月 21日 (■ )

(選挙期日前日)

10月 21日 (土 )

(選挙期日前日)

10月 22日  (日 )

(選挙期日)

速報の種類

(刊 )

選挙人名簿

登 録 者 数

(選挙時登録 )

(2)
期日前投票者数

(刊 回日)

【小選挙区】

(3)
期日前投票者数
(2回 日)

【小選挙区】

(4)
繰上投票区

投票結果

【小選挙区】

(5)
選挙当日

有権者数

(6)
期日前投票者数

(最終 )

【小選挙区】



3 FAX番 号

(1)～ (3)

(4)～ (10)

095-323-4166(県 選管書記室)

別途通知する。

―

一
言

―

4 その他

①速報受理のための電話番号及びFAX番号の詳細は、別途通知します。

②速報にあたつては、必ず「市町名」及び「発信者の氏名」を明記してください。

また、内容確認が必要な際、速報担当者に確実に連絡がとれる電話番号を明記してください。

③機械の故障など、FAXに よる速報ができない場合は、電話で速報してください。なお電話す

る場合は、必ず市町名及び発信者の名前を告げ、受信者の氏名及び速報時間を確認してくださ

い 。

③期日前投票者数は、「国内+在外」の数を報告してください。

④訂正又は送信不良等で再度FAX報告する場合は、余白に「訂正分ユ又は「再送分」と記載し、

あわせて報告時刻の訂正を行つてください。

③開票速報様式 (衆受-6号、衆受-7号及び国受-2号 )については、政党名、氏名を記載

したものを公示日後、別途送付します。

③県選管への速報後、その内容について報道機関へ任意に発表することは差し支えありません。

ただし、その後の開票事務や県選管への速報に支障がでないよう注意してください。

②長崎市、佐世保市については、長崎市 (第 1区 )と 長崎市 (第 2区 )と佐世保市 (第 3区 )と

佐世保市 (第 4区 )は別団体として取り扱うため、それぞれから県選管へ報告を行つてくださ

い 。

⑥待機解除については、県選管から各市町選管への電話連絡を行います。

【注】③の待機解除後も総務省が都道府県選管に待機解除を出すまでは、緊急連絡をする場合がある

ので、緊急連絡先の携帯電話は、電源を切らずに連絡がとれる状態にしておいてください。



投開票速報電話・FAX一覧

第48回 衆議院議員総選挙及び第 24回 最高裁判所裁判官国民審査の投開票速報に係る

電話番号及びFAX番 号を下記のとおりとしまサ。

記

1.10月 21日 (上)18時 まで 市外局番はすべて 【095】

(1)FAX番号   823-4166(県 選管書記室)

(2)電話番号    895-2137(県 選管書記室)

(3)対象となる報告

・期日前投票者数第 1回 目 (10月 16日 (月 )10:00ま で)

。期日前投票者数第 2回 目 (10月 21日 (土)10:00ま で)

, 1∩ ロ 日 r+ヽ 隣 ～ 閣 重 釜 里
=re21 18

(1)FAX番 号及び電話番号 (速報会場 :県庁第 1別館 5階会議室)

臆報専用1    市外局番はすべて 【095】

電話番号

824-3043

824-3044

824-3045

824-3046

区  分

第 1区  長崎市

第 2区  各市町

第 3区  各市町

第 4区  各市町

(2)対象となる報告

!繰上投票区投票結果及び選挙当日有権者数以降の全報告

※長崎市の第 2区及び佐世保市の 3区の報告においては、必ずそれぞれの
育 △ Y捌〔看≧}rギとイ のこと。

|

(0

|

また、質疑等の電話に関しても同様であること。

【留意点】

1 上記FAX及び電話番号については、投開票速報事務に支障をきたすおそれがあるの
で、【参考】の一般公表電話番号を除き、部外者には公表しないこと。

2 速報専用につぃては、投開票速報に係る疑義、連絡、訂正又は再送等に関する電話連

絡の際に使用すること。

3 質疑専用については、投開票速報に関するもの以外の全ての質疑及び連絡等について

使用すること。

【参考】市外局番はすべて【095】

○報道関係者用電話番号 (報道関係者以外公表不可 )

824-3052、 824-3056

0-般 公表電話 (公表可 )

824-3047
電話番号

824-3038

824-3040

824-3042

824-3040

FAX番 号

824-3028

824-3003

824-3004

824-3005

区  分

第 1区  長崎市

第 2区  各市町

第 3区  各市町

第 4区  各市町



物置

ゴミ入れ

ゴミ入れ

ゴミ入れ

複写機

ソーター付(調達 )

発表資料

複写機

ツーター付F調達)

スキャナ搭載

複 写機

ソーター付(調達〕

スキャナ搭載

予備PC
(調達 )

入力PC
2号機
(調達)

突合PC
(調達)

入力PC
l号機
(調達)

予備PC
(調達)

入力PC
2号機
(調達 )

突合PC
(調達)

,ヒケll

プリンター

(調達 )

PC
1号機
(調達)

データ管理
PC

(調達)

徐務省用FAX

(調達 )

821-3488

総務省報告PC

(総務省レンタル)

プリンター
(総務省レンタル)

国審
プリンター

(調達)

予備PC
(調達)

入力PC
2号機
(調達 )

突合PC
(調達)

入力PC
l号機
(調達 )

/1ヽま嬰
プリンター

(調達 )

集計班責任者

ハ ブ

895-2137を転送

子F感

824-3007

代表F_へX

824-3002

824-3043

824-3044

824-3045

324-3046

◎総指揮  【質疑班】 【庶務班】

質疑班用TEL  一般公表TEL  報道公表TEL

824-3052

824-3056

824-3058

非公表

プリンター

(調達)

事務用PC
(調達)

ル送信ナうジエ・HP更

設
申
請

３
台

(持ち込み)

ル用PC

(持ち込み)

用PC

(持ち込み)

用PC

…

車

IFAX及 び電話は、全て市

【発表運搬班】

総

務

省

報

告

【
総
務
省
報
告
班

】

ω

洋
酬
川
出
韓
濡
醸
ル
離

目
醜
図

【
集
計
茨

】

国
　
　
民

受理点検班【1,3区】

TEL 824-3038

TEL 824-3042

電話 :12台
FAX:16台
総務省レンタルPC:1台
総務省レンタルプリンタ :1台
レンタルPC:14台
レンタルプリンタ :4台
複写機 :3台

(県庁第 1別館 5階第 1・ 第 2会議室 )

代表FAX
824-3005

子FAX

824-3023

子 FAX

824-3025

子FAX

824-3026

代表F感
824-3003

子 FAX

824-3010

子 FAX

824-3012

子 FAX

824-3014

<2区 > <4区 >

【受理点検
'プ

I】

受理点検ラリエ【2,4区 】

TEL 824-3040

審

　
　
査

<1区 > <3区 >

【
集
計
瑳

】

比

例

代

表

小

選

挙

区

【
集
計
数

】

―

蔦
ｏ
ｌ

【集計班】

代表FAX
824-3004

子F感

824-3016

子 FAX

824-3017

子 F_へX

824-3018

単独FAX
824-3028

発
表
運
搬
攻
作
業
台

運搬予リエ責任者

出入 口



Ⅳ
　
委
員
長
談
話

【
公
示
日
】

長
埼
県
墨
拳
管
理
委
夙
会
委
員
長
故
話

日
、
第

四
十

八
口
衆
議
院
義
頁
籠
垂
拳

の
期

日
が
奮
示
さ
れ
、
来

る
十
月

二
十

二
日
に
投
票

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

４
拳
は
、
国
民
が
吹
治
に
参
か
し
、
主
権
オ
と
し
て
そ
の
意
思
を
政
治
に
え
映
さ
せ
る
た
め
の
、

も

っ
と
も
立
妥
な
制
度
で
あ
り
ま
す
。

有
権
オ

の
守
様

は
、
こ
の
４
拳

の
童
妥
性
を
十
分
契
裁
さ
れ
、
各
候
補
オ

の
人
柄
や
裁
兒
、
攻

党
の
炊
条
を
几
極
め
、
白
ら
の
白
由
な
刈
断
に
よ

っ
て
、
も
れ
な
く
貴
童
な

一
祟
を
投
ぜ
ら
れ
る

よ
う
坊
堂

い
た
し
ま
す
。

と
く
に
、
近
年

の
建
拳
に
お
い
て
考

い
世
代

の
投
票
牟
が
伝

い
た
め
、
投
票

へ
の
参
か
を
後
く

お
願

い
す
る
次
第
で
す
。

な
お
、
今

口
の
垂
拳

は
、
垂
拳
権
年
船
が
十

八
歳

泳
上

に
引
き
下
げ
ら
れ
て
執
行
さ
れ
る
初

め

て
の
衆
議
院
義
員
籠
４
拳

で
す
。
新
有
権
オ

の
昔

さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
自
分

の
考
え
を
女

立
な

一
票

に
乳
し
て
預
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
理
拳
で
は
、
小
垂
拳
区
の
区
割
り

の
次
定
に
よ
り
、
本
県
に
お
き
ま
し
て
は
、

西
海
市
が
第
二
区
か
ら
第
四
医
に
、
北
裕
浦
郡
小
値
賀
町
が
第

四
区
か
ら
第
二
区
に
鵠
入
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
当
該
地
区
に
お
住
よ

い
の
有
権
オ

の
守
様
は
、
ご
注
意
願

い
ま
す
。

衆
議
院
議
員
籠
垂
挙
で
は
、
小
堤
挙
区
の
投
票
用
欲
に
核
捕
オ

の
民
老
を
、
比
例
代
表

の
投
票

用
欽
に
吹
尤
等

の
名
称
入
は
喀
称
を
乳
或
し
て
投
票
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

投
票
口
当
日
や
む
を
行
な
い
用
務
な
ど
で
投
票

に
行
け
な

い
方
は
、
期
日
前
投
票
や
示
在
オ
投

票
に
よ
り
、
女
童
な

一
票
を
集
よ
に
な
さ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
候
補
オ
友
び
垂
勤
夏

の
方

々
に
は
、
有
権
オ

に
対

し
虞
兒
を
訴
え
て

い
た
だ
く

と
と
も

に
、
４
拳

の
ル
ー
ル
を
守

っ
て
、
工
し

い
建
拳
垂
動
を
展
開
さ
れ
、
有
権
オ

の
期
待

と
信
頼

に
痣

え
ら
れ
る
よ
う
妥
堂

い
た
し
ま
す
。

民
主
政
治

の
健
仝
な
秀
晨
を
期
す
る
た
め
、
こ
こ
に
な
く
訴
え
る
次
第
で
す
。

【
投
票
日
】

長
埼
県
４
拳
管
理
委
員
会
委
員
長
談
話

木
日
は
、
第

四
十
八
口
衆
議
院
議
員
終
垂
拳
及
び
第

二
十
四
口
及
島
裁
列

所
裁
刻
官
国
民
窓
査

の
投
票
口
で
す
。

今
口
の
垂
拳
は
、
今
後

の
私
た
ち
の
来
ら
し
や
園
跛
の
行
方
を
決
め
る
粧

め
て
童
妥
な
理
拳
で
す
。

有
権
オ

の
背
揉

に
は
、
自
分
建

の
持
来
を
発
す
代
表
考
を
４
ボ
童
妥
な
４

拳
で
あ
る
こ
と
を
十
分
ご
認
就

い
た
だ
き
、
各
候
補
若

の
人
柄
や
裁
え
、
炊

党
等

の
吹
条
な
ど
を
え
極
め
、
各
個
人
の
自
由
な
刈
断
に
よ
り
、
女
童
な

一

票
を
も
れ
な
く
投
じ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

特
に
今
後

の
口
本

の
持
来
を
担
う
考

い
世
代

の
野
様
に
は
、
政
治
に
対
す

る
関

蕊
を
高
め
、
主
権
芳
で
あ
る
と
の
自
党
を
持

っ
て
い
た
だ
き
、
績
極
的

な
投
票

へ
の
が
カロ
を
強
↑
希
笙

い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
万

一
、
守
様

の
ぉ
手
え
に
配
布
さ
れ
た
投
票
所

入
場
券
を
な
く
し

た
り
、
患
れ
て
し
ま

っ
た
場
合
で
も
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
投
票

所

の
担
当
オ

ヘ
ヤ
し
出
て
く
だ
さ

い
。

有
権
オ

の
背
様
が
、
人
物
な

一
票
を
素
権
す
る
こ
と
な
く
、
投
じ
ら
れ
る

こ
と
を
期
待

い
た
し
ま
す
。

平
成

二
十
九
年
十
月
二
十
二
日

長
埼
県
４
拳
管
理
委
員
会
委
員
長

永
洲
　
跡
幸

が

行 木
子
戌
二
十
え
年
十
月
十
日

長
吟
県
理
拳
サ
理
委
員
会
委
員
長

永
淵
　
勝
幸

-121-
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日
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悉 与
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付三占

公 報
悉 与 障 痛 卓 T 納 品 発 送

1112 H29 9 29 F,日 売t桜寿 行 う ■ >が で 共 ス ー 漁91(「 渓 彗 挙 を 憂 rドイ臓ォ奮考 戸由用 と

'普
デ ルの ナ浄桜 同 新 / ケヽ1醍 9/″ R 9/26 9/夕 A 10/2 lo/2

2113 旺ク9 10 5 灘 丞 人え 鐘 春 儀t葉進 日′峯 の 海 市 俳

"の
今 14のⅢ / クトミ巽 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

R1 14 ポスターの1日示F年月始萱R日
`渋

144の力∩ 県翔30) / 外 渓 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

411馬 H29 10 10 組 卜殺要 仄カイパ控 車す』日

`渋

56今 46① ) / 外 漢 1 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

5116 衆議 院 i無 昌総深 丞 にお tサ /119車 用紙 の様 式 及 てゞ却格 (法 45、 婦 5そ の 1) / ケ(→輩1 in/ク 1`Ⅲ /A 10/4 10/6 10/6

6117 渓 挙岳及び 向職 務代 理者 の漢任 (法 75、 今 81) / ケ【i霊 1 10/タ lo/a 10/4 lo/6 10/6

7118 撰 挙分会長 及 び 同職 務代ユ早者 の震任 (法 75、 今 81) / ぢ
'【

i霊 1 10/2 10/R 10/4 10/`ヽ 10/6

8!19 察 蓉 /"＼ 会 亭 形 rド 同 辞 落 特 裡 者 の 理 件 r察濃 ,7∩ ) / クトi巽 1 10/2 lo/R 10/4 10/6 10/6

9120 灌迷公報】R識Ⅲ百F子ので1ヽ 力行う場所形rド 日時(渋 169∩う / 外 濃 1 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

l ol夕 1 正tロ ナた桜 の順 序 の で lL″ 行 う場 PF tt rヽ 日時 (室流手口蒋 13①Ⅲ / 外 漢 1 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

11122 舜 議 院 眈枷 代 表 標 IH議 昌漂 )造イ 態 属 出ユt士 `事のイ 称 力 rパ路 称 の 1号示 ぢ雪 の μJtt l百 序 の く じ″行 う場 所 辰 rメ ロ時 / 外 滅 1 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

12123 濠 基会 力行 う場 所 貶 rヽ 日時 (淮 78) ↑(法 1750) / ,(1霊 1 lo/, 1`】 /R 10/4 10/Fヽ 10/Fヽ

13124 撰 基今舎 を行 う場所 及てド日時 (法78) / 猟 i醍 1 lo/2 10/A 10/4 lo/fi lo/`ヽ

14125 審杏今会 を行 う場所 及び 日時 (審法 34、 法 78) / 外 i巽 1 10/2 10/3 10/4 lo/6 lo/6

151 26 程基糧翫h紆事を 形rドキ落者
`r針

十 /、 卓脅4僧の箱 影イド報湮Hの箱
`渋

197の 2∩の 今 1ク 9】 / 夕ヽ 二巽 1 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

lF】 Iク7 程 丞 人家 鐘 春録 者新 の秀n/万` の 1形 rド R今の 1の教 (白 治 ィナ74夕事Ⅲ / 外 渓 2 10/2 10/9 10/10 10/12 10/12

1712R 麗迷種重九書 用す 出割Iヽ 1尋 FJ百 (法 196】 / 外 渓 2 10/2 10/9 10/10 10/12 10/12

lRIク 9 謂 要 区 の 設 置 に つ い て / ケ(→霊ク 1イ】/ク 10/9 In/1o 1`】 /1ク in/1ク

1913o 醍基公章侵キ尼.歯け‖百序力庁めるぐ1う 力行う日時の分軍 / 外 i翌氏 10/2 10/9 lo/1o lo/1ク lo/12

201 32 H29 10 20 (亀 L投藁 区及てバ投要 期 日 / ケ【与輩 lo/2o lo/2o lo/20 lo/2o 10/2o

2J 33 :129 10 22 調 口と瞬 の 設・旨・ 1「 ぅ い て / 夕ヽ 二巽 lo/2党 10/2ク lo/2タ lo/2ク 10/22

221 34 謝 菫 区 の 設 置 形 rド′必「 市ヽ Fフつい て / 外 標 10/22 10/22 10/22 10/22 10/22

2R135 H29 10 2S 残i銭陸月、滋基区灘出議昌灘基にスけム当殺 人の lギ所形rド氏嘉彬rドに催縮者属出ょιWのネ称
`渋

lolつ 59 10/25 外 漢 10/23 10/23 10/23 10/25 10/25

夕41Rら HR0 3 16 醍さ種重Jiに閣十ノヽ‖マ入力rドす出の報告書の喜旨(ィチ_19痢②) 12 3/5 寃,イア|

251 3fュ 今御I開 要 区の摩 止 13 R/5 辛 価 |

261 40 H30 4 24 醍挙揮動に閏す祠又入及てヽ支出の報告書の要旨(法 1920② ) 19 4/10 市 輌 |

27146 H30 9 11 離碁種雷九ιr磁呵十 ム」▽入形rド寸出のとB告書の頚 旨
`′

}19輸のヽ 4R R/22 市 fア I

NOI辱
雪

告不

日 1内

容
起案 決 裁

鷹 篇 学 イ
納 品 発 送

111 H2910101第 1区選挙長の執務場所 (県規3② ) クト:巽 3 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

ク1 ク 1笛 1陳繰基ヤ会人のでll力行う場所形イド日程キ(渋 76渋 6ア∩】 外 渓 3 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

31 R 1密 1区寸律補 属辱 ■1:(洪 R66Ⅲ 外 撲 4 10/2 10/10 10/10 10/12 10/12

N0 告 不

悉 暑

告 示

日

内 る
起案 決裁

庫 落 宰 イ
納 品 発 送

1 J H29 10 10 第 2区渓 基岳 の執務 場所 (県夫日3② ) 外ヽPttR 10/夕 lo/R 10/4 lo/fi lo/Fl

2 留主ク瞑翌碁サ_へ 人の で Iヽ 寿合 うナ月所形rベ ロH争

`渉

76淮 6ク∩】 外 1霊 3 10/タ lo/3 10/4 lo/6 10/6

癌 2区 予イ臓結 F由 呼 J巨

`澁

R6∩】 外 撰 4 10/2 10/10 10/10 10/12 10/12

Nυ 省 不
悉 暑

告示 内 容
起案 決裁

原 稿 宇 了
納 品 発 送

1 129 10 10 密 R区程 丞岳 の孝ll務 場所 (県類 3の ) 外 滅 3 lo/9 1`Ⅲ /R 10/4 1`)/F、 lo/6

2 箋3区撰基立会人のくじ舟行う場所及てド日時(法 76、 法62⑥ ) 猟 理ヽ舟 10/ク 10/R 10/4 10/Fi lo/6

3 第 3区立イ案補 用 竪】翠(法860) 外 i翼 4 10/2 10/10 10/10 10/12 10/12

N0 吾 ボ

番 丹
告不

日

内容
起 案 決裁

原 痛 市 了
納 品 発 送

範 4屎程丞与のとA落場口F`県綽Aのう 外 撰 3 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

2 範 41ア 程 基 サ令 人の で E矛 行 う場 所 形イド日時 (法76渋62⑥ ) 外 漂 3 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6

R 笛 4灰立倭 お捕届号ユ1日

`淮

860)
'(1翌

4 1● /ク 1`】 /10 10/1`】 lo/1, In/1ク

N°

1墓雪
告 示

日

内 容
起案 決 裁

庫 痛 草 T 納 品 発 送

111 H29 10 10 凝挙/刀` 舎岳の執務場所(県婦3の ) 外→巽3 11/21 11/2『】 11/2「】 10/お 10/Fュ

212 渓挙分会立会人のくじを行う場所及び日時(法 76、 法62⑥ ) 夕にヽ奨3 11/21 11/25 11/25 10/6 lo/fl

N0 告本

番 号
告 不

日

内 る
起案 決裁

原 忘 宇 了
納 品 発 送

1 H29 10 10 察杏ノヵヽ今停 σD教落 場所 (県細 3121】 外 撰 3 10/2 10/3 10/4 10/6 10/6
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平成29年 9月 29日  金ll審 日

毎週 火曜・金曜日発行

長 崎 県 公 報 号 外 (選 )

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課(室 )名

選挙管理委員会書記室

平成29年 10月 5日 木曜日

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 選挙管理委員会告示

・選挙人名簿登録基準日等

・ポスターの掲示開始期日

長 崎 県 公 報 号 外 (選 )

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室 )名

選挙管理委員会書記室

次

◎ 選挙管理委員会告示
・政見放送を行うことができる一般放送事業者及び候補者届出政党ごとの放送回数

|

卜う
ω

|

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第12号

第48回衆議院議員総選挙 (小選挙区選出)において政見放送を行うことができる一般放送事業者及び候補者届

出政党ごとの放送回数を、次のとおり定めた。

平成29年 9月 29日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

1 テレビジョン放送

回 数

届出候補者数が 3人

又 は 4人 の と き

l

l

届出候補者数が 1人

又 は 2人 の と き

I

1

一 般 放 送 事 業 者 名

株 式 会 社 テ レ ビ 長 崎

株 式 会 社 長 崎 国 際 テ レ ビ

2 ラジオ放送

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第13号

平成29年 10月 22日 執行予定の衆議院議員総選挙における選挙人名簿の登録の基準日及び登録日を次のとおり定

めた。

平成29年 10月 5日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

(1)基  準 日  平成29年 10月 9日

(但 し、年齢要作は10月 22日 )

〈2)登 録 日  平成29年 10月 9日

長崎県選挙管理委員会告示第14号

平成29年 10月 22日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙において、公職選挙法 (昭和25年 法律第100号 )第
14条の 2第 5項の規定により、ポスター掲示場に掲示するポスターの掲示開始の日を次のとおり定めた。

平成29年 10月 5日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

掲示開始日  平成29年 10月 10日
回 雰〔

届出候補者数が 3人

又 は 4人 の と き

届出候補者数が 1人

又 は 2人 の と き

一 般 放 送 事 業 者 名

長 崎 放 送 株 式 会 社

-1-



平成29年 10月 10日 火曜日

毎週 火曜・金曜日発行

長 崎 県 公 報 号 外 (選 可)

○印は長崎県例規築に登載するもの

所管課(室)名

選挙管理委員会書記室

p

平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 1)

三井楽第 7投票区 (嵯峨島地区)

奈留第 1投票区 (浦地区)

奈留第 2投票区 (泊・大林地区)

奈留第 3投票区 (大串地区)

奈留第 4投票区 (船廻地区)

奈留第 5投票区 (西樫地区)

奈留第 6投票区 (前島地区)

奈留第 7投票区 (汐池地区)

奈留第 8投票区 (夏井地区)

奈留第 9投票区 (東風泊地区)

奈留第10投票区 (矢神地区)

奈留第H投票区 (南越地区)

長崎県選挙管理委員会告示第16号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において使用する投票用紙の様式及

び規格を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

次

◎ 選挙管理委員会告示

・繰上投票区及び投票期日

・衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票用紙の様式及び規格

・選挙長及び同職務代理者の選任

・選挙分会長及び同職務代理者の選任

・審査分会長及び同職務代理者の選任
。選挙公報掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時
。政見放送の順序を定めるくじを行う場所及び日時

・衆議院比例代表選出議員選挙名簿届出政党等の名称及び略称の掲1示等の掲載順序を
定めるくじを行う場所及び日時

・選挙会を行う場所及び日時

・選挙分会を行う場所えび日時

・審査分会を行う場所及び日時
。選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁使の額及び報酬の額十

一
や
ヽ
― 選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第15号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院議員総選挙において、公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第 56条の規定により、

繰上投票を行わせる投票区又びその投票期日を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

平成29年 10月 21日

五  島 市 福江第16投票区

福江第24投票区

福江第25投票区

福江第26投票区

福江第27投票区

福江第28投票区

福江第29投票区

福江第30投票区

(赤島地区)

(黄島地区)

(本窯地区)

(伊福貴地区)

(久賀地区)

(猪之木地区)

(阪地区)

(田 ノ浦地区)

第28投票区 (江島地区)

第29投票区 (平島地区)

年 5投票区 (大島地区)

第 7投票区 (納島地区)

西  海  市

小 値 賀 に

投 票 期 日繰 上 投 票 区 名

第401投票区 (高島地区)

第702投票区 (池島地区)

第87投票区 (宇久平地区)

第88投票区 (宇久神浦地区)

市 町 名

長  崎  市

佐 世 保 市

-2-



平成29年 10月 10日 火曜日

l 衆議院小選挙区選出議員選挙投票用紙

長 崎 県 公 報 号 外 (選 1) 平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

2 衆議院小選挙区選出議員選挙点字投票用紙

投票用紙の色はピンク色とし、文字は黒色刷りとする。

長崎県選挙管理委員会の印は刷込式とする。

点字投票である旨の表示を赤色で印刷するものとする。

右中央部に「せんきょく」と点字により表示するものとする。

号 外 (選 1)

12.8cm 12.8cln

備考

第
四
十
八
回

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
投
票

，

Ｏ
　
注
　
意

一　
健
補ほ
線
の
氏し
紺
は
、
離
職
に
一
人，
書か
く
こ
と
。

一一　
体
紳
線
で
な
い
秘
の
氏し
鴛
は
、
聾
か
な
い
こ
と
。

候 補 者 氏 名

長崎県選

挙管理委

員会之印

第
四
十
八
回

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
投
票

○
　
注
　
意

一　
候
補
者
の
氏
名
は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

一
一　
候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
は
、
書
か
な
い
こ
と
。

候 補 者 氏 名

長崎県選

挙管理委

員会之印

―

蔦
伽
―

備考 l 投票用紙の色はピンク色とし、文字は黒色刷りとする。

2 長崎県選挙管理委員会の印は刷込式とする。

8.Ocm

-3- -4-



平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

3 衆議院比例代表選出議員選挙投票用紙

備考 l 投票用紙の色はあさぎ色 とし、文字は赤色刷 りとする。

2 長崎県選挙管理委員会の印は刷込式 とする。

号 外 (選 1) 平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

4 衆議院比例代表選出議員選挙点字投票用紙

備考 1 投票用紙の色はあさぎ色とし、文字は赤毎刷りとする。
2 長崎県選挙管理委員会の印は刷込式とする。    .
3 点字投票である旨の表示を赤色で印刷するものとする。
4 右中央部に「ひれい」と点字により表示するものとする。

-6-

号 外 (選 1)

:2.8cm 12.8cm

―

蔦
０
１

第
四
十
八
回

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
投
票

○
　
注
　
意

味
賠
生
の
他た
の
囃
治じ
叫
僻
の
紺
織
難
は
購
経
ド
ヽ
極
職
に
一
つ
書か
く
こ
と
。

政 党 そ の他 の

波洛箇体の密塚

又は略称

長崎県選

挙管理委

員会之印

第
四
十
八
回

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
投
票

○
　
注
　
意

囃
魅
そ
の
他た
の
囃
治し
配
鶴
の
鴛
飛
囃
は
曜
軽
は
ヽ
搬
離
に
一
つ
書か
ぐ
こ
と
。

政党その亀の
綾洛笥体の密塚
支は罐孫

長崎県選

挙管理委

員会之印

-5-



平成29年 10月 10日  火曜日

5 最高裁判所裁判官国民審査投票用紙

長 備 県 公 報

12.8cm

号 外 (選 1)

8.Ocm

平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

6 最高裁判所裁判官国民審査点字投票用紙

12 8cm

備考 l 投票用紙の色はうく
°いす色とし、文字は黒色刷りとする。

2 長崎県選挙管理委員会の印は刷込式とする。

3 点字投票である旨の表示を黒色で印刷するものとする。
4 右中央部に「しんさこと点字により表示するものとする。

号 外 (選 1)

8 0cm

―

蔦
判
―

備考 l 投票用紙の色はうくいヾす色とし、文字は黒色刷りとする。
2 長崎県選挙管理委員会の印は刷込式とする。

ツ

第

二
十

四
回

最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
投
票

い音０．　ゃめさせた叫神ょいと蔵う錦靴蹴がぁる

効注こと韓］十一つ輝培歳囀【離輩結班蹴がない

と
き
は
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

長椅県選

挙管理委

員会之印

第

二
十

四
回

最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
投
票

二恵　　一いいけ準仲嫌瑚紳鳴帥嘘脚［輸剃期倣中と。

拶
注
　
二
　
や
め
喀
せ
な
く
て
よ
い
と
威
う
鋪
靴
ｑ
に
つ

い
て
は
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

長崎県選

挙管理委

員会之印

ｘ
を
静
く
撤

裁
　
判
　
官
　
の
　
氏
　
名

卜
　
温

　

　

揺

戸と

倉き

一甚

郎9

山g

口】

厚3

か
ん
　

　

　

の
　

　

　

ひ
ろ
　
　
　
ゆ
き

菅

　

野

　

博

　

之

大

谷

直

人

癬

溺

魁

選

林

　

　

　

景

　

一

-8--7-



平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 1)

長崎県選挙管理委員会告示第17号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙長及び選挙長の職務を代理すべき者を次の

とおり選任 した。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

選挙長職務代理者

住 所

長崎市中川 l丁目H番 16-

901号

長崎市上戸石町2130番地165

長崎市扇町33番47号 ツイン

ズリバーサイ ド扇町201

長崎市西山台 l丁目3番

氏    名

池 田 耕 治

五 島 達 規

黒 田 健 介

田 村 亮 太

選  挙  長

住 所

西彼杵郡長与町まなび野 2

丁目23番 4号

佐世保市須田尾町426番地 7

長崎市銀屋町 3番 7-502号

長崎市大園町 9番 H-1601

号

氏    名

黒 崎   勇

井 手 美都子

渡 邊 大 祐

福 田 三千年

選挙 区

長崎県

第一区

長崎県

第二区

長崎県

第二区

長崎県

第四区

長崎県選挙管理委員会告示第18号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における長崎県選挙分会長及び選挙分会長の

職務を代理すべき者を次のとおり選任 した。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

選挙分会長職務代理者

住 所

長崎市片淵 3丁 目6-5-103

氏    名

好 穂

選 挙 分 会 長

住    所

壱岐市郷ノ浦町志原西触766番地

5

氏    名

萩 国 勝 則

長崎県選挙管理委員会告示第19号

平成29年 10月 22日 執行の最高裁判所裁判官国民審査における長崎県審査分会長及び審査分会長の職務を代理す

べき者を次のとおり選任した。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

審査分会長職務代理者

住 所

謀早市多良見町シーサイド2番

地55

氏    名

林 田 一 隆

審 査 分 会 長

住    所

長崎市西山台 1丁目6=18

氏    名

楠 本 雅 一

長崎県選挙管理委員会告示第20号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院議員総選挙において発行する選挙公報について、公職選挙法 (昭和25年法律第

100号)第 169条第 5項の規定により、候補i者の掲載文又は名簿層出政党等の掲載文の写しを選挙公報に掲載する

順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

平成29年 10月 10日 火曜日

l場 所

2 日 時

長 崎 県 公 報 号 外 (選 1)

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

衆議院小選挙区選出議員選挙

平成29年 10月 10日 午後 5時30分

衆議院比例代表選出議員選挙

平成29年 10月 Ю日 午後 7時30分

―

一
時
∞
―

長崎県選挙管理委員会告示第21号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における政見放送について、各候補者届出政党の放送の

順序を定めるくじを行 う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10ゲ=10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

l 場 所  長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

・ 2 日 時  平成29年 10月 10日 午後 6時

長崎県選挙管理委員会告示第22号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院比例代表選と巴議員選挙において、投票所内の投票を記載する場所等に掲示する

衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに投票所内のその他の適当な箇所に掲示する衆議院名簿届出政党等の

名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位について、公職選挙法 (昭和25年法律第

100号)第 175条第 3項の規定により、これらの掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10后 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

1 場 所  長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 10日 午後 7時

長崎県選挙管理委員会告示第23号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙会を行う場所及び日時を次のとおり定め

た。

平成29年 10戸 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

長崎県第一区

1 場 所 長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会i羨室

平成29年 10月 25日  午前 9時30分

長崎県第二区

l場 所 長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会議室

平成29年 10月 25日  午前 9時30分2  日 時

長 崎県第二 区

1 場 所 長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会議室

平成29年 10月 25日  午前10時2 日 時

長崎県第四区

2  日 時

-9- -10-



平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 1)

I 場 所  長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会議室

2 日 時  平成29年 10月 25日  午前10時

長捕県選挙管理委員会告示第24号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における長崎県選挙分会を行う場所及び日時

を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸
l 場 所  長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会議室

2 日 時  平成29年 10月 25日  午前10時30分

長崎県選挙管理委員会告示第25号

平成29年 10月 22日執行の最高裁判所裁判官国民審査における長崎県審査分会を行う場所及び日時を次のとおり

定めた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸
l 場 所  長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁中庭会議室

2 日 時  平成29年 10月 25日  午前 10時30分

長崎県選挙管理委員会告示第26号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することが

できる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使
‐
用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償

の最高額並びに選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額を公職選挙法 (昭和25年法律第
100号)第 197条の 2の規定により次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸
1 選挙運動に従事する者 1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ V日  `賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車 賃 陸路旅行 (鉄道旅行を除 く。)について、路程に応じた実費額
工 宿泊料 (食事料 2食分を含む。)l夜 につき12,000円

オ 弁当料  l食にっき1,o00円 、 1日 にっき3,000円

力 茶菓料 l日 につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者 1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基 本 日 額 10,000円

イ 超過勤務手当 l日 につき基本日額の 5割
3 選挙運動のために使用する労務者 1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 1のア、イ及びウに掲げる額

イ 宿泊料 (食事料を除 く。)1夜 につき10,000円

4 選挙運動に従事する者 1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日 につき10,000円

イ 専ら公職選挙法第141条第 1頂の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における

選挙運動のために使用する者、専 ら手話通訳のために使用する者又び専ら要約筆記 (公職選挙法第 197条

の 2第 2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者  1日 につき15,000円

平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

毎週 火曜・金曜日発行

目 次

◎ 選挙管理委員会告示

・選挙人名簿登録者数の50分 の 1の数及び総数の80万 を超える数に8分の 1を
乗じて得た数と40万 に6分の 1を乗じて得た数と40万 に3分の 1を乗じて得
た数 とを合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の 3分の 1の数

・選挙運動費用支出制限額
。開票区の設置

号 外 (選 2)

〇印は長崎県例規築に登載するもの

所管課(室)名

選挙管理委員会書記室

―

記
Φ
Ｉ

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第27号

地方自治法 (昭和22年法律第67号 )第 74条第 1項、第75条第 1項(第 76条第 1項、第80条第 1項、第81条第 1

項及び第86条第 1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号 )第 8条第 1項の

規定による選挙権を有する者の50分の 1の数歿び総数の80万 ■超える数に8分の 1を乗じて得た数と40万 に6分
の 1を乗じて得た数と40万 に3分の 1を乗じて得た数 とを合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の 3分の 1

の数は次のとおりである。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸
1 50分の 1の数

2 総数の80万 を超える数に8分の 1を乗じて得た数 と
40万 に6分の 1を乗じて得た数と40万 に3分の 1を
乗じて得た数 とを合算 して得た数

3 県議会議員選挙区別の 3分の 1の数

長 崎 市

佐世保市・北松浦郡

島 原 市

23,141人

244,627人

市

市

市

市

市

市

市

市

早

村

戸

浦

馬

岐

島

海

諌

大

平

松

対

壱

五

西

雲 仙 市

南島原市

西彼杵郡

東彼杵郡

南松浦郡

120,696人

75,127人

12,868ノ八、

38,303人

25,552ノ、

9,206ノ 、

6,579人

8,875ノ、

7,612ノ 、

10,945人

8,137ノ 、

12,534人

13,452人

19,582人

10,421人

5,787ノ 、

― H二 -1-



平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 2)

長崎県選挙管理委員会告示第28号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第 194条第

1項の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり定める。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

長崎県第一区  24,322,700円

長崎県第二区  23,661,800円

長崎県第二区  27,142,500円

長崎県第四区  23,028,200円

長崎県選挙管理委員会告示第29号

衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 18条第 2項の規定により、次

のとおり開票区を設けた。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

開 票 区 の 区 域

長崎市のうち本庁管内、小ヶ倉地域センター管内、土井首地域

センター管内、小榊地域センター管内、西浦上地域センター管

内、滑石地域センター管内、福田地域センター管内、深堀地域

センター管内、日見地域センター管内、茂木地域センター管内、

式見地域センター管内、東長崎地域センター管内、二重地域セ

ンター管内、香焼地域センター管内、伊王島地域センター管内、

高島地域センター管内、野母崎地域センター管内及び三和地域

センター管内の区域

長崎市第 1開票区の区域を除 く長崎市の区域

佐世保市のうち早岐支所管内、三川内支所管内及び宮支所管内

の区域

長崎県第二選挙区佐世保市開票[メニの区域を除 く佐世保市の区域

開 票 区 名

長崎市第 1開票区

長崎市第 2開票区

長崎県第二選挙区

佐 世 保 市 開 票 区

長崎県第四選挙区

佐 世 保 市 開 票 区

市 町 名

長 崎 市

と 世 保 市

発
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平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 衆議院小選挙区選出議員選挙選挙長告示

・選挙長の執を与場所
。選挙立会人のくじを行う場所及び日時

◎ 衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区長崎県選挙分会長告示

・選挙分会長の執務場所
・選挙分会立会人のくじを行う場所及び日時

号 外 (選 3)

○印は長崎県例規築に登載するもの

所管課(=)名

選  挙  長

選 挙 分 会 長

―

お
ｏ
ｌ

◎ 最高裁判所裁判官国民審査長崎県審査分会長告示

・審査分会長の執務場所 審 査 分 会 長

衆議院小選挙区選出議員選挙選挙長告示

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第一区選挙長告示第 1号

平成29年 10月 22日執行の衆議院小選挙区選「日議員選挙 (長崎県第一区)における選挙長の事務は、次の場所に

おいて行う。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第一区 選挙長 黒崎 勇

平成29年 10月 10日

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁第一別館 5階会議室

平成29年 10月 H日以降

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

棄議院小選挙区選出議員選挙長崎県第一区選挙長告示第 2号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第一区)における選挙会の選挙立会人を定める

くじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第一区 選挙長 黒崎 勇

l 場 所  長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 19日 午後 5時30分

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第1号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)における選挙長の事務は、次の場所に
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十

一
堂

―

平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 3)

おいて行う。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 井手 美都子

平成29年 10月 10日

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁第一別館 5階会議室

平成29年 10月 ll日 以降

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第 2号
平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)における選挙会の選挙立会人を定める

くじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 井手 美都子

1 場 所  長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長障県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 19日 午後 5時30分

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第 1号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)における選挙長の事務は、次の場所に

おいて行う。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 渡邊 大祐

平成29年 10月 10日

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁第一別館 5階会議室

平成29年 10月 H日以降

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第 2号
平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第三区)における選挙会の選挙立会人を定める

くじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 波邊 大祐
l 場 所  長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 19日 午後 5時30分

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第四区選挙長告示第1号

平成29年 10月 ?2日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第四区)における選挙長の事務は、次の場所に
おいて行う。

平成29年 10月 10日                                |
衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第四区 選挙長 福田 三千年

平成29年 10月 10日  火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 3)

平成29年 10月 10日

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県庁第一別館 5階会議室

平成29年 10月 H日以降

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第四区選挙長告示第 2号
平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第四区)における選挙会の選挙立会人を定める

くじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第四区 選挙長 福田 三千年
1 場 所  長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 19日 午後 5時30分

衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区長崎県選挙分会長告示

衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区長崎県選挙分会長告示第 1号

平成29年 10月 22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における長崎県選挙分会長の事務は、次の場

所において行う。

平成29年 10月 10日

衆該院比例代表選出議員選挙九州選挙区

長崎県選挙分会長 萩田 勝則

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区長崎県選挙分会長告示第 2号
平成29年 10月 22日 執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における長崎県選挙分会の選挙立会人を定め

るくじを行う場所及び日時を次のとおり定めた。

平成29年 10月 10日

衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区

長崎県選挙分会長 萩田 勝則
1 場 所  長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室

2 日 時  平成29年 10月 19日 午後 5時30分

最高裁判所裁判官国民審査長崎県審査分会長告示

最高裁判所裁判官国民審査長崎県審査分会長告示第 1号

平成29年 10月 22日 執行の最高裁判所裁判官国民審査における長崎県審査分会長の事務は、次の場所において行

う。

平成29年 10月 10日

最高裁判所裁判官国民審査

長崎県審査分会長 楠本 雅一

長崎県長崎市江戸町 2番 13号

長崎県選挙管理委員会書記室
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平成29年 10月 10日 火曜日

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 衆議院小選挙区選出議員選挙選挙長告示

・立候補届出受理

長 崎 県 公 報 号 外 (選 4)

○印は長崎県柳硯集に登載するもの

所管課 (室)名

選  挙  長

平成29年 10月 10日 火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 4)

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第3号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、長崎県第二区において、候補者として平成29

年10月 10日 に次のとおり届出があった。

平成29年 10戸 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 渡邊 大祐

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第四区選挙長告示第3号

平成29年 10月 22日 軌行の衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、長崎県第四区において、候補者として平成29

―

お
囀
―

衆議脇 Jヽ選挙区選出議員選挙選挙長告示

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第一区選挙長告示第 3号

平成29年 10月 22日執行の衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、長崎県第一区において、候補者として平成29

年10月 10日 に次のとおり届出があつた。

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第一区 選挙長 黒崎 勇

衆議院小選挙区選出議員選挙長崎県第二区選挙長告示第 3号

平成29年 10月 22日執行の衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、長崎県第二区において、候補者 として平成29

年10月 10日 に次のとおり届出があつk

平成29年 10月 10日

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第二区 選挙長 井手 美都子
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騒, 業

無職

無職

農業

生年月日

(年齢 )

昭和 24年

9月 5日

(満68歳 )

昭和23年

二月22日

(満69歳 )

昭和21年

4月 24日

(満71歳 )

住   所

候補者の

1の ウェブサイ ト等のア ドレス

長崎県南島原市北有馬町戊

128番地

http tt郎 Cヽp Orjノ

長崎県謙早市多良見町佐瀬

1784番地

番地 2

http:〃KatokanJi com

本 籍

長 崎 県

長 崎 県

長 崎 県

ふ りが な

候補者氏名

近 藤 いちう

山 口 はつ み

加 藤 かんじ

候補者届出政党の名称

政党等の

1の ウェブサイト等のアドレス

日本共産党

http:〃 lw■ v～VjCp orjp/

希望の党

https://kabounotoujp/

自由民主党

http tiい_JimJIむp

出

理

号

届

受

番

1

2

3

職  業

医 師

政党役員

政党役員

生年月日

(年齢〉

昭和 23年

7月 4日

(満69歳 )

昭和39年

3月 15日

(満53歳 )

昭和32年

3月 9日

(満60歳 )

住   所

候補者の

1の ウェブサイ ト等のア ドレス

長崎県長崎市ナ1平 町734番

地36

http:〃dream nagasal(l Jp

長崎県長崎市館内町 5番 16

号

http:〃wⅥw五ShiOkahideko com

長崎県長崎市新戸町 1丁 目

12番 7号

本 籍

長 崎 県

長 崎 県

長 崎 県

ぶ りが な

候補者氏名

冨 岡   勉

西 岡 秀 子

牧 山   隆

候補者届出政党の名称

政党等の

1のウェブサイト等のアドレス

自由民主党

ht中 :〃WW旺Jilmn」 p

希望の党

https:〃kェbOunotoujp/

日本共産党

httpγ /WⅢ∇WjCp ottp

出

理

号

届

受

番

l

2

3

職  業

特定非営利活

動法人ハ ッピ

ーワーク理事

長

日本共産党長

崎県委員会職

員

自由民主党長

崎県第二選挙

区支部支部長

株式会社Doit

プランエング

社員

生年月日

(年齢 )

昭和37年

12月 2日

(満54歳 )

昭和24年

7月 9日

(満68歳 )

昭和16年

8月 12日

(満76歳 )

昭和44年

5月 15日

(満48歳 )

住   所

候補者の

1の ウェブサイト等のアドレス

長崎県大村市本町585番地 l

尾上マンション302

https:〃ameb10jノ Suetsugusettchv

長崎県長崎市深堀町 1丁 目

525番地 4

長崎県大村市富の原 2丁 目

492番地

ht中 :〃 WヽttW tanigawa81jp′

東京都足立区西新井本町四

丁目29番 8号

http:〃りuzo‐ kむ p′

本 籍

長 崎 県

長 崎 県

長 崎 県

東 京 都

ぶ りが な

候補者氏名

すえつ く
｀ 精―

石 丸 完 治

谷 〕1 やいち

くちいし 竜三

候補者届出政党の名称

政党等の
1の ウェブサイト等のアドレス

希望の党

https:〃珀bounOtoujp

日本共産党

http:〃w■vw」Cp ottp/

自由民主党

https ll蝉jiminjノ

日本維新の会

https:〃o ishnjp/

出

理

号

届

受

番

l

2

3

4



´
平成29年 10月 10日 火曜日

年10月 10日 に次のとおり届出があった。

平成29年 10月 10日

長 崎 県 公 報 号 外 (選 4)

衆議院小選挙区選出議員選挙

長崎県第四区 選挙長 福田 三千年

平成29年 10月 10日  火曜日 長 崎 県 公 報 号 外 (選 5)

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室)名

選挙管理委員会書記室

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 選挙管理委員会告示

・選挙公報掲載順序を定めるくじを行う日時の変更

―

お
ω
ｌ

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第30号

平成29年 10月 22日執行の衆議院議員総選挙において発行する選挙公報について、公職選挙法 (昭和25年法律第

100号)第 169条第 5項の規定により、名簿届出政党等の掲載文の写しを選挙公報に掲載する順序を定めるくじを

行う日時を次のとおり変更した。

平成29年 10月 10日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

衆議院比例代表選出議員選挙

変  更  後

平成29年 10月 H日 午後 5時

変  更  前

平成29年 10月 10日 午後 7時30分

磯  業

選挙区支部長

無職

政党役員

生年月日

(年齢 )

昭和22年

二月29日

(満70歳 )

昭和38年

6月 6日

(満54歳 )

昭和27年

10月 20日

(満65歳 )

住   所

候補者の
1の ウェブサイト等のアドレス

長崎県北イム`浦郡佐々町羽須

和免920番地 2

http:〃w■ w～Y Seigo info

長崎県佐世保市松浦町 4番
H号

http:〃wコ、、imiyttimadaiSuke com

長崎県佐世保市祗園町 4番
22号サンロワールマンシ ョ
ン201

http=1螂 Cヽp O的 p/

本 籍

長 崎 県

長 埼 県

長 崎 県

よ りが な

候補者氏名

北 村 誠 吾

宮 島 大すけ

石 川 さとる

候補者届出政党の名称

政党等の

1のウェブサイト等のアドレス

自由民主党

ht中 力

“

騨
"Vjimindp

希望の党

https:〃kibOunotoujp/

日本共産党

htψ :〃 ヽヽヽ■Ⅵ′むCp orjp/

出

理

号

届

受

番

l

2

3
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平成29年 10月 20日  金曜日

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 選挙管理委員会告示

・繰上投票区及び投票期日

長 備 県 公 報 号 外 (選 )

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室)名

選挙管理委員会書記室

平成29年 10月 22日 日曜日

毎週 火曜・金曜日発行

次

長 崎 県 公 報 号 外 (選 )

○印は長崎県例規築に登載するもの

所管課 (室)名

選挙管理委員会書記室

◎ 選挙管理委員会告示

・開票区の設置

・開票区の設置又び変更

十

一
ω
ヽ
―

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第32号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院議員総選挙において、公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 56条 の規定によ

り、繰上投票を行わせる投票区及びその投票期日を次のとおり定めた。

平成29年 10月 20日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

投 票 期 日

平成29年 10月 21日

繰 上 投 票 区 名

第 5投票区

第27投票区

第28投票区

第29投票区

第30投票区

(度島地区)

(神浦地区)

(前平地区)

(大根坂地区)

(的山地区)

市 町 名

平  戸  市

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第33号

衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第四区)において、公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 18条第 2項

の規定により、次のとおり開票区を設けた。

平成29年 10月 22日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

長崎県選挙管理委員会告示第34号

衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第 18条第 2頂の規定により、次の

開票区の区域を変更し、次の開票区を新たに設けた。

平成29年 10月 22日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

(変更した開票区)

開 票 区 の 区 域

早岐支所、三川内支所及び宮支所管内並びに長崎県第四選挙区

佐世保市開票区 (黒島)を除 く佐世保市の区域

佐世保市のうち黒島支所管内の区域

松浦市開票区 (黒島)及び松浦市開票区 (青島)を除 く松浦市

の区域

松浦市のうち鷹島町黒島免の区域

松浦市のうち星鹿町青島免の区域

開 票 区 名

長 崎 県 第 四 選 挙 区

佐 世 保 市 開 票 区

長 崎 県 第 四 選 挙 区

佐世保市開票区 (黒島)

松 浦 市 開 票 区

松浦市開票区 (黒 島 )

松浦市開票区 (青 島 )

市 町 名

佐 世 保 市

松 浦 市

開 票 区 の 区 域

長崎県第二選挙区佐世保市開票区及び長崎県第四選挙区佐世保

市開票区 (黒島)を除く佐世保市の区域

開 票 区 名

長 崎 県 第 四 選 挙 区

佐 世 保 市 開 票 区

市 町 名

佐 世 保 市

-1- -1-



開 票 区 の 区 域

佐世保市のうち黒島支所管内の区域

松浦市開票区 (黒島)及び松浦市開票区 (青島)を除 く松浦市

の区域

松浦市のうち鷹島町黒島免の区域

松浦市のうち星鹿町青島免の区域

開 票 区 名

長 崎 県 第 四 選 挙 区

佐世保市開票区 (黒島)

松 浦 市 開 票 区

松浦市開票区 (黒 島 )

松浦市開票区 (青 島 )

市 町 名

佐 世 保 市

松 浦 市

平成29年 10月 22日  日曜日

(新たに設けた開票区)

長 崎 県 公 報 平成29年 10月 25日  本曜日

毎週 火曜・金曜日発行

長 崎 県 公 報 号 外 (選 )

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室)名

選挙管理委員会書記室

号 外 (選 )

発
行
者
　
長
　
崎
　
県

長
崎
市
江
戸
町
二
番
十
三
号

電
話
代
表
（八
二
四
と

一
一
一

直
通
（八
九
五
▼
〓

一
六

次

◎ 選挙管理委員会告示

・衆議院小選挙区選出議員選挙の当選人にかかる候補者届出政党の名称、氏名及び住所

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第35号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の当選人にかかる候補者届出政党の名称、氏名及び住所

は、次のとおりである。

平成29年 10月 25日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸十

一
ω
い
―

印
刷
所
　
長
崎
市
弥
生
町
八
番
三
十
号
　
　
株
式
会
社
　
岩
永
印
刷
所

印
刷
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浩
　
　
永
　
　
泰
　
　
明

撤

住 所

長崎県長崎市館内町 5番 16号

長崎県島原市稗田町甲367番地 2

長崎県大村市富の原 2丁目492番地

長崎県北松浦郡佐々町羽須和免920番地 2

氏    名

西 岡 秀 子

加 藤 寛 治

谷 'W 爾 一

北 村 誠 吾

候 補 者 届 出

政 党 の名 称

希 望 の 党

自 由 民 主 党

自 由 民 主 党

自 由 民 主 党

選 挙 区

長 崎県第一 区

長 崎 県第二 区

長 崎県第二 区

長 崎 県第 四 区

-2-



平成3伊三3月 16日  金鳳翌日

毎週 火曜 金B翌 日発命

長 崎 県 公 報 第10708号

○印は長崎県例現集に登載するもの

名

平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報

◎ 公安委員会規則

○長崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

○警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則

○交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規貝U

O銃砲刀剣頚所持等取締法に基づ く医師の指定に関する規貝」の一部を改正する規貝J

第10708号

警  務  課

p 生 活 環 境 課

◎ 選挙管理委員会告示

長崎県知事選挙における選挙の効力に関する異議の申出に対する決定

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に

関する収入及び支出の報告書の要旨

・分割開票区の廃止

選挙管理委員会書,E室

◎ 対馬海区漁業調整委員会指示

漁業法の規定によるあまだいはえ縄漁業及びあまだい立縄漁業の操業制限 対馬海区漁業調整委員会

不

長崎県告示第211号

長崎県福祉保健部こども政策局関係補助金等交付要綱 (平成文9年長崎県告示第419号)の一部を次のように改

正し、平成29年 度の予算に係る補助金等から適用する。

平成30年 3月 16日

長崎県知事 中村 法道

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

長崎県告示第212号

漁船損害等補償法 (昭和27年 法律第28号 )第 112条 の 2第 2項の規定による届出を審査 した結果、次の加入区

について、同法第112条第 1項の規定による同意があつたものと認めた。

平成30年 3斥 16日

長崎県知事 中村 法道

加入区

中野加入区

目 次

◎ 告 示

長崎県福祉保健部こども政策局関係補助金等交付要綱の一部改正

漁船損害等補償法に基づ く付保義務発生

雲仙岳噴火災害対策資金融資助成要綱の廃止

雲仙岳噴火災害対策資金に係る農業近代化/資金利子補給費補助金交付要綱の屍止

雲仙岳噴火災害対策資金に係る長崎県農業経営近代化資金及び雲仙災害経営安定資

金の不L子補給費補助金交付要綱の廃止

雲仙岳噴火災害対策資金に係る農林漁業金融公庫資金 (農林関係資金)利子助成費

補助金交付要綱の廃止

家畜伝染予防法に基づ く検査命令

保安林の指定

都市計画事業の事業計画の変更 (2件 )

道路の区域の変更
・道路の供用の開始 (2作 )

道路¢区域の変更

道路の供用の開始 (5件 )

道路の区域の変更 (2件 )

自動車専用道路の指定

港湾隣接地域の指定

港湾隣接地域の指定の廃止 (2件 )

海岸保全区域の指定 (3件 )

公有水面埋立ての竣功認可

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

証紙売りさばき人の指定の一部改正

◎ 公 告

大規模小売店舗の変更事項届出 (3件 )

大規模小売店舗の廃上の届出
す土地改良区の設立に係る土地改良事業計画及び定款を適当とする旨の決定 (2件 )

江迎川水系1可川整備基本方針の閲覧

大明寺川水系河川整備計画の閲覧

も日志川水系河川整備計画の閲覧

場江川水系1可川整備基本方針の閲覧

◎ 教育委員会目H令

○長崎県教育委員会公印規程の一部改正

◎ 教育委員会告示

・ 事物館登録のまっ消

(室 )所管課

来

興

営

蛛

振

経

ク

ど

業

業

こ

漁

農

課

課

課

課

画

持

産

政

計

維

市

路

畜

林

都

道

課

課

課

港

秒

会

課

課

課

十

一
ω
６
１

″

″

″
湾

″

″

ク
防

計

商 務 金 融 課

農 村 整 備 課

河  川  課

総  務  課

-371-

改正前

補助

対象者

補助率
うとは箱

補助事業の内
‐
合、

対集経守隼
交付の

目的

補助金の

名称

区
分

別表 (第 2条 関係 )

こども家庭課関係

区
分

1～ 18略
19

改正後

別表 (第 2条 関係 )

こども家庭課関係

学 芸 文 化 課
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平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号

以上のことから、当委員会は、主文のとおり決定する。

平成30年 3月 5日

教 示

公職選挙法第203条の規定により、この決定に不服があるときは、長崎県選挙管理委員会を被告として、この

決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から30日 以内に、福岡高等裁判所へ訴訟を提起

することができる。

長崎県選挙管理委員会告示第35号                      ヤ

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関するl瞑入及び支出の報告
書の要旨を公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 192条 第1項の規定により次のとおり公表する。

平成30年 3月 16日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

長崎県選挙管理委員会

平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成,9年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第一区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額 )

3 報告書の要旨

第10708号

24,322、 700円

幸

俊

二

晴

勝

希

憲

昭

淵

本

江

本

永

橋

堀

葺

長

員

員

員

荼
委
委
委

―

お
『
―

平成29年 9月 25日 から

平成29年 10月 22日 まで
期  間 第 1回 分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

円

3,849,000

通

交

印

広

文

食

休

雑

費

費

費

費

費

費

費

費

794,880

365,636

403,798

446,230

0

335,169

1,386

471,985

311,400

1,311,617

今 回 計

前 回 計

総   計

8,291,101

0

8,291,101

金   額

269,500円

479,500円

1,125,600円

164,742円

207,968円

198;625円

2,445,935円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用 自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

冨岡 勉  晉姜専ザ 静掃 自由民主党

竹日 牽:亮

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名)       (職 業 )

自由民主党長崎県第一選挙区支部

その他の寄附

その他の収入

円

(寄附額)

8,500,000

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

8,500,000

0

8,500,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出の うち公
費負担相当額

平成29年 H月 6口 1回 報 告 分報告書受理年月 日

-405- -406-



期  間
平成29年 ■月29日 から

平成29年 12月 1日 まで
第 2回 分

支 出

人 作 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

体 泊 費

雑   費

円

0

660,452

28,188

395,469

0

1,874,600

1,467,360

0

18,144

C

1,46C

今 回 計

前 回 計

総   計

4,445,673

8,291,101

12,736,774

金   額

0日

0円

0円

O円

0円

O円

O円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び者板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び者板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

冨岡 勉  峰些鞘 r掃  自由民主党

竹口 雄亮

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名)       (珀 t業 )

自由民主党長崎県第一選挙区支部

その他の寄附

その他の収入

円

(寄附額 )

1,338,939

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,838,939

8,500,000

10,338,989

候 補 者 氏 名

当納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成 30年 3月 16日  金曜 日 長 崎 県 公 報 平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報第10708号 第10708号

十

一
ω
∞
―

-407-

期  間
平成29年 10月 2日 から

平成29年 11月 3日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑   費

円

607 500

300,OOO

203,960

1,480

685,295

1,497,680

1,188,564

9,975

463,098

150,000

300,118

今 回 計

前 回 計

総   計

5,412,670

0

5,412,670

金    額

226,800円

476,OOO円

794,880

164,742円

207,968円

189,OOO円

2,059,390円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び者板の4貢 の作成

個人演説会の立札及び者板の類の作成

計

西岡 秀子 を檻解 子幸 希望の党

高瀬 千義

収 入

主たる寄附

(氏 窄 団l本 名)

民進党

民進党長崎県第 1総支部

電力総連政治活動委員会

日本造V口` 協力集国政治連盟

その他の寄附

その他の収入

円

(職 業) (寄 附額 )

20,OOO,000

5,OOO,OOO

30,OOO

200,000

0

今 回 計

前 回 計

総   計

25,230,000

0

25,2SO,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成29年 12月 6日 第 2回 報 告 分報告書受理年月日 平成29年 11月 6日 第 1回 報 告 分‐風告書受理年月日

期  間

豆成29年 12月 12日 から

▼戒29年 12月 12日 まで
第 3回 分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

0

0

0

100

0

0

,

0

0

0

,`i挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑   費

48,

今 回 計

前  回 計

総   計

48,100

12,736,774

12,T84,874

金   額

O円

0円

0

0円

0円

O円

0日

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看オ反の類の作成

計

冨岡 勉  晉私甲 ぴ掃 自由民主党

竹口 雄亮

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

O

O

O

今 回 計

前  回 計

総    計

0

10,338,939

10,338,939

候 補 者 氏 名

出納 責 任 者 氏 名

支出のうち公
費負担相当額

期  間
平成29年 10月 16日 から

平成?9年 10月 31日 まで
第 1回分

支

人

出

件 費

屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

円

0

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 糧

体 泊

雑

126,000

11,147

0

531,960

417,339

0

60,000

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,146,446

0

1,146,446

金   額

0日

0円

0円

O円

0円

O円

0円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

スターの作成

選挙事務所の立札及び者板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び者板の類の作成

計

牧山 隆  号黎甲 す希 日本共産党

原ロ ーニ美

収 入

主たる寄附

(氏 名・団体名)       (r裁 業)

日本共産党長崎県南部地区委員会

日本共産党長崎県委員会

その他の寄附

その他の収入

円

(寄 附額)

614,486

531,960

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,146,446

0

1,146,446

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公

費負担相当額

平成 29年 12月 19日 第 3回 報 告 分報告書受理年月日 平成29年 11月 2日 第 1回 報 告 分報告書受理年月日

-408-



平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成29年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限F戻 (法 定選挙運動費用額)

3 報告書の要日
~

期  間
平成29年 10月 23日 から

平成29年 10月 26日 まで
第 1回分

文 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑   費

円

O

86,OOO

O

12,000

580,000

27,OOO

13,300

72,000

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

740,300

0

740,300

金    額

O円

0日

0円

0円

0円

O円

0円

項   目

選挙運動用通常茶書の作成

どラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び着板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び者板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

近藤 ―宇  峰牲専∵ 舒給十 日本共産党

中古賀 茂登

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名)        (職 業)

日本共産党長崎県中部地区委員会

日本共産党長崎県委員会

その他の寄附

その他の収入

円

(寄附額)

160,300

580,OOO

O

O

今 回 計

前 回 計

総   計

740,300

0

740,300

候 補 者 氏 名

出納黄任者氏名

支出のう
費負担相

ち公
当額

第10708号

28661800円

平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号

―

お
０
１

期  間
平成29年 9月 26日 から

平成29年■月4口 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選拳事務所費

集合会場費等

円

1,644,760

通 信

交 通

印 昂J

広 告

文 呉

食 糧

休 泊

雑

579,571

6,580

63,989

0

679,400

582,905

60,555

408,338

0

800,210

今 回 計

前 回 計

総   計

6,826,308

0

6,826,308

金    額

226,800円

453,600円

999,000円

162,000円

207,360円

162,000円

2,210,760円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスタ‐の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看オ反の類のイ乍F見

計

山口 初賞  晉M彗 第1 希望の党

松永 隆志

収 入

主たる寄附

(氏名・団体名 )

民進党長崎県第 2区総支部

山口 敏実

濱里 亜季子

山ロ ー三

その他の寄附

その他の収入

円

(職 業) (寄 附額)

5,000,000

120,000

120,000

120,000

0

4,500,OOO

無職

主婦

時津町議

今 回 計

前 回 計

総   計

9,860,000

0

9、 860,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成 29年 11月 6日 第 1回 報 告 分報告審受理年月 日

平成29年 11月 2日 第 1回 報 告 分日

期  間
平成29年 11月 18日 から

平成29年 11月 18日 まで
第 2回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

体 泊 費

雑   費

円

0

0

0

898

0

0

0

0

0

0

943

35,

7 1,

今 回 計

前 回 計

総   計

107,841

6,326,308

6,934,149

金   額

0円

O円

O円

0円

0円

0円

O円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

山口 初賞  晉碑 F零  希望の党

松永 隆忘

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

0

9,860,000

9,860,000

候 補 者 氏 名

出納 1質 任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成29年■月20日 2回 報 告 分報告書受理年月日

-410--409-



期  間
平成29年 9月 29日 から

平成29年 11月 1日 まで
第 1匠分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

754,600

選挙事務所費 993,686

139,300

70,92C

101,930

2,(163,439

1,459,143

24,67C

178,588

897,24C

38,298

集合会場費等

信

通

131

告

具

糧

泊

今 回 計

前 回 計

総   計

6,222,322

Cl

6,222,322

金   額

269,560円

479,500円

1,197,936円

164,742円

0円

0円

2,111,678円

項   目

選挙運動用通常葉書の桐戎

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立本L及び看板の類の作成

計

加藤 寛治  悴牌 r掃  自由民主党

数島 公章

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名)       (職 業)

自由民主党長崎県第二選挙区支部

その他の寄附

その他の収入

(寄 附額)

15,000,000

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

15,000,000

0

15,000,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号 平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報

公職の候補者の選挙運動に関す る収支報告書要 旨

1 選挙の種類   平成29年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長 崎県第三区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額 )

3 報告書の要旨

第10708号

期  間
平成29年 10月 9日 から

平成29年 10月 26日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

0

選挙事務所費 12,000

0

150,000

0

660,000

156,551

1,500

57,365

0

0

集合会場費等

通 信

交 通

印 吊」

広 告

文 具

食 経

休 泊

雑

今 回 計

前 回 計

総   計

1,037,416

0

1,037,416

金   額

0円

0円

0円

0円

0円

0日

0円

項   目

選挙運動昂通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立本L及 び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

石丸 完治  障亀騨 ど翻 日本共産党

今吉 l廣子

収 入

主たる寄附

(氏名・団体名)        (職 業 )

日本共産党長崎県中部地区委員会

日本共産党長崎県委員会

日本共産党長lⅢ県五島地区委員会

その他の寄附

その他の収入

(森附額)

312,908

698,880

25,628

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,037,416

0

1,037,416

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

十

一
一
〇
―

平成29年■月 6日 第 1回 線 告 分報告書受理年月口

平成29年 ■月6日 第 1回 報 告 分報告書受理年月 日

-411- -412-



平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報第10708号 第10708号

十

一
圭

―

期  間
平成29年 9月 28日 から

平成29年二月 2日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

705ァ 000

選挙事務所費 230,800

52,600

771,869

1,136,345

2,860,196

702,353

241,407

293,625

375,368

857,180

集合会場費等

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 沐量

休 泊

雑

今 回 計

前 回 計

総   計

8,226,743

0

8,226,743

金    額

262,500円

462,700円

1,237,496円

164,742円

207,360円

O円

2,334,798円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

谷川 テェ壻―  等牌   
『

稀 自由民主党

金原 健

収 入

主たる寄附

(氏名・団体名)       (職 業)

自由民主党長崎県第三選挙区支部

長崎県歯科医師連盟

長崎県医師連盟

その他の寄附

その他の収入

円

(寄 附額)

10,000,000

500,000

1,000,000

0

150,000

今 回 計

前  回 計

総   計

11,650,000

0

11,650,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

期  間
平成29年 10月 8日 から

平成29年 10月 31日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

0

選挙事務所費 0

0

540

128,489

1,180,000

0

346

20,138

72,850

23,680

集合会場費等

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 糧

体 泊

雑

今 回 計

前 回 計

総   計

1,426,043

0

1,426,043

金    額

O円

0日

O円

O円

O円

0円

0円

項    目

選挙運動用通常茶審の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

日石 竜三  を4甲 静七十日本維新の会

口石 竜三

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

0

0

1,500,000

今 回 計

前 回 計

総   計

1,500,000

0

1,500,000

候 箱 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

-414-

平成29年■月 6日 第 1回 報 告 分報告審受理年月 日

期  間
平成29年 11月 15日 から

平成29年 10月 91日 まで
第 2回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 臭 費

食 *量 費

休 泊 費

雑   費

円

297,115

500,000

0

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

797,115

1,426,043

2,223,158

企   額

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

口石 竜三  悸犠碑 F朝 日本維新の会

口石 竜三

収 入

主たる寄附

(氏 名 団体名 )

岩西 昇七行

その他の寄附

その他の収入

円

(職業) (寄附額)

1,500,000

0

0

無職

今 回 計

前 回 計

総   計

1,500,000

1,500,000

3,000,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出の うち公
費負担相当額

平成29年 ■月21日 第 2回 報 告 分報告書受理年月 日

平成29年■月6口 第 1回 報 告 分

-413-



平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報

公職 の候補者の選挙運動に関す る収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成29年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長 崎県第四区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額 )

3 報告書の要旨

期  間
平成ワ9年 11月 6日 から

平成29年■月10日 まで
第 2回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

円

907 000

通 信

交 通

印 用1

広 告

文 具

食 糧

休 泊

雑

243,324

0

60,990

0

0

0

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,211,314

5,389,912

6,601,226

金   額

0円

O円

O円

O円

0円

O円

O円

項   目

選挙運動用通常茶書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び者板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

北村 誠吾  障解 r需  自由民主党

但馬 隆

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

7,

7,

000,

000,

0

000

000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

期  間
平成29年■月21日 から

平成29年■月21日 まで
第 3回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

円

O

O

O

O

0

0

0

0

0

563

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 *二

体 泊

雑 36,

今 回 計

前 回 計

総   計

36,563

6,601,226

6,637,789

金   額

O円

0円

0円

0円

0円

0円

O円

項   目

選挙運動用通常案書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び着板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

北村 識吾  写碑 び稀 自由民主党

但馬 隆

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

O

O

O

今 回 計

前 回 計

総   計

0

7,000,000

7,OOO,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担福当額

第10708号 平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号

十

一
ヽ
巾
―

-415-

期  間
平成29年 10月 10日 から

平成29年 11月 4日 まで
第 1回 分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

1,182,000

選挙事務所費 240,000

100,860

0

138,157

2,113,8011

1,212,202

99,511

171,585

60,630

41,167

集合会場費等

通 信

交 通

印 用」

広 告

文 具

食 程

休 泊

雑

今 回 計

前 回 計

総   計

5,389,912

0

5,389,912

金   額

269,850円

479,500円

1,087,293円

164,742円

207,968円

160,000円

2,369,260円

項   目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

北村 誠吾  悸寺こVF弔  自由民主党

但馬 隆

収 入

主たる寄附

(氏 名 団体名)       (職 業 )

自由民主党長崎県第四選挙区支部

その他の寄附

その他の収入

円

(寄附額)

5,000,000

0

2,000,000

今 H 計

前 コ 計

縁   計

7,000,000

0

7,000,000

候 補 者 氏 名

出〕的黄任者氏名

支出のうち公

費負担相当額

第 2回 報 告報告書受理年月日

平成29年 ■月 6日 第 1回 報 告 分報告書受理年月 日

平成29年■月22日 第 3回 報 告 分報告書受理年月口

-416-



平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 平成30年 3月 比6日 金曜 E 長 崎 県 公 報第10708号 第10708号

十

一
ヽ
ω
ｌ

期  間
平成29年 9月 25日 から

平成29年 10月 31日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

2,192,000

選挙事務所費 996,058

65,540

222,750

170,333

0

1,573,691

136,155

362,358

63,700

118,127

集合会場費等

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 糧

休 泊

雑

今  回 計

前 回 計

総   計

5,901,212

0

5、 901,212

金    額

262、 500円

4761000円

1,132,500円

164,742円

207.968円

0円

2,243,710円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び者板 の類の作成

計

官島 大典  争得専呼 び修1 希望の党

岡野 飾蔵

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名)

民進党本部

民進党長崎県第 4区総支部

吉田 治正

中野 良雄

千住 普

その他の寄附

その他の収入

円

(職 業)

医師

無職

医師

2件

(寄附額 )

15,000,000

2,OOO,000

100,000

20,000

20,000

20,OOO

O

今  回 計

前 回 計

総   計

17,160,000

0

17、 160,000

候 補 者 氏 名

出納黄任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

期  間
平成29年■月 7国 から

平成29年■月10日 まで
第 2回分

文 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

日

0

通 信

交 通

印 刷

広 告

文 具

食 織

休 泊

雑

0

0

221,940

0

1,871,000

587,800

98,555

0

0

0

今  回 計

前 回 計

総   計

2,723,795

5,901,212

8,630,007

金    額

O円

O円

O円

O円

O円

O円

0円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動章等の立札及び者板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

宮島 大典  写牌   
『

幹 希望の党

岡野 節歳

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

日

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

0

17,160,000

17,160,000

候 補 者 氏 名

出納貨任者氏名

支出のうち公
費負担相普額

-4孔 8-

期  間
平成29年二月20日 から

平成29年H月 20日 まで
第 3回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

体 泊 費

雑   費

36,

円

0

682

今  回 計

前  回 計

総   計

36,682

8,630,O07

8,666,689

金   額

0円

0円

0円

0円

0日

0円

0円

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動月自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び;看板の類の作成

計

宮島 大典  七4甲 挙翻  希望の党

岡野 節蔵

収 入

主たる寄附

その他の寄附

その他の収入

円

0

0

0

今  回 計

前 回 計

総    計

0

17,160,000

17,160,000

候 補 者 氏 名

出紳責任者氏名

支出のう
費負担相

ち公
当額

平成29年■月 1口 第 1回 報 告 分報告書受理年月日 平成29年 11月 20日 第 3回 報 告 分報告書受理年月日

期  間
平成29年 11月 30日 から

平成29年■月30日 まで
第 4回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 *量 費

休 泊 費

雑   費

円

0

0

0

784

0

0

0

0

0

0

0

302,

今 回 計

前 回 計

総   計

302,784

8,666,689

8,969,473

金   額

0円

O円

O円

0円

0円

0円

0円

項   目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び者板の類の作成

計

宮島 大典 む解 す冷 希望の党

岡野 節蔵

収 入

主たる寄附

その他 の寄附

その他の収入

円

0

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

0

17,160,000

17,160,000

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

平成29年■月10日 第 2回 報 告 分報告書受理年月日 平成29年 12月 6日 第 4回 報 告 分報告書受理年月日

-417-



平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号 平成30年 3月 16日  金曜日 長 崎 県 公 報 第10708号

長崎県選挙管理委員会告示第36号

第48回 衆議院議員総選挙において公職選挙法 (昭和25年 法律第100号 )第 18条 第 2項の規定により設置した次

の開票区 (以下「分割開票区」という。)について、開票区を分割することができる特別の事情がなくなったこ

とから、これらの開票区を廃止する。

平成30年 3月 16日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

1 小選挙区選士L議員選挙における分割開票区

開票区の区域

長崎県第三選挙区佐世保市開票区及び長崎県第四選挙区佐世保市開票

区 (黒 島)を除 く佐世保市の区域

佐世保市のうち黒島支所管内の区域

松浦市開票区 (黒 島)及び松浦市開票区 (青 島)を 除 く松浦市の区域

松浦市のうち鷹島町黒島免の区域

松浦市のうち星鹿町青島免の区域

開票区名

長峰県第四選挙区佐世保市開票区

長崎県第四選挙区佐世保市開票区

(黒 島)

松浦市開票区

松浦市開票区 (黒島)

松浦市開票区 (青島)

市町名

佐世保市

松浦市

2 比例代表選出議員選挙における分割開票区

対馬海区漁業調整委員会指示

平成30年対馬海区漁業調整委員会指示第 1号

漁業法 (昭和24年法律第267号)第 67条第 1項の規定に基づき、規制海域におけるあまだいはえ縄漁業及びあ

まだい立縄漁業 (以下「あまだいはえ縄漁業等」という。)について、次のとおり指示する。

平成30年 3月 16日

対馬海区漁業調整委員会

会長 部原 政夫

1 定義

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「規制海域」 次のイ、口、ハ、工の各点を順次結んでイに至る各直線によつて囲まれた区域

イ 北緯34° 5019′  東経129° 298S (北緯34° 50′  東経129° 30′ )

期  間
鴇戎29年二0月 8日 から

珀戎29年 iO月 26日 まで
第 1回分

支 出

人 件 費

家 屋 費

円

120,000

選挙事務所費 36,000

0

12,000

12,OOO

533,400

231,746

3,461

T2,000

0

4,200

集合会場費等

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 縦 費

休 泊 費

雄   費

今 回 計

前 回 計

総   計

1,024,807

0

1,024,307

金    額

0円

0円

0円

0日

0円

0円

0円

項    目

選挙運動用通常薬書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及
‐
び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

石川 悟  号亀♀ず♂r需  日本共産党

前川 裕

収 入

主たる寄附

(氏 名 団体名)       (職 業)

日本共産党長崎県北部地区委員会

日本共産党長崎県委員会

その他の寄附

その他の収入

円

0

(寄附額 )

571,557

538,400

0

0

今 回 計

前 回 計

総   計

1,104,957

0

1,104,957

候 補 者 氏 名

出、的費任者氏名

支出のうち公
費負担相当額

―

ユ
ミ

ー

-420-

平成29年■月 6日 第 1回 報 告 分日

開票区の区域

長崎市のうち本庁管内、小 ケ倉地域センター管内、土井首地域センター

管内、小榊地域センター管内、西浦土地域セ ンター管内、滑石地域セ

ンター管内、福田地域セ ンター管内、深堀地域セ ンター管内、 日見地

域セ ンター管内、友木地オヵセ ンター管内、式見地域セ ンター管内、東

長崎地域センター管内、三重地域センター管内、香焼地域センター管内、

伊三島地域センター管内、高島地域センター管内、野母崎地域センター

管内及び三和地域センター管内の区域

長崎市第 1開 票区の区域 を除 く長崎市の区域

佐世保市のうち早岐支所管内、三川内支所省内及び宮支所管内の区域

長崎県第三選挙区佐世保市開票区及び長崎県第四選挙区佐世保市開票

区 (黒 島)を除 く佐世保市の区域

佐世保市のうち黒島支所管内の区域

松浦市開票区 (黒 鳥)及び松浦市開票区 (青島)を 除 く松浦市の区域

松浦市のうち鷹島町黒鳥免の区域

松浦市のうち星鹿町青島免の区域

開票区名

長山奇市第 1開 票区

長崎市第 2開票区

長崎県第二選挙区佐世保市開票区

長崎県第四選挙区佐世保市開票区

長崎県第四選挙区佐世保市開票区

(黒 島)

松 i言市開票区

松 1甫市開票区 (黒 島)

松浦市開票区 (青 島)

市町名

長崎市

佐世保市

松浦市

-419-



平成30年 4月 24日  火曜日

毎週 火曜・金曜日発行

長 崎 県 公 報 第10719号

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室)名

″

平成30年 4月 24日  火曜日 長 崎 県 公 報 第10719号

a 申請者の住所地を管轄する警察暑と属する営業所の所在地を管轄する警察署が同一である場合は、

住所地を疎明する書面又は当該営業所に属することを疎明する書面 いずれか 1通

b 申請者の住所地を管轄する警察暑と属する営業所の所在地を管轄する警察署が異なる場合は、当該

営業所に属することを疎明する書面 1通
ウ 申請者が警備員でない場合は、住所地を疎明する書面 1通
工 次に掲げるいずれかの書面 1通
∽ 3但 )の 受検資格に該当する場合は、交通誘導警備業務 2級の検定に係る合格証明書の写し及び 3住 )に

該当する者であることを疎明する書面 (警備業者が作成する警備業務従事証明書など)

m 3② の受検資格に該当する場合は、検定規則第 8条第 2号の規定により長崎県公安委員会が交付した

書面

オ 写真 (申 請前 6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦の長 さ30セ ンチメー トル、横

の長さ24セ ンチメー トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)2葉
6 検定手数料の納付

検定申請時に検定手数料14,000円 を長崎県収入証紙により納付すること。

なお、検定申請の受付後は、手数料は返還しない。

7 合格発表

本検定の合格発表は、当日本人に対して行 う。

8 その他

但)検定の共同実施                               ´

この検定は、長崎県公安委員会及び福岡県公安委員会が共同で実施する。

② 持参する物

検定当日は、筆記用具、受検票及び動きやすい服装を必ず持参 (各受検者への貸与ロッカーあり。)する

こと。

俗)問合せ先

ア 長崎県内の最寄 りの警察署の生活安全課又は刑事生活安全課

イ 長崎県警察本部生活安全部生活環境課許可業務指導室営業第二係 (警備業担当)(電話 0958200■0

内線3185)

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示第40号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告

書の要旨を公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 192条第 1項の規定により次のとおり公表する。

平成30年 4月 24日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成29年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額)

27 14, 5∩ ∩lttl

3 報告書の要旨

営

場

経

漁

攻

〃

〃

産

港

課

課

課

課

課

課

課

策

興

備

策

書

政

振

整

政

築

宅

報

業

村

市

秘

情

漁

農

都

建

住

―

ミ
銅
―

次

◎ 告 示

・沿岸漁業改善資金の貸付けの事業に係る公金の収納事務の委託

・公有水面埋立ての免許

○長崎県木材産業等高度化推進資金貸付要綱の改正

・保安林の指定
,保安林の指定の予定 (2件 )

◎ 公 告

・名誉県民の事績

・契約者等

・漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧
・土地改良区の役員の就退任 (2件 )

・都市計画の図書の縦覧
・指定構造計算道合性判定機関の業務を行 う事務所の所在地の変更

・住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

◎ 交通局公告

・契約者等

水

漁

林

課

課

課

総  務  課

◎ 公安委員会告示
・警備員等に対する検定の実施 生 活 環 境 誤

◎ 選挙管理委員会告示

・平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動

に関する収入及び支出の報告書の要旨

・平成30年 2月 4日 執行の長崎県知事選挙における候補者の選挙運動に関する収入

及び支出の報告書の要旨

選挙管理委員会書記室

長崎県告示第354号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第 158条第 1項の規定により、次のとおり歳入の収納事務を委託し

たので、同条第 2項の規定により告示する。

平成30年 4月 24日

長崎県知事 中村 法道

1 委託年月日

平成30年 4月 2日

2 受託者の住所及び氏名

一不

収 入

主たる寄附

その他 の寄附

円

０

０

費

費

件

屋

出

人

家

支 円

3,405,400

―-767-― -781-

第 2回分期  間
平成29年 11月 7日 か ら

平成30年 1月 5日 まで

自由民主党
候箱者届出政党
又 は所 属 党 派谷 川  爾 ―

金 原   健

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名



金   額

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

4,754,135

8,226,743

12,980,878

計

計

計

回

回

今

前

総

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用 自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演 ,比 会の立札及び看板の類の作成

計

0

11,650,000

11,650,000

計

計

計

回

回

今

単副

総

支出のうち公

費負担相当額

平成30年 4月 24日  火曜日

その他 の収入

収 入

主たる寄附

(氏 名・団体名 )

こぎ出せ 長崎の会

その他′う寄附

その他の収入

長 崎 県 公 報 第10719号 平成30年 9月 ■日 火曜日 長 崎 県 公 報

毎週 火曜・金曜日発行

次

◎ 告 示

・ クラウドファンディングを利用した健康長寿関係支援募集業務歳入徴収事務委託

・漁船損害等補償法に基づく加入区の指定の一部改正 (2件 )

・保安林の指定の予定

第10757号

○印は長崎県例規集に登載するもの

所管課 (室)名
国保・健康増進課

集合会場費等

選挙事務所費

選挙事務所費

集合会場費等

0

4,000

137 395標

通

刷

告

具

糧

泊

通

交

印

広

文

食

体

雑

課

課

興振

政

業漁

林

―

一
ヽ
ω
ｌ

長崎県選挙管理委員会告示第41号

平成30年 2月 4日 執行の長崎県知事選挙における候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を公

職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 192条第 1項 の規定により次のとおり公表する。

平成30年 4月 24日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成30年 2月 4日 執行 長崎県知事選挙

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額)

82 294 000F[l

3 報告書の要旨

◎ 公 告

・特定計量器定蜘検査の実施 計 量 検 定 所

◎ 公安委員会規貝u

・長崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 交 通 企 画 課

◎ 選挙管理委員会告示

・平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動

に関する収入及び文出の報告書の要旨

・平成30年 2月 4日 執行の長崎県議会議員補欠選挙における候補者の選挙運動に関

する収入及び支出の報告書の要旨

選挙管理委員会書記室

不

長崎県告示第612号

地方自治法施行令 (昭和22年 政令第16号)第 158条第 1項の規定により、次のとおり歳入徴収事務を委託した

ので、同条第 2項の規定により告示する。

平成30年 9月 ■日

長崎県知事 中村 法道

1 委託年月日

平成30年 8月 21日

2 受託者の住所及び氏名

東京都文教医本郷 5丁 目33番地10号

READYFOR株 式会社 代表取締役 山田はるか

3 委託事務の内容

健康長寿日本一の長崎県づくりにドロけて、クラウドファンディングを利用した不特定多数の方々からの金銭

的な支援 (以 下 「支援金」という。)の徴収事務

4 支援金徴収期間

平成30年 9月 ■日から平成30年 11月 9日 まで

長崎県告示第613号

漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号 )に基づき加入 Eメ「を指定した告示 (昭和35年長崎県告示第607号 )の
一部を次のように改正する。

円 支 1虫 円

2,433,600

1,158,471

213,496

59,255

960,920

2,424,931

2,854,345

0

241,188

481,692

費

費

件

屋

人

家(職業 ) (寄 附額 )

10,280,500

0

0 費

費

費

費

費

費

費

信

通

刷

告

具

糧

泊

通

交

印

広

文

食

休

-782- ―-1363-―

平成 30年 2月 23日 第 2回 報 告 分報告書受理年月 日

第 1回分期  間
平成30年 1月 10日 か ら

平成30年 2月 16日 まで

無所属所 属 光 派中 村 法 道

高 谷    信

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名



略

略

略

長崎県諌早市長津町1,579番 地先か ら

長崎県諌早市貝津町1,550番 7地先ま

で

略

略

略

長崎県諌早市久 山町2987番 7地先 か

ら長崎 県諌早市久 山町2,014番 20地先

まで

長崎県諫早市久山町2,014番 70地先か

ら長崎県諌早市久山町2,014番 53地先

まで

略

略

略

長崎県諌早市貝津町1,550番 地 7先 か

ら長崎県諌早市久山町2,014番 20地先

まで

主要地方道

香焼江川線

主要地方道

佐世保港線

主要地方道

大村貝津線

主要地方道

大島太田和線

諌早市道

中央地区 2号線

諫早市道

赤島線

諌早市道

赤島東線

佐世保市道

佐世保相浦循環線

臨港道路

臨港道路

略

略

略

主要地方道

香焼江川線

主要地方道

佐世保港線

平成30年 9月 11日  火曜日 長 崎 県 公 報 第10757号

報告

略

略

佐世保市道

佐世保相浦循環線

臨港道路

附 則    |
この規貝」は、平成30年 9月 15日 から施行する

選挙管理委員会告示

長崎県選挙管理委員会告示46号

平成29年 10月 22日 執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候猪隊者の選挙運動に関する収入及び支出の報告

書の要旨を公職選挙法 (昭和25年法律第100号 )第 192条第 1項の規定により次のとおり公表する。

平成30年 9月 11日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成29年 10月 22日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (長崎県第二区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額 )

27142500F□

3 報告書の要旨

平成30年 9月 ■日 火曜日

その他の寄附

その他の収入

収 入

主たる寄附

(氏名 団体名 )

自民党長崎県支部

その他の寄附

その他の収入

長 崎 県 公 報 第10757号

0

3,500,000

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費等

選挙事務所費

集合会場費等

673,365

1,000

45,454

482,805

1,986,846

1,179,949

63,023

61,117

163,836

1,015,812

信

通

刷

告

具

糧

泊

通

交

印

広

文

食

休

雑

―

一
ヽ
判
―

長崎県選挙管理委員会告示第47号

平成30年 2月 4日 執行の長崎県議会議員補欠選挙における候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の

要旨を公職選挙法 (昭和25年 法律第100号 )第 192条第 1項の規定により次のとおり公表する。

平成30年 9月 ■日

長崎県選挙管理委員会

委員長 永淵 勝幸

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類   平成30年 2月 4日 執行 長崎県議会議員補久選挙 (大村市選挙区)

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額)

6032500円
3 報告書の要旨

(職業 ) (寄 附額 )

100,000

0

3,389,463

円

―-1367-

出支 円

552,000

1,571,744

69,600

22,685

7,504

778,200

730,944

32,143

費

費

件

屋

人

家

収 入

主たる寄附

円

０

支 出

人 件 費

円

172,800

費

費

費

費

費

信

通

刷

告

具

通

交

印

広

文

金   額

269,850円

479,500円

1,237,496円

494,226円

207,968円

0円

2,689,040円

5,846,007

0

5,846,007

計

計

計

回

回

ハ
▼
工酬
総

平成29年 11月 10日 第 1回 報 告 分

選挙運動用 自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項    目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

3,500,000

0

3,500,000

計

計

計

回

回

今

前

総

支出の うち公

費負担相当額

報告書受理年月 日

略

略

略

主要地方道

大島太田和線

諌早市道

中央地区 2号線

第 1回分期  間
平成29年 9月 27日 から

平成29年 10月 27日 まで

希望の党
候補者届出政党
又 は所 属 党 をT(末 次 精 一

平 尾 政 則

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

第 1回 分期  間
平成30年 二月26日 から

平成30年 2月 3日 まで

無所属所 属 党 派北 村 貴 寿

朝 長 埼 洋

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

-1366-
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衆議院1ヽ選挙区選出議員選挙長崎県第1区選挙公報憲線会書歯
市民+野党 力あわせて ひらくご一票を

平成29年
10月 22日執4予

日
本
共
産
党

安
保
法
制

１１
戦
争
法
、
共
諜
罪
法
な
ど
、
民
療
無
視
の
強
行
採
決
を

つ
づ
け
、
「
森
友

加
計
学
圏
」
問
題
で
行
政
を
私
物
化
す
る
安
倍
白
公

政
権
。
「

，
べ
政
治
を
詐
き
な

い
ｔ
ｉ

平
和
と
民
主
主
義
を
守

る
た
め

に
、
牧
山
隆
と
日
本
共
産
党
は
が
ん
ば
り
ま
す
。

安
保
法
制

＝
戦
争
法
廃
止

立
憲
主
義
回
復
を

安
倍
政
権
ほ
ど
憲
法
を
な
い
が
し
わ
に
し
た
政
権
韓
他
に
お
り
譲

せ
ん
。
秘
密
保
護
法
、
安
保
法
制
、
共
謀
罪
法
―
人
権
を
と
ゅ
う
り

た
し
、
組
入
の
韓
厳
を
ふ
み
に
じ
る
違
議
立
法
を
廃
と
し
，
立
憲
主

義
、
平
和
〓
義
を
を
り
も
ど
し
ま
し
ょ
う
。

憲
法
９
条
も
つ
日
本
こ
そ
「対
話
に
よ

る
平
利
的
解
決
」
の
イ
エ
シ
ア
チ
プ
を

北
朝
鮮
の
核
　
ミ
サ
イ
ト
謝
発
韓
静
せ
ま
せ
ん
．
同
時
に
戦
争
だ

け
ぼ
絶
対
に
お
こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
経
済
制
裁
の
強
化
と

一
体

に
、
一姑
競
に
よ
る
平
和
的
解
決
」
の
た
め
、
憲
法
９
条
を
も
つ
】
本

こ
そ
、
イ
エ
シ
ア
チ
プ

（主
導
曲
役
割
）
を
発
揮
す
べ
き
時
で
す
と

消
費
税
１０
％
は
中
止
し
、

格
差
と
貧
困
を
た
だ
す
経
済
改
革
を

鴻
餐
税
Ｓ
先
で
壕
気
穣
冷
え
こ
ん
だ
ま
ま
．
テ
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
も

一
向
に
Ｒ
く
な
ら
な
い
ぶ
消
費
花
Ю
路
は
中
止
以
外
あ
り
ま
せ
た
。

霞
裕
層
や
大
企
業
に
応
分
の
表
控
を
求
め
、
税
令
の
縫
い
進
は
社
会

保
際
、
子
育
て
，
教
育
、
地
域
活
性
化
最
優
先
ち、

Ｓ
時
閲
勧
い
て

普
通
に
く
ら
せ
る
社
会
を
，

安
倍
改
憲
に
き

っ
ば
リ
ノ
ー
を

は
衛
蹂
を
憲
法

，
条
に
明
記
し
た
ら
海
外
で
無
制
限
の
武
力
行
使

へ
‘
一後
か
ら
つ
く
つ
た
法
は
、
前
の
法
Ｌ
優
先
す
る
」
と
な
り
、
９

条
２
項
が
空
烹
化
に
。
９
条
を
守
り
、
社
界
中
に
広
め
ま
す
。

核
兵
器
禁
上
条
約
に
参
加
す
る
政
府
を

出
連
加
腕
国
の
４
分
の
２
が
賛
成
し
た

「
核
兵
器
禁
止
条
締
」
に

背
を
向
け
基
安
結
菅
報
。
「
あ
な
た
は
ど
こ
の
目
の
総
理
か
一と
怒
る

狡
鰺
者
の
み
な
さ
ん
、
政
府
が
条
約
に
参
加
し
な
い
の
な
ら
、
参
加

す
る
政
府
を
み
ん
な
の
手
で
つ
く
４
ま
し
ょ
う
。

こ
の
道
を
揺
る
が
ず
進
み
ま
す

患
民
党
の

「輸
完
勢
力
」
が
神
び
て
も
政
治
は
変
わ
け
ま
せ
ん
ｒ

「市
民
と
野
党
の
芙
鶉
一
が
、
新
Ｌ
い
日
本
の
政
治
を
つ
く
る
力
で

す
。
贈
本
共
産
党
は
こ
の
選
を
、
こ
れ
か
ら
も
矯
る
が
ず
に
進
ん
で

行
き
ま
す
。

■η群雲鮮  .:核燕騨魏● i議 8条 l r iく らしと鱗 Jと朝鮮弱題||  1立憲華曇・平和主義

牧

山

隆
SO歳牧 献1隆  鶏 歴    1"74〔 Vl',生 ま

'1.Ⅲ
え大 河硝本でえ棄

'募

鷲巌,現4 寛前M猟,巨 蚕棗疑
` 政策の詳縦はオームベージ  ロ本央蓮

" 
模索 htゅ :イ  ‐ Vヽ,Cp Or,p

希
望
の
党

欝
歳

今
回
の
選
挙
は
国
民
不
在
、
国
会
軽
視
、
村
度
の

横
暴
、
ん
―
ル
を
無
視
し
た
安
倍
政
権
の
暴
走
を
終
わ

ら
せ
る
最
後
の
機
会
で
す
。

激
動
す
る
世
界
情
勢
の
中
、
日
本
の
命
運
を
決
す
る

大
切
な
今
、
国
民
の
真
の
思
い
を
受
け
止
め
、
党
利
党
賂

で
は
な
く
、
国
家
国
民
の
利
益
だ
け
を
考
え
、
行
動
す
る

政
治
家
。政
党
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
フ
、
ま
さ
に
、
し
が
ら
み
や
既
得
権
益
億
縛
ら
れ
な
い

思
い
切
っ
た
改
革
が
必
要
で
す
。

混
送
す
る
我
が
国
、
そ
し
て
低
迷
す
る
ふ
る
さ
と

長
崎
の
希
望
あ
る
未
来
の
為
に
、
真
摯
に
皆
様
と
共
に

取
り
組
む
決
意
で
す
。
西
岡
秀
子
へ
の
む
支
援
を
何
率

よ
る
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◇
女
性
の
視
点
で
雇
用
・教
育
・
子
育
て
・

介
護
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す

◇
教
育
の
無
横
化
を
は
じ
め

「教
育
立
国
」
日
本
を
目
指
し
ま
す

◇
誰
も
が
安
心
で
き
る

社
会
保
障
制
度
の
整
備

◇
ふ
る
さ
と
長
崎
の
希
望
あ
る
未
来
の
為
に

維

々
な
課
題
に
取
り
組
み
ま
す

＊
製
造
業
、
も
の
づ
く
り
産
業
の
再
生
と
育
成

＊
ア
ジ
ア
の
表
玄
関
と
し
て
の
必
要
な

基
盤
整
備

国
本
新
党
、新
達
党
、民
主
党
、民
進
党
と
９。
年
代
か
ら
非
自
民
勢
力
は
、

「政
権
交
代
」
を
国
標
に
離
合
集
散
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

記
憶
に
新
し
い
の
は
平
成
２‐
年
か
ら
３
年
余
り
続
い
た
民
主
党
政
権
の
送

造
で
す
。
↓こ
れ
に
よ
り
日
本
は
危
機
的
状
況
に
陥
り
ま
し
た
６

今
回
も
ま
た
、個
人
の
人
気
を
あ
て
に
し
た
、わ
ず
か
数
自
で
に
わ
か
新
党

が
で
き
ま
し
た
。理
念
も
政
策
も
無
い
、ま
さ
に
選
挙
互
動
会
で
す
。
す」
ん
な
一

時
の
プ
ー
ム
に
、自
震
党
が
負
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

北
朝
鮮
か
ら
ミ
サ
イ
ル
が
飛
ん
で
き
た
ら
ど
う
対
処
す
る
の
か
、と
い
う

難
し
い
問
題
に
道
函
す
る
今
、
少頼
り
に
な
る
の
は
や
っ
ば
り
自
爵
党
を
で
す
。

自
衛
隊
を
憲
法
と
に
位
置
づ
け
る
の
か
、消
費
税
１０
パ
ー
セ
ン
ト
の
使
い
道

を
ど
う
す
る
の
か
、あ
る
い
は
働
き
方
改
革
を
ど
う
す
る
の
か
等
、少
子
高
齢

化
へ
と
向
か
う
囲
本
の
未
来
を
考
え
た
と
き
、自
民
党
以
外
に
政
権
を
任
せ

ら
れ
る
政
党
は
な
い
と
憲
い
ま
す
。

私
達
は
、
国
民
の
管
様
と
一緒
に
、た
く
ま
し
く
、や
さ
し
く
、誇
り
あ
る
日

本
を
作
り
あ
げ
て
い
き
ま
す
。そ
の
為
に
も
ぜ
ひ
、こ
れ
ま
で
衆
議
院
議
員
と

し
て
、
こ
期
精
一杯
透
勤
し
て
参
り
ま
し
た
私
を
今
一度
、国
会
に
送
り
農
し
て

下
さ
い
ま
す
よ
う
、心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

鍵
崎
の
視
点
で
、
ア
ジ
ア
を
視
野
に
、国
を
動
か
す

再
生
医
療
や
ガ
ン
治
療
、
ま
た
、難
病
対
策
、
障
害
者
福
祉
の
た
め
の
最
先
端

爆
療
を
長
崎
に
育
て
、定
着
す
る
事
で
、人
が
集
ま
る
ま
ち
に
し
ま
す
。

ま
た
固
簾
交
流
の
観
点
か
ら
、
借
に
一茂
帯
本
の
関
係
に
あ
る
東
南
ア
ジ
ア

に
焦
点
を
定
め
、
経
済
、
懸
史
、
文
化
、
人
材
等
を
剪
り
日
と
し
た
交
流
を
維

進
し
、長
崎
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
ま
す
。

長崎から新しい風をr

希望ある未来をつくりたい

に

し

　

お

か

西
岡

秀
子

ひ

で

冒 と

‐
み

田憲

触重◎霞闘勉プロフィール

自由民主党
(69歳 )

盟l(023争 ア鵞49韮 ユA
露和こう年員備え争医警騒大学院修▼

疑崎票雛套簸員から平滅17年つ月療機院議民初普選 以笠環在Sで3翻日

え,支
4【,1学屋,大鬱素ぬ繭れ麟大臣

NPO法 人疑鶴ベトテム茂芸多葛,套要要慕

―プElフィールー

１
９
６
４
年
３
月
、
西
岡
武
夫
（元
参
議
院
議
長
）
の

長
女
と
し
て
長
崎
蕉
に
生
ま
れ
育
つ
。

学
　
歴
…
市
立
長
崎
幼
稚
園
、
長
崎
大
学
附
属
小
，

中
学
校
、
活
水
高
校
、
学
習
院
女
子
短
大

学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業

職
　
歴
…
国
会
議
員
（父

西
岡
武
夫
）秘
書
、
△本
社
長

会
社
役
員

頼
り
に
な
る
の
は

や
っ
ぽ
り
自
民
党

Bより良与ヽ医療・弁護・福祉サーどスの提供

凛女性の藩躍をサポートする保爾政策などの推進

Π科学‡衰衛イプベーション政策の新展,麟

BスポーツGDPを高める取り組み

凛再銭医療セツターの設立

彊サイパーセキュリティに関する人材菅虜

E淵場再生の取り髯霞,かなど海洋開発の推選

■地場農産物の言威と販売健連

E蒙アジア(特 にベトナム)と の交流促進を

通した中小企業の海外選鶴

■容耳質率、建蔽率見直しを伴う、中心市衡地の

再F翔鶏

露園勉の取り組み
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乱島:∴4衆議院1ヽ選挙区選出議員選挙長崎県第2区選挙公報ξ懲奏書善
↑
量
瑠
茨

加
藤
覚
治
の
十
簡
条

日
　
一次
産
業
の
活
性
化
な
く
し
て
国
の
繁
栄
な
し

囲
　
全
国
津
々
浦
々
ま
で
実
感
で
き
る
景
気
回
復

回
　
社
会
保
障
制
度
（保
育
・教
育
‘医
療
・介
護
）

の
充
実
と
従
業
員
２
履
用
安
定

□
　
総
合
的
な
少
子
化
対
策
・子
育
て
支
援
の
充
実

団
　
九
州
新
幹
線
西
九
州
（長
崎
）
ル
ー
ト
の
フ
ル

規
格
で
の
整
備
促
進
と
新
た
な
街
づ
く
り

□
　
島
原
道
路
、
西
彼
杵
道
路
を
始
め
と
す
る
道

路
網
の
整
備
促
進

日
　
謙
早
湾
千
拓
開
円
問
題
の
早
期
解
決

固
　
土
地
基
盤
整
備
を
促
進
し
足
腰
の
強
い
農
業

の
確
立
と
水
産
業
の
振
興

団
　
長
崎
と
天
革
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連

遺
産
の
世
界
遺
産
登
録
の
実
現

□
　
地
方
創
生
で
豊
か
な
ふ
る
さ
と
づ
く
り

経
験
、実
践
、郷
土
愛

加
際
寛
治
プ
ロ
フ
イ
ー
ル

◎
昭
和
二
十

一
年
四
月
生
ま
れ
　
◎
昭
和
四
十
五
年
月
本
大
学
事
業
　
◎
昭
和
五
十
七
年

畏
婚
県
議
会
議
員
初
営
選
　
⑥
平
成
十
三
年
長
崎
県
議
会
第
五
十
四
代
識
授
　
◎
平
成
十

七
年
Ｊ
Ａ
島
原
雲
績
代
表
理
事
組
合
長
　
◎
平
成

一十
四
年
自
民
党
長
崎
県
第
二
選
挙
区

支
部
長
　
⑤
平
成
二
十
四
年
第
四
十
六
回
衆
議
院
銀
員
選
挙
曽
選
　
◎
平
成
二
十
六
年
第

四
十
七
日
衆
議
院
議
員
選
挙
当
越
　
◎
平
成
二
十
七
年
農
林
水
差
大
臣
致
務
官
就
任

か

　

　

と

う

欄
盤
顧
か
ん
じ

自
由
民
主
党
（狙
歳
）

力あわせて未未ひらくご一

日
本
共
涯
党

安
保
法
制
＝
戦
争
法
、
共
謀
罪
法
な
ど
、
民
滋
無
視
の
強
行
採
決
を

つ
づ
け
、
「森
友

加
計
学
園
」
問
題
で
行
政
を
私
物
化
す
る
安
倍
自
公

政
権
。
「
ア
ベ
政
治
を
詐
き
な
い
」
―
平
和
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め

に
、
近
藤
い
ち
う
と
日
本
共
産
党
は
が
ん
ば
り
ま
す
。

安
保
法
制
＝
戦
争
法
廃
止

立
憲
主
義
回
復
を

安
儲
政
権
羅
ど
憲
法
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
政
権
は
他
に
あ
り
ま

せ
ん
。
秘
密
保
護
法
、
安
保
凌
制
、
共
謀
罪
法
―
人
権
を
し
ゅ
う
り

ん
し
、
欄
入
の
奪
舷
を
ふ
み
に
じ
る
違
態
立
法
を
廃
止
し
、
立
憲
“

義
、
半
和
主
義
を
と
り
も
ど
し
ま
し
ょ
う
。

憲
法
９
条
も
つ
日
本
こ
そ
「対
話
に
よ

る
平
和
約
解
決
」
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

北
朝
鮮
の
核
　
ミ
サ
イ
ル
腑
分
は
希
せ
ま
せ
ん
。
同
時
に
戦
争
だ

け
は
絶
対
に
お
こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
．
経
済
制
裁
の
強
化
と

一
体

に
、
「対
話
に
よ
る
平
和
的
解
決
」
の
た
め
、
惣
法
９
条
を
も
つ
日
本

こ
そ
、
イ
エ
シ
ア
チ
ブ

（主
導
的
役
割
）
を
発
揮
す
べ
き
時
て
す
．

消
費
税
１０
％
は
中
止
し
、

格
差
と
貧
困
を
た
だ
す
経
済
改
革
を

消
費
税
Ｓ
％
で
景
気
は
冷
え
こ
ん
だ
ま
〓
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
も

一
向
に
良
く
な
ら
な
い
。
消
費
税
１０
％
は
中
止
以
外
あ
り
ま
せ
ん
。

宙
裕
層
や
大
企
業
に
応
分
の
負
担
を
求
め
、
税
金
の
使
い
適
は
社
会

保
障
、
子
育
て
　
教
育
、
地
域
活
性
化
最
優
先
で
。
８
時
問
働
い
て

普
通
に
く
ら
せ
る
社
会
を
．

憲
法
９
条
を
守
り
ま
す

核
兵
器
禁
止
条
約
に
参
加
を

自
衛
隊
を
織
法
に
明
記
し
た
ら
、
９
条
２
項
を
全
文
化
さ
せ
、
海

外
で
の
無
制
限
の
武
力
行
使
に
通
を
開
き
ま
す
．
憲
法
９
条
は
世
界

に
誇
る
日
本
の
宝
．
「安
需
政
権
に
よ
る
改
憲
ノ
ー
」
の
一
京
で
力
を

あ
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

「新
幹
線
」
は
凍
結
。

諫
早
湾
の
開
門
調
査
を
直
ち
に

見
通
し
も
な
い
ま
ま
、
巨
額
の
税
命
投
入
を
続
け
る

「長
崎
新
幹

線
」
は
燕
結
す
べ
き
で
す
。
諫
早
湾
の
開
博
で
有
明
海
の
再
生
は
待

っ
た
な
し
。
農
業
も
漁
業
も
防
災
も
成
り
立
つ
開
門
調
査
を
直
ち
に

お
こ
な
う
よ
う
求
め
ま
す
。

こ
の
道
を
揺
る
が
ず
進
み
ま
す

日
巽
党
の
「補
先
努
力
い
が
仲
び
て
も
政
治
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
「
市

民
と
野
党
の
共
閣
」
が
、新
し
い
日
本
の
政
治
を
つ
く
る
力
で
す
。
日
本

共
産
此
は
こ
の
道
を
、
デ」れ
か
ら
も
揺
る
が
ず
に
進
ん
で
行
き
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
、
安
倍
政
権
は
「
一
強
多
弱
」
と
言
わ
れ
る
中
で
、

安
保
法
制
や
憲
法
改
正
問
題
、森
友
・加
計
学
園
問
題
、
さ
ら
に
は

「働
き
方
改
革
」
に
お
い
て
も
働
く
者
の
声
は
十
分
に
反
膜
さ
れ
ず
、

国
民
を
無
視
し
た
強
権
政
治
を
次
か
ら
次
と
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
以
上
の
安
倍
政
権
の
暴
走
を
許
蔦
ず
、
″回
政
電
陽
ィ

地
鰯
に
縛
音
を
イ
〃
を
実
現
す
る
た
め
、
民
意
重
視
の
国
づ
く
リ

に
向
け
長
崎
県
民
の
た
め
、
国
民
営
様
の
た
め
渾
身
の
努
力
を

尽
く
す
覚
幡
で
す
。

山
口
は
つ
み
は
す
べ
て
を
か
け
全
力
で
頑
張
り
ま
す
。
よ
う

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

活
力
あ
る
国
政
年

希
望
あ
る
未
来
を
つ
く
り
ま
す
。

・
営
さ
ん
の
声
を
聞
き
、
健
全
で
鴻
力
あ
る
国
政
を
目
指
し

全
力
投
球
し
ま
す
。

・
長
崎
２
区
は
地
域
の
特
性
を
活
か
し
、
力
強
く
前
進
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。安
全
、
安
心
で
ぬ
く
も
つ
の
あ
る
、
は
つ

ら
つ
と
し
た
郷
土
づ
く
り
に
橋
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

③

人
口
瀾
少
ス
ト
ッ
プ
イ
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

③

命
と
健
康
を
守
る

医
覆
制
度
、
介
護
制
度
を
維
持
充
実
し
ま
す
。

◎

経
済
政
策
は
中
小
企
業
の
活
力
強
化
を
墨
本
と
し

農
林
源
業
・雷
産
業
を
守
り
、
膏
て
ま
す
。

◎

ス
ポ
ー
ツ
、文
化
を
通
じ
た
心
豊
か
な
胃
少
年
の
育
成
と
、

学
校
数
百
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

③

第
４
釈
巌
叢
革
命
に
醐
確
に
対
応
し
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
撃
命
と
環
境
に
配
選
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

ベ
ス
ト
ミ
ツ
ク
ス
を
遅
求
し
ま
す
。

③

道
路
・空
路
・航
路
琴
交
通
紹
を
整
備
し

活
力
あ
る
地
期
４
つ
く
り
ま
す
。

③

長
崎
県
の
敵
策
課
題
に
食
力
を
傾
注
し
ま
す
。

回
政
に
賜
ｒ
地
域
に
輝
き
を
ｒ
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消費増穣 凍結 !策鎮套解轟鼻桑il
宮
僚
の
天
下
り
を
原
則
擦
と
し
ま
す
。
簾
駄
な
外
部
置
体
を
撤
廃
し
、税
金
の
流
れ
を

ス
ト
ッ
プ
。
不
透
明
な
臆
憲
契
約
を
、
原
則
競
争
入
れ
に
。

大 手|
警撃
い的
こ な

,籠
わデ

つ,

いよ
まつ
すて

理
′耗
窮

微
爾

対
す

撥
焚

銀
療
的

― X,のη頭皓

Ⅲ業大学・B学鱒■1994年F
穂

大手嶺t憚義察■9に■務じ.

=獣
燿感麟れ0績消■篠雪とし

て馘々め,こ摩にも解法力t薇

算。指数の

“'■

機に獨l澱に関

心を脅つ。日本政策拳機、と歳

0菫与て、蹴確立蕉,■金語い

にとい鎮.構本,■脅め傘渡と

淳と,日本

“

缶の会,政置に翼

嗚。蹴掌と的方,様t惑 し、熊

算長増よ
',■

a韓登濃な。繊全

の嬌HC強磨曲tとくし,敏,
の霧館tt脅構す。璃費増犠凛

鏡 !■を切6磯
=で

、彗しいエ

情、日本を拓く。

略  歴

国
会
議
員
の
報
酬
を
３
郵
カ
ィ
Ｌ
捜
員
定
盤
を
ａ
割
カ
ッ
ト
し
ま
す
。
文
書
通
信

交
通
滞
在
費

（月
舶
万
爵
）
の
使
途
を
公
爵
し
、
頼
収
書
添
付
を
経
務
化
し
ま
す
。

身
を
切
る
改
軍
ゴ

圏

霊

図

顕

囲

Ｆ

毯
爾
鍾
懐
化
ゴ

露

盟

翻

蘊

圏

ロ

霞
・地
方
の
膨
大
な
公
務
民
の
総
大
得
費
を
２
割
割
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｓ
兆
用
の

講
薄
を
生
み
出
し
室
す
。

子
ど
こ
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
憲
盛
¢
経
済
状
況
に
歳
若
さ
れ
ず
、受
け
た
い
歳
奮
ｔ
選
ヽ
る
工
会
へ
。

議
音
の
策
役
ｔ
感
霞
際
的
な
滅
４
．
Ａ
Ｉ
央

工
知
惑

分
野
の
客
欝
人
霧
や
、観
藤
繊
争
に
打
ち
岳
つ

高
度
入
材
華
を
費
盛
し
、経
済
蔵
甚
に
つ
な
げ
章
覧

る
最
も
効
果
が

一番
隠
会
穏
跨
込

機
錘
諄
郎
請
毒
的

縦
納
の
実
績

外
部
団
体
れ
６３
％
剖
滅

継
新
の
実
績

回
家
公
務
舅
の
人
件
費
・八
第
即
滅

公
務
舅
創
虜
叡
茅
・ズ
下
り
の
禁
主

驚
員
報
酪
的
３
卸
カ
ッ
ト

競
員
定
数
”
２
翻
カ
ツ
ト

維
勅
の
実
績

私
立
声
様
の
実
質
無
懐
化

大
学

の
授
業
料
無
筐
“

一藤
銹
鋳
γ
蕩
餓
〓
の
習
い
手
ク
ー
ポ
ン

繋

尺

◇
夢
と
希
望
と
誇
り
を
持
て
る

農
体
本
産
業
の
実
現

Ｏ
森
林
対
策
・森
麻
環
境
貌
の
籟
設

◎
穣
嬢
，密
差

水ヽ
産
業
の
経
奮
安
定
支
援
対
策

愛
す
る
Ｆ
る
さ

こ
と
一

大
村
・五
島
・壱
岐
・対
馬

新
上
五
島
・小
値
賀

東
彼
杵
・川
棚
・波
佐
見

佐
世
保
の
た
め
に

命
が
け
で
働
き
ま
す
。　

絲

強
い
日
本
　
　
　
　
公明善

活
力
あ
る
長
崎
を
つ
く
る
。

谷
川
や
い
～
／
５
つ
の
柱

【八
日
急
滅
・超
高
齢
化
の
克
服
・

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
】

＠
底
用
を
創
出
す
る
歪
葉
活
動
へ
の
支
援

◎
一次
産
業
へ
の
補
償
お
よ
び
種
婦
の
観
出

礁
保

◎
行
政
研
究
機
関
‘企
葉
の
誇
政

◇
大
学
の
強
化
に
よ
る
人
づ
く
り

④
文
ｔ
，芸
術
，伝
読
文
化
等
に
よ
る

心
を
耕
す
穣
用
の
創
謝

◎
中
小
企
業
，建
設
葉
の
健
全
な
竜
成

外
交
・安
全
保
障
の
構
築
】

◎
氷
目
等
の
尉
鯉
風
・友
好
薗
と
の
連
携
強
化

０
拉
数
関
題
の
解
決

③
我
が
自
の
よ
樵
や
懐
主
領
海
額
金
の

優
れ
に
対
し
断
箇
た
ら
対
応

J

が

わ

谷絶

＝
市
い
ち

長
崎
３
区
自
由
民
圭
黄

◎
交
流
人
ｎ
熊
れ
の
た
め
の
運
賃
低
藤
化

⑤
輸
送
品
目
の
さ
ら
な
る
充
実

③
働
き
手
の
瞭
保

◎
若
い
世
代
へ
の
就
労
・縮
矮

子
畜
て
支
級
の
充
実

◎
安
定
し
た
社
会
保
障
鱗
度
の
構
採

◎
回
民
皆
保
険
を
堅
持

＠
が
ん
対
策
の
充
実

＠
医
師
の
診
療
科
Ｒ
瑯
・地
域
別
の
篠
在
の
是
正

く夢
離
島 |

擦
療

褒|

＠
猾
護

分
譲
犠
の
熟
通
改
善

▲
９
】
農
林
ぶ
産
業
へ
の
政
策
支
援
】

の
離
島
対
策
の
充
実
】

元

長
摘

県
議

会

議

員

【佐

奮

れ
】
昭
和
舒
年
佐
世
保
市
生
ま
れ
、
大
村
市
在
住

【出

身

校
】
京
都
大
学
工
学
部
卒

【血

液

型
】
０
型

【隆
右
の
競
】
「懸
議
あ
れ
ば
遭
あ
り
」

【憩
　
　
昧
】
守
ラ
ソ
ン
、
空
手

（新
種
真
空
手
）
、
旅
行
、
小
鋭
を
書
く
こ
と

【資
　
　
構
】
中
小
企
業
診
断
士
　
Ｍ
Ｂ
Ａ

（晨
崎
大
学
経
済
学
部
大
学
院
に
て
取
得
）

ご
挨
拶

衆
議
院
長
崎
３
区
に
希
望
の
党
よ
り
立
候
補
し
ま
し
た
す
え
つ
ぐ
構
一で
す
。
今
回
の
選
挙
の
最

大
の
争
点
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
失
敗
に
よ
る
格
差
社
会
を
と
う
解
消
す
る
か
と
で

，
点
と
総
瑶
大

臣
の
霊
銭
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
疑
懸
の
解
明
で
す
。
更
に
、
人
口
滅
少
が
著
し
い
長
崎
３
区
に
お
い
て
、
こ

れ
か
ら
の
暮
し
を
ど
う
し
て
い
く
か
が
と
て
も
大
切
と
考
え
ま
す
。
す
え
つ
ぐ
精
一は
、
既
得
権
益

と
概
い
希
望
あ
る
長
崎
を
創
つ
て
参
り
ま
す
１

■
私
の
政
策

Ｂ

１

脱
し
が
ら
み

し
が
ら
み
と
は
政
財
官
の
癒
若
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
国
民
に
と
っ
て
大
き
な
無

駄
な
お
金
が
費
や
さ
れ
ま
す
。
脱
し
が
ら
み
は
財
政
再
建
に
つ
な
が
り
、
国
民
の
生

活
そ
の
も
の
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。
「脱
し
が
ら
み
」
、
そ
れ
は
既
得
権
益
と
戦

う
政
治
家
、
す
え
つ
ぐ
犠

一
の
政
治
信
念
で
す
！

２

六
村
南
を
経
済
都
市
と
し
て
発
議
さ
せ
ま
す
。

県
央
に
位
置
し
長
崎
空
港
と
新
幹
線
も
整
備
さ
れ
る
大
村
市
。
空
路
と
睦
路
を
利

潟
し
て
全
国
の
物
費
を
集
め
、
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
日
本
の
西
の
機
出
の
玄
関
口
と
し

て
基
盤
整
憔
を
行
い
、
経
済
都
市
と
し
て
大
村
市
の
総
生
産
銀
の
増
加
を
図
っ
て
参

り
ま
す
。

３

葉
彼
杵
萬
規
構
造
路
の
早
擁
売
虚
に
取
り
組
み
ま
す
。

東
彼
持
高
規
格
蓮
路
が
開
通
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
村
か
ら
県
北
へ
の
人
や
物
資

の
流
れ
が
大
き
く
飛
羅
し
ま
す
。
そ
れ
は
長
崎
の
新
た
な
経
済
圏
を
作
り
、
大
村
が

県
の
中
心
都
市
と
し
て
大
き
く
発
展
す
る
と
共
に
、
県
民
所
得
の
向
上
に
大
き
く
寄

与
し
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
早
期
完
成
に
金
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

４

農
と
観
光
に
よ
る
離
島
振
興

人
口
滅
少
が
著
し
い
離
島
。
長
崎
３
区
は
、
五
島
列
島
、
壱
岐
、
対
馬
と
多
く
の

難
島
を
抱
え
ま
す
。

し
か
し
、
島
に
は
た
く
さ
ん
の
食
の
意
み
や
素
購
ら
し
い
観
光
資
源
を
有
し
て
い

ま
す
。
私
は
基
島
振
興
策
と
し
て
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
策
の
強
化
を
図
る
と
共
に
、

夏
休
み
の
子
供
の
機
質
の
無
料
化
な
ど
交
通
手
段
の
低
簾
化
に
も
取
り
組
ん
で
参
り

ま
す
。
ま
た
、
離
島
の
経
済
振
興
策
と
し
て
、
漁
業
を
環
境
や
気
候
面
か
ら
見
直
し

再
生
し
て
行
き
ま
す
。

Ｓ

石
本
ダ
ム
の
建
織
の
漂
横

佐
世
保
市
へ
の
水
資
源
の
確
保
を
目
的
と
す
る
石
木
ダ
ム
、
し
か
し
、
佐
世
保
市

の
人
口
が
舗
％
減
少
し
て
い
く
中
で
水
の
供
給
量
を
鵠
％
増
や
そ
う
と
す
る
こ
と

は
、
無
駄
以
外
の
何
籾
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
県
民
の
ω
パ
子
セ
ン
ト
は
石

本
ダ
ム
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
行
政
の
無
責
任
さ
を
感
じ
る
状
況
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
ム
す
な
ダ
ム
の
工
事
は
、
県
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
ま
で
凍

結
し
ま
す
。

６

消
費
機
増
税
の
凍
描

景
気
の
実
感
を
感
じ
る
ま
で
消
費
税
１０
％
へ
の
増
税
を
凍
結
し
ま
す
。

●
プ

ロ
フ
ィ
！
ル

STOPr安催政権。世代交代ゴ
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画面をご貧くださⅢ′ こDi驚 繋な,黒 I女 僚報I′',ら経

“

された原穣を写要にとってそつまま輿〕刷したものでi, (2)

洗島,ざ群;衆議院1ヽ選挙区選出議員選挙長崎県第3区選挙公報ξ毬会葺芸
市民+野党 力あわせて未求ひらくご一票を

期 輔 籍1石 本ダ

`i離

島 |■ 1錢法0(素ざ
=:|(う

七攣
.1操

こと朝鮮F掘選≡
一　
憲
法
９
条
も
つ
日
本
こ
そ
「対
話
に
よ

安
保
法
卸

，
戦
争
法
、
共
謀
罪
法
な
ど
、
民
滋
無
視
の
強
行
採
決
を

つ
づ
け
、
「森
友
・加
計
学
園
」
問
題
で
行
政
を
私
物
化
す
る
安
倍
自
公

政
権
。
「
ア
ベ
政
治
を
許
さ
な
い
」
―
平
和
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め

に
、
石
丸
完
治
と
日
本
共
産
党
は
が
ん
ば
り
ま
す
。

こ
の
道
を
揺
る
が
ず
進
み
ま
す

白
民
党
の
「崎
完
努
力
」
が
仲
び
て
も
政
治
は
変
わ
り
歳
せ
た
。
「市

民
と
野
党
の
共
鶴
」
が
、新
し
い
月
本
の
政
治
き
つ
く
る
力
で
す
。
Ｅ
本

共
産
党
は
こ
の
道
を
、
いし
れ
か
ら
も
揺
る
が
ず
に
進
ん
で
行
き
ま
す
。

ふ
る
さ
と
を
力
す
く
で
筆
う
石
木
ダ
ム
建
設
に
反
対
し
、
国
の
事

業
認
定
の
取
り
消
し
を
求
め
ま
す
。
離
島
の
農
水
産
物
加
工
品
や
二

槃
製
品
な
ど
の
輸
送
贅
に
助
成
し
ま
す
。
生
活
で
き
る
農
業
　
漁
業

の
再
生
へ
全
力
を
あ
げ
ま
す
。

離
島
振
興
に
全
力
で

石
本
ダ
ム
は
建
設
中
止
。

憲
法
９
条
を
守
り
ま
す

核
兵
器
禁
止
条
約
に
参
加
を

自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
し
た
ら
、
９
条
２
項
を
変
文
化
さ
せ
、
海

外
で
の
無
制
限
の
武
力
行
使
に
通
を
開
き
ま
す
ざ
憲
法
９
条
は
世
界

に
誇
る
Ｒ
本
の
宝
゛
「安
倍
政
権
に
よ
る
数
無
ノ
ー
一の
一
点
で
力
を

あ
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

消
費
税
１０
％
は
中
止
し
、

格
差
と
貧
困
を
た
だ
す
経
済
改
革
を

消
費
税
８
％
で
景
気
は
冷
え
こ
ん
だ
ま
ま
す
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
も

一
向
に
良
く
な
ら
な
い
．
消
費
税
１０
％
は
中
止
以
外
あ
り
ま
せ
ん
。

要
総
層
や
大
企
業
に
応
分
の
負
担
を
球
め
、
税
争
の
使
い
道
は
社
会

保
障
、
子
育
て
　
教
育
、
地
域
活
性
化
最
優
先
で
。
８
時
間
働
い
て

普
通
信
く
ら
せ
る
社
会
を
。

る
平
和
的
解
決
」
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

北
朝
鮮
の
骸

・
ミ
サ
イ
ル
開
発
は
詐
せ
ま
せ
ん
．
同
峙
に
戦
争
だ

け
は
絶
対
に
お
こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
籍
洟
制
裁
の
強
化
と

一
体

に
、
「
対
話
に
よ
る
平
和
的
解
決
」
の
た
め
、
憲
法
９
条
を
も
つ
日
本

こ
そ
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

（主
導
的
役
割
）
を
発
揮
す
べ
き
時
で
す
。

安
保
法
制
班
戦
争
法
廃
と

立
憲
主
義
回
復
を

安
倍
政
権
ほ
ど
憲
法
を
言
い
が
し
ろ
に
し
た
政
権
は
他
に
あ
り
ま

せ
ん
。
秘
密
保
護
法
、
安
保
法
制
、
共
謀
罪
法
十
人
権
を
じ
ゅ
う
り

ん
し
、
個
人
の
尊
厳
を
ふ
み
に
じ
る
連
態
立
決
を
廃
止
し
　
立
憲
主

義
、
平
和
主
義
を
と
り
も
ど
し
ま
し
ょ
う
，

石
丸
　
由万
治

嚇

日
本
共
産
党

石丸完治 略歴  191,T,万翌■■まれ。長盛大学経謗ヤSiヽ どJ,と在、比環奮任委員、乾果震t入 諏民都t(     政策の辞細はネームベージ  日本共産箕1 検策 い住p:  ′―
jcp Orrp/

投票日は10月 22日 (日 )で現
小選挙区はピ ン ク 色 の投票用紙に候 補 者 の 氏 名 を

比例代表はあ さ ぎ 色 の投票用紙に政 党 等 の 名 称 を

(投票用紙をまらがえないように投票しましょう。)

なお、小選挙区のほ菩uり は次のとおりです。

第 1区 長崎市 (十 日外海lgr及 び1日琴海町の区域を除く。)

第2区 長崎市 (I日外海田子及び旧琴海町の区城)・ 島原市・諌早市・雲仙市 ,南島原市・長与町・時津町

第3区
佐世保市 (早岐支所管内、三川内支所管内及び宮支所管内の区域)。 人村市・対馬市 '壱岐市
五島市 東ヽ彼杵町・チII棚 町'波佐見町・小値賀町・新上五島町

第4区
佐世保市 (畢岐支所管内、三川内支所管内及び宮支所管内の区域を除く。)・ 平戸市・松浦市

西海市・佐 町々

※′lヽ選挙区の区割りの改定により、西瀬市が第4区へ、小値賀隠が第9区へ編入されておりますので、当該地区にお住まいの有権者の方 (々よ、と注意願います。

※投票日に仕事やレジャーなどの予定のある方は、期日前投票または不在者投票をしましょう。
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lIIH:そ

岳 ま

大
す
ほサ

●
農
業
戸
別
所
得
補
償
制
度
の
復
活

●
漁
場
の
整
備
と
燃
油
対
策
の
充
実

●
１
次
産
業
の
付
加
価
値
化
と
６
次
産
業
の
推
進

●
観
光
業
振
興
に
よ
る
さ
ら
な
る
交
流
人
国
の
増
加

●
酉
九
州
自
動
車
遭
、
大
型
客
船
用
岸
壁
、
松
島
大
橋
な
ど
地
域
の
惑
要

な
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

Ａンと
原
発
ゼ
ロ社
会
の
実
路
を
！

●
２
０
３
０
年
代
の
原
発
ゼ
ロ
に
向
け
て
の
行
程
表
の
作
成

●
松
浦
、
松
島
火
力
発
電
所
の
増
設
等
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
転
換

●
原
発
再
稼
働
に
は

，３０
締
圏
内
自
治
体
の
同
意
を
条
件
″
と
す
る
規
程

の
新
設

ｎ
石
〉
八
日
減
少
に
歯
止
め
を
‥

●
思
い
切
っ
た
子
育
て
支
援
と
教
育
の
無
債
化
の
実
現

●
人
口
流
出
を
食
佛
止
め
る
企
業
誘
致
と
若
者
の
起
業
支
援
の
充
実

●
医
療
施
設
の
充
実
と
介
護
福
祉
の
人
材
育
成

●
造
船
製
造
業
は
じ
め
第
１
、
第
２
次
産
業
の
人
材
不
足
の
解
消

ガ
ａ
Ｔ
滉
異
的
な
丼
変
安
全
保
障
の
構
築
を
…

●
北
朝
鮮
ミ
サ
イ
ル
開
発
へ
の
毅
然
と
し
た
姿
勢
、
対
話
と
圧
カ

●
で
き
る
だ
け
他
国
に
頼
ら
ず
、
「自
分
の
国
は
白
分
で
守
る
」
防
衛
力
の

構
築

●
平
和
主
義
に
基
づ
い
た
海
外
で
の
武
力
行
使
の
抑
制

●
積
極
的
な
人
道
支
援

ｒ
ｆ
Ｆ
真
の
地
域
再
生
を
１

工霊
蓋
の
党

各
認

豊
富
な
実
績
と
行
動
方
距

日本に希望を。

奮島大すけプロフィール

◆leSa筆 6鳥εB 強世保差患れ(S4才

'◆佐世保硝立山手小等校、雷理学霞中学・高等学校、

一格大学社会学餌卒業

◆1991蕉 疑崎果眼会触員当選(27才 )

◆2009年  衆麟院議受2期目当選(46守 )

◆2011年  民華鯰pl幹事長
◆2012年  総務委員会筆頭理事
◆2012年 防衛大臣取務奮
◆2016年  民選党摂籍県秘支部逓a会代表代行

元
防
衛
大
臣
政
務
富

(54オ )

7̂

希望o舞
―

そ←
け
と

■
■
口

Ｂ

■
ロ
ロ

嗣大速報

安
保
法
制
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
法
も
カ
ジ
ノ
法
も
、
強
行
採
決
ば
か
り
の
安

脩
自
会
政
権
。
「森
友

・
加
計
問
題
」
で
は

「
お
友
達
」
攻
治
。
「
ア
ベ

政
治
を
詐
さ
な
い
」
ｉ
平
和
と
民
主
主
義
を
守
る
あ
な
た
の
大
切
な
ご

一
票
を
、
石
川
さ
と
る
と
日
本
共
差
党
に
託
し
て
く
だ
さ
い
。

若

者

を

誰

一
人

と

し

て
職

場

に

お
く

ら

せ

て
は
な

り

ま

せ

ん
．

オ

ス
プ

レ
イ

も

永

陸

機

動

副
も

い
り

ま

せ

ん
。

憲

法

違

反

の
安
保

法

制

、

共

諜

罪

法

、
機

警

保

護

法

を

廃

上

し
、

立

惣
主

義

と

平

和

主

義

を

取

り

戻

し

ま

す

。

憲
法
９
条
も

つ
日
本
こ
そ
「
対
話
に
よ

る
平
和
的
解
決
」
の
イ

ニ
ン
ア
チ
プ
を

米

朝

の
憫

喝

の
応

酬

で
算
事

衝
突

の
危

険

。

敏

壌

を

も

た

ら
す

だ

け

の
戦

争

は
絶

対

に
起

こ
し

て
は

な

り

ま

せ

ん
。

年

事

的

庭
力

で
は

な

く

、

経

済

制

裁

と

一
体

に

「
対
話

」

に
よ

る
平

和

釣

解

決

を

。

消
費
税
Ю
％
は
中
と
し
、

格
差
と
貧
困
を
た
だ
す
経
済
改
革
を

消

費
税

８

％

で
く

ら

し

は
苦

し
く

な

る
ば

か
り

。

消

費
税

１０

％

は

キ

ッ
パ
リ

中

止

。

密

裕

層

や
大

企
業

に
応

分

の
税

負

担

を

求

め
、

税

金

の
使

い
道

は
社

会

保

障

、

子
育

て
　

教

育

、

地

域
溝

牲

化

優

先

で
ｃ

最

低

賃

金

の
大

幅

引

き

上

げ

を

。

自
衛
隊
を
憲
法
９
粂
に
明
記
し
た
ら
海
外
で
無
制
限
の
武
力
行
使

へ
。
「後
か
ら
つ
く

っ
た
法
は
，
前
の
法
に
優
先
す
る
」
と
な
り
、
９

条
２
項
が
空
文
化
に
。
９
条
を
守
り
、
世
界
中
に
広
め
ま
す
。

一
み
る
さ
と
に
住
み
続
け
た
い
」
「自
然
豊
か
な
線
を
機
し
た
い
」

と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
訴
え
と
運
動
．
強
制
収
用
を
た
だ
ち
に
や
め
、

石
木
ダ
上
の
建
設
中
止
を
ざ
玄
海
原
発
の
再
稼
働
を
詐
し
ま
せ
ん
企

市
民
と
野
党
の
共
聞
を

揺
る
が
ず
進
み
ま
す日

本
共
産
党

石
畑
さ
と
る
噛

ひらくご革票を

石 ,'Iさ と る 翼缶簾  19ν 4贄 涌Wi露 Ⅲl■ 譲れ.受北銹拒ど委員 rて .イぉヽ誦萬報、長崎大

'と

糠ヽ笠S,荘今 政策の辞I銅 はかいムベージ  日本共産賛 1央 策 h“p:イ  wwwIC,。「,pテ

日
本
共
藤
党

+野党 力あわせて

石
本
ダ
ム
建
設
中
止

玄
海
原
発
再
稼
働
反
対

憲
法
９
条
を
守
り
ま
す

核
兵
器
禁
止
条
約
に
参
加
を

安
保
法
制
＝
戦
争
法
廃
止

立
憲
主
義
の
回
復
を

霞本0ため健重盈籍驚饗
習

汗か奮主義
翻場主義

案任

参議院1候 貫

金子 原三卵

泰麓協議員
議受簿黒知事 薦摂特市灘‡舞

宙露 友
=郎 奮

自
鳥
貧
盆
盟
　
公
明
覚
推
磨

７０
才

機
駆漱

納
爛
鉢

園
洋

泰

愛
　
吉

尊
村

園

日
歯
友

摯
組

舵

内
川
加

自
雷
頑

攀韓韓攀韓

鯵 澄霞篇離衣翻覇漂"
凸
瞬
〕力
一れ
一汚
酪酎

AN ⅢIIγ 厳猟導入猟望
6盛

繊縄 費

北本fさ んtま式が党に魚かせない入材
7期 nの 当選を弯指し全力で鳥援します

軽墓と贔陛 F躍鑽墓静
企禁の「やる鈍,1着務Eする支擬鑽酸策を棄行

罐 亀農屋農瑾簿歳瀞
鐵りをもつて疑機構恩,いただけるよう盆力で交経

今こそ「弱脅どの立爆で
国総

=分
の西賃熟際箇は 丁額に鑽議を驚める

島透にある r義い立鳩Jの角々に婦する
踏麓策の充棄・ 盤大

`ま

 私のライフワーク
地竜にか,霧力路に取り組みます

い襲鶴韻韓色

で主捜します左好皐

戴党与発の一員として全衝的にバ,′ タアップ世
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(1) |■ l締 をど疑ください。

乱遅氏熟庵衆議院|`例代表選出議員選挙九州選挙区選挙デム`報
長崎県選挙
管理委員会

守るべきものはしっかり守る。

変えるべきものは大胆に変える。

日本 に希望 を。

希望の党代表
こいけ   ゆりこ

小池 百合子

略称 :希望

kibounotou.,p

ユi巧 Ft移とオllliati来 糸∴

説ゆ電静

上!気 Ⅲll`Iを 4れ えに
'る

たわ

Zt t4υ )itt t'4と

'11 01ti難
:∴ とよ0

議員定数,議員報謝の
副滅

回套議員みずお`ら身を切る改革を

"f行

し、
「しお

'ら
み政治Jから脱算します.

基中心 騒醍彗押田お

クスυ)

徹,(し た駕よ部I説 ‖とf引スを|!大 ,h州 に

よく‖″オ十F力を■,vし たキr`,li∴ギ1-化を1増 ります

原発ゼロヘ

r2(13(l年 ま瑠こ漁完ゼロ」を目縮しまi
エコ社会に変えてい書ます

亜

,fr,‖・孝
イズfす

。
lin,1,で,,

充 )I

‖瀾モ1て

“

,`ヤ

`琳
町Ⅲ(さ ん

rと 支オ市tr.1モ る瀾Fi

tこ 1と 少 1■41lШ IViナtり ′ザ■かれ1)よ .チ

嚇 合

パーシティ社会の
実現

夕 てヽの人が輝l)を 社aをめざし▼す。

欝に,女性、ンエアの力をどうに生かし章す。

曽眸¥ 境 蔀 o

'し',kυ

)祐 1ヅ ,と

競争力で
')強

化

'Iし'1に
1'せ

'11よ

′ti、 になグ。

,と州制を■′、し

'也

Hか 11子′て,,〔 ♂)れは′、夕もなくなる

憲法改正

憲細 条をふく鞭 lF常撼とすすあます。

鬱υ

比 例 代 表 は 肝希 望 の党 』ヘ

投票日は10月 22日 (日 )で魂
刑鵡 挙区はピ ン ク 色 の投票用紙に候 補 者 の 氏 名 を__

比例代表はあ さ ぎ色 の投票用紙に政 党 等 の 名 称 を

(投票用紙をまちがえないように投票しましょう。)

日本の明日を、私たちで決めよう。
※投票日に仕事やレジャーなどの予定のある方は、期日前投票または不在者投票をしましょう。
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画面専ざVて くださて、 (2)

乳騒洗魚籍衆議院,1例代表選出議員選挙九州選挙区選挙メム`報冨斃軽慧

w螺、komёi.o菊 pとヒ例区は
め  い

●ビジョンや実績はホームベージをむ琉ください。

(臨秘:公明)

こ  う と  う

教育負担0
軽減へ。
幼

'と

教育から1蔦 等教育(大学など)までジ,

大胆な「教育の無,t十七|を めざします .

え州選挙区tこ

私たちがいます。

れAプロック

鷺佛代表名藩奮建
'雪

除
,テナーの来Xは
,チナーンチュカ(猟ゆる|

撤
大分から改油を変える

テルヤ寛徳 吉,1によじめ

逮
議え子を

再〔′lVE:購 tt逃ら′Fい

錢
′
女`と のヽ社会保障,

稲祉 介ヽ議の英現を

緻麟
う

たけうち信昭 和田かなめ

パ 暴建政治ストップ
憲巌を活かす政治
◎消費税 10%反対、不公平税制の是エ

◎安心の子育て、年金・医療・介護の確立、教育無懐化推進

◎残業代ゼロ・過労死許さす、人間らしい働き方の実現

◎脱原発、人間の復輿、震林水産業の再生

◎戦争法・共謀罪法廃と、辺野首新基地反対、オスプレイ配備撤国

社R葉 党書 き困 忠智

http:〃wwwSHsdpaorぃ ,p/

とと停uttは

投票日は10月 22日 (日 )で魂
珂選 挙区はピ ンク 色 の投票用紙に候 補 者 の 氏 名 を

比例代表はあさぎ色あ投票漁紙に政党等の名称を
(投票用紙をまちがえないように投票しましょう。)

日本の明日を、私たちで決めよう。
※投票日に仕事やレジャーなどの予定のある方は、期日前投票または不在者投票をしましょう。
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(3) 蒻
`′

をご質くださi七

盈亀臭I歌籍衆議院,1,ll代表選出議員選挙九|‖選挙区選挙メム`報暮糧曇置套

瑠
‐

Ｆ

田
　
臣丁 ▼

カ
●

未来に責任を持つ確かな政策4さらなるステ申ジヘ。
■醒E■ 北朝鮮の脅威から、国民を守り抜きます。 地凝 ll生で、活力ある元気な地方をつくります。

さらに復輿加速へ。
熊本地震、九州北部蒙雨災書等からの復輿加速を目指します。盟

劇的な生産機の向上で、国民の所得を
購やします。

未来を担う子儀たちに,

“保育。教育の無償化"を実現します。
国民の幅広い理解を得て与

憲法改正奄目指します。

魅 例 代 療 墓 驚 量 競 簑

瓢霞 博之 みやし 額臓 今付 離弘 据1:―行 西村 繊隆 大久保 躇襲 ‖1止 健

機 関 票

簸
i萬観 1)`      種闘2区

丼上たかひ心   おにき鑽
絡関3区       福F14盛       租開SI《       稲閥6F八       摘醒ア盛      鶴

'u9盛

      偶園to区      稲闘H区
吉ヨEあつし   経内ひて′き   顔田ましあき  はとやま

=郎
   藤丸さとし   みはら輔麟   山本華二    たけだR太

佐 霞 騨 t_豊主豊__」
衣 命 票

″ftt I区

着田 かずちか “

寮2区

古えi康

長凍葺I区

露隅 触

長璃2区

加藤 かんじ

支踏4区

北村 爺吾

熊ホ1lX

本原 み のる

大分 11ヌ

穴見 鶴―

大分alX

密 霞 え けし

震 博 県 1      辱髪曼零      | 沖 縄 螺

奮驚1盛      と鶴21k      =曽3区       ど、ナ、島2区     胞″.局 0露     穏死局4露       お1銀 llメ       ュⅢ鶴2`      沖縄3区       F“ 鶴4区

たけい 僕輔    江藤 授   ふるかわましひさ   金子 万寿夫   小理 やすひる   森幽 ひうし   ヨクバ 幸之勘  ミヤザキ 酸久   髭霧 なつみ   エシメ 1雪 二郎

◎次の候構書は、小題撃区のみに立韓縮しております。 福岡8区 あそう太郎 棗崎3区 谷′‖やいち 燃な2区 野田た1,し  謙本3区 頬本てつし 熱本
'盛

金子やすし

大,2区 えとう篠注目
' 

蔑勇角1区 やすおか宏武   44,に よ,1,日世区けみつは強
'ほ

亦■猟に顧写獲の舶くができまピた.

自露真

″々9,イ

盗じr′て,″ ♂

比例代表は「自由民主党」または「自民党」とお書きください。

麓
小選挙区は、あなたの街の自民党の「候補者名」をお書きください。

鐘
Ｌ
露
氏

兵 碑

贔
ど
■
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(4)

柵奥魚を衆議院,`例代表選出議員選挙九llllll選挙区選挙メム`報
長崎県選挙
管理委員会

=蔦
民+競 豚 随 0 消費税100/o中 止 観

安倍政権による
9条改憲NO:

疹奮裕層と大企業に感分の負担を求め、財源を確偽

●大企業の法人税実質負担キ(i2ツ。)を
中小企業 (19%前 後)なみに増や玩

0電陥 ス。
首相がおうう9条改憲Iよ、無制限の
海外での武力行捷に道を開きます。

政党のあり方が問われています。

「安倍政治を止める。そのために野党は

共間を」―一市民のみなさんが求めるこ

の立場を、日本共産党は、これからもつ

らぬきます。

市民との約束を、なによりも大事にし、

「市民+野党」でブレずにたたかう日本

共産党が伸びれば、政治は変わりま現

●年金協」漱ストッス 教育の無償化

燃鼻鞄正疵0導蓮登J、

からこ,,ヘ ルールを強子ヒ。               企業予算をiプし月に
'営

擬。

●中小企華を支援して長1蜃資金嬌絡を
'千

獨      ●来の直僚支払交付金おJ度 の廃正をや♂ン、

に31き 上峡 ,500円 をめざす。             営震できる価欄 兵隠 所得結懐を。

比例代表は日 本 異 塵 愛 属 罪駐野日本其選党
略称箕塵宛

国民のみなさんの日常の暮らし、現場のリアルな声に根ざした、

ポトムアップの政治を実現する。それが私たちの描く、日本の未来で魂 右でも左でもなく年前へ。

立落民主党代表

枝野幸男

立露隠主党
肉:

ひ
ろ
し

伸,

間=

昌!

信!

比例区は立憲民主党∝称民主力l

小i雲挙区l去立憲民
=党

の候絡者ヘ

九州選挙区名簿豊載者

議員報酬
約3害uカ ツト

議員定数
約2害むカット

一般行政蔑員人特費

約19°/oカット

′ム`務興
~制

度改革

維
新
は
や
つ
て
い
ま
す

九州 ブロック比例代表名簿登裁者

福岡県 第4区

彗
甘子■

i子
挿
ゞ

盤
かわの正美

鹿児島県 第1区

山之内つよし

沖縄県 第1区

下
'也

ミキオ

長崎県 第3区

くちいし竜三

効月教育の完全禁膚イと 私立高校の実質無膚子と

六学のすょマ茉蒋策宿Fと 高齢者の習ι
'事

クーがン

消費ガ周歯蒻凍結 r
身をとガる改革て教育無償イをr

比例代表は「維新」または「日本維新の会」とぉ書きくださし比
小選挙区は候補者名をお書きください。

グ
p撫陶峰倉

▼  ▼  ▼
い しん

清潔■勇断できる政治を。
こ う   ふ く

とお書きください。

師 壬理司

は比例

□

機 華福実現党  四 絞墨与

下げよう!

消費税5°/0
～滅税こそ、最大の福祉

自分の回は等
自分で守ろう!

・国民保護を徹底し、北朝鮮危機にし,かけ備えます。  ・消費税を5%に引き下ik家計を守ります。
こ万―の場合に備え、先進霞並みに核シェルターを替汲させます。・民間活力を最大化し、所得催増を実現します。

・日本を守る自衛隊が十分活躍できる体制をつくります。 ・公教育の質を高め、塾に頼らない学校をつくります。

・北朝鮮には憲法9条適用除外で、国民を守ります。   ,長寺を祝福できる生巌現役社会をつくります。
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(1) rlmをご質(ださい

潮継4最高裁判所裁判官国民審査審査公報醜会醸
盤
　
屋

平
成

一
六
牛

一
八
年

二
二
年

二
胆
年

二
五
年

二
六
年

二
七
年

昭
和
工
二
年
　
聘
月

六
二
年
　
鵬
月

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

平
成
二
七
蕉

一
一
月
二
五
ｎ
　
大
法
廷
璃
決

平
成
二
六
キ

一
二
月

一
閣
日
純
行
の
兼
議
院
議
罠
総
選
挙
当
時
に
お
い

て
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
ゆ
選
挙
区
割
り
け
、
前
副
の
総
選
挙
当
時
と
同

様
に
慈
撲
の
投
票
価
縫
の
平
等
の
要
求
に
反
す
る
状
態
に
あ

っ
た
が
、
今

理
的
胡
側
内
に
着
け
る
是
正
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
ず
　
慈
よ
に
違

反
す
る
も
の
と
は
い
え
才
い
と
し
た

（多
数
意
見
）．

二
　
平
成
二
七
年

一
二
月

一
六
日
　
火
法
建
判
決

民
法
七
三
二
条

一
項
の
規
定
の
う
ち

一
Ｏ
Ｃ
Ｈ

，
超
え
て
海
婚
簑
止
期

間
を
設
け
る
郎
分
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
０
年
当
時
に
お
い
て
、
憲
法
に

違
反
す
る
に
こ

っ
て
い
た
が
、
立
法
構
麓
を
と
ら
４
か
っ
た
立
法
不
作
為

は
、
国
家
盤
横
法
上
逍
法
と
に
い
え
な
い
と
し
た

（多
数
意
見
）
．

〓
　ヽ
平
成
二
八
年
六
月
二
増
　
第

一
本
法
極
報
決

外
国
隠
療
が
発
行
し
た
円
建
て
機
券
に
係
る
償
選
等
請
求
訴
訟
に
つ

き
、
僚
善
の
播
理
会
社
は
、
横
券
の
篠
権
者
の
た
め
に
訴
訟
を
担
当
十
る

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た

（企
員

一
致
，
裁
判
長
）
。

暇
　
平
成
二
八
年

一
二
月
八
曽
　
第

一
小
法
錘
判
決

判
決
で
示
す
事
糖
の
下
に
お
い
て
は
、
飛
行
場
の
周
把
住
民
と
、
騒
音

波
害
を
理
歯
と
し
て
協
衛
隊
機
の
運
航
の
差
■
め
″
崇
・め
る
訴
え
を
通
法

に
提
起
す
る
こ
と
ガ
で
き
る
と
し
た
。

前
記
飛
行
場
に
お

，
る
自
衛
隊
機
の
連
銃
ｒ
係
る
防
衛
大
離
の
格
際
の

行
篠
虚
、
鶴
決
で
示
す
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
萩
鐘
機
の
範
閣
を
超
え

又
は
そ
の
滋
用
と
な
る
と
は
い
え
ず
、
前
記
差
た
め
ほ
認
め
ら
れ
な
い
を

し
た

（金
買

一
致
、
縛
足
意
見
付
れ
、
裁
判
長
）。

五
　
平
成
二
人
年

十
二
月

一
九
日
　
大
法
任
決
定

共
同
縮
橋
さ
れ
た
普
通
積
金
鎮
権
，
適
帯
府
金
償
構
及
ぴ
定
翔
貯
金
篠

権
は
、
構
焼
翻
始
と
同
時
に
当
然
に
擢
統
分
に
応
し
て
分
割
さ
れ
る
こ
と

は
を
く
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
と
し
た

（全
員

一
政
、
綴
足
意
見
付

加
）．

一ハ
　
平
成
二
九
年
二
月

一
五
日
　
大
法
廷
判
決

革
前
に
使
鳩
者
ら
の
承
話
な
く
秘
か
に
Ｃ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
て
位

置
情
報
を
検
索
し
把
握
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｓ
投
査
は
，
令
状
が
な
け
れ
ば
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
た

本
企
員

一
致
半

裁
判
官
と
し
て
の
心
機
え

社
会
情
勢
が
大
き
く
変
動
し
、
価
綻
観
が
多
様
化
す
る
に
つ
れ
て
、
利
客

の
対
立
、
考
え
方
の
対
立
が
厳
し
き
を
増
し
て
い
ま
す
。
様
々
を
対
立
が
生

み
出
す
紛
手
等
に
つ
い
て
、
証
拠
に
基
づ
く
実
証
性
と
族
に
基
づ
く
識
盟
牲

を
も

っ
て
、
核
護
可
能
な
形
で
判
断
を
示
す
裁
判
の
果
た
す
役
割
は
、
よ
り

鷺
要
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
常
に
中
立
公
工
で
あ
る
こ
と
を

心
に
刻
み
、
社
会
事
象
を
で
き
る
だ
け
幅
広
く
と
ら
え
、
多
様
な
考
え
方
の

違

い
を
受
容
し
　
正
義
に
か
な
う
濾
切
要
善
な
判
断
を
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
力
を
尽
く
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

入

月
一
月

七
月

二
月

七
月

理
月

田
月

」
　

　

い
け

小
池
　
裕

最
高
裁
判
所
判
事

新
鴻
県
長
聞
市
で
生
ま
れ
、
■
の
後
、
凍
京
都
、
神

奈
川
県
で
過
ご
す
。
藤
沢
市
ヤ
森
が
開
中
学
校
、
神

奈
川
県
立
滞
笛
高
等
学
校
、
軍
煮
大
学
法
学
部
を
率

業
。

判
事
輸
任
奮
　
以
後
、　

‥た
故
舶
裁
、
横
浜
家
地
裁
川

崎
支
部
、
最
高
裁
民
事
局
、
阿
総
務
局
　
東
京
地
裁

に
勤
務
ｒ

判
事
経
営
　
以
後
、
東
京
地
裁
判
事
、
厳
萬
裁
総
務

局
室
長
、
同
課
長
、
餓
薦
誠
審
談
官
を
務
あ
る
．

東
京
地
裁
判
事
部
総
揺

最
高
裁
経
理
局
長

水
戸
地
裁
所
長

東
京
高
裁
判
事
線
総
揺

来
京
地
裁
軒
長

東
京
務
裁
長
育

最
高
裁
判
断
判
事

ろ
し

昭
栂
工
六
年
セ
月
二
Ｂ
生

駆
稗
五
五
年
　
田
月

五
七
年
　
四
月

平
成
　
攘
キ
　
園
カ

選
挙

区
間
に
お
け
る
投
票
儘
使
の
下
均
穂
は
、
違
窯
の
問
題
が
と
す
る
程
度
の

著
し
い
不
平
辞
状
態
に
あ
、́
た
も
の
と
は
い

，
ず
、
議
員
定
数
斑
分
規
定

が
憲
法
に
遵
反
す
る
に
重

，
て
い
た
と

，
い
デ
な
い

（多
数
意
見
）
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

裁
判
の
機
能
は
、
族
的
紛
子
を
、
法
令
に
基
づ
く
透
明
で
公
平
を
手
続
に

よ
り
嬢
正
要
も
に
解
決
す
る
こ
な
で
す
０
、
近
年
け
、
様
々
な
分
野
で
グ

ロ
ー

バ
ル
化
や
価
値
親
の
多
様
化
が
進
み
、
事
実
認
年
の
場
爾
で
も
法
解
釈
の
場

面
で
も
、
普
遇
的
な
価
値
を
守
る
こ
と
と
変
化
祥
茶
強
に
対
応
す
る
こ
と
と

の
パ
ア
ン
ス
の
と

，
方
に
苗
む
事
件
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
．
最

高
裁
判
所
は
、
裁
判
の
プ

ロ
セ
ス
の
絞
絡
森
と
し
て
禰
々
の
事
件
の
最
終
鯨

諭
を
出
す
と
と
も
に
、
法
律
書
と
し
て
他
の
裁
鞘
で
の
指
針
と
な
る
法
解
釈

を
示
す
と

い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
　
魏
任
し
て
十
年
余
り
が
経
過

し
た
と
こ
ろ
で
す
が
　
そ
の
鞍
質
の
驚
さ
と
難
し
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
務
善
に
陥
る
こ
と
を
戒
め
、
広

い
視
野
と
柔
軟
な

発
態
を
持

っ
て
毯
分
の
考
え
を
多
角
的
ｒ
検
護
す
る
よ
う
心
掛
け
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
戒
あ
を
今

一
度
斯
た
に
し
て
　
こ
の
鼓

い
黄
任
を
全
う
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
．

と
　
　
′ヽ
ら
　
　
さ
よ
　
　
ろ
う

戸
倉

二
郎

籍
　
歴

最
一島
裁
判
所
判
事

曲
口
県
隠
裔
市
生
ま
れ
。
地
元
の
小
学
棋

中
学
校
、

山
口
県
立
徳
山
商
狡
を
経
て
、　
一
橋
大
学
法
学
部
を

卒
業

司
法
修
習
生

判
事
裕
径
官

大
陵
地
裁
　
札
幌
地
裁
、
最
高
裁
民
事
局
　
同
人
事

局
、
東
京
地
教
に
お
い
ｒ
．勤
務

判
事
任
富

東
京
地
裁
判
事
、
司
法
紆
袴
済
貌
官
、
広
島
地
裁
判

事
（部
総
猛
）、
広
島
高
歳
事
務
局
長
、
最
高
殺
人
事

局
参
慕
賞
、
臓
密
譲
官
、
東
京
地
裁
判
事
（部
総
篭
）

を
務
め
る
。

最
高
裁
総
務
局
質

東
京
商
裁
判
事

さ
い
た
ま
地
裁
所
長

歳
密
裁
事
務
総
民

東
京
商
裁
長
官

飛
高
裁
判
所
判
車

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

平
成
二
九
年
九
月
五
日
　
第
二
小
法
廷
決
定

訴
訟
上
の
救
幼
の
決
定
を
受
け
た
者
に
支
払
を
盛
予
し
た
要
用
鬱
　
こ

れ
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
相
手
方
か
ら
蕊
接
取
り
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
取
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
を
、
右
籍
子
し
た
費
用

に
相
手
方
の
訴
盃
費
用
の
負
担
割
合
意
工
に
牽
し
て
定
め
る
べ
き
も
の
と

し
た
原
審
の
判
断
に
は
、
裁
判
所
の
谷
理
的
″
裁
量
の
範
囲
を
逸
艇
し
た

連
法
が
あ
る

（奪
員

一
欧
）
．

一
一　
平
成
二
九
年
九
月

一
二
日
　
第
二
Ｉ
法
妊
澪
定

破
避
債
権
者
が
破
産
手
続
開
始
後
に
物
上
保
証
人
か
ら
懐
権
の

一
部
分

弁
済
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
手
続
冊
始
時
の
額
権
根
を
基
礎
と

し
て
計
舞
さ
れ
た
配
当
額
が
　
当
該
伐
権
の
常
体
法
上
の
残
額
を
超
過
す

る
と
き
は
　
そ
の
超
過
す
る
部
分
は
、
当
該
特
権
に
つ
い
て
記
と
す
べ
き

で
あ
り
、
物
上
保
証
人
の
求
償
権
や
そ
の
他
の
破
た
後
推
に
つ
い
て
難
当

す
べ
き
で
は
な

い

（全
員

一
致
）。

一
一　
平
成
二
九
年
九
月
ｉ
ｔ
田
　
大
法
廷
鞘
決

二

一
年
　
閣
月

二
五
年
　
九
月

二
五
年

一
〇
月

二
大
年
　
七
月

二
八
年
　
四
月

二
九
年
　
一ｉ
月

昭
和
二
九
年
八
月

一
一
ｇ
生

平
成
二
八
年
七
月
に
行

わ

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

平
成
二
九
年
二
月

ヽ
五
日
　
大
法
妊
判
決

車
両
に
使
用
者
ら
の
承
講
な
く
驚
か
ｔ
Ｃ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
て
位

置
情
報
を
検
索
し
把
据
す
る
期
事
手
続
上
の
機
査
で
あ
る
Ｃ
Ｐ
Ｓ
捜
養
は

今
状
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
強
制
の
簗
分
で
あ
る

（全
員

一

致
）。

一
一　
平
成
二
九
年
七
月
二
０
日
　
第

一
小
法
廷
決
定

既
に
し
た
執
行
処
分
の
取
消
し
等
に
よ
り
強
制
執
行
が
目
的
を
進
せ
ず

に
終
了
し
た
場
合
に
お
け
る
執
行
費
用
の
負
担
は
、
執
行
裁
判
所
が
、
疑

事
執
行
法
二
０
祭
に
お
い
て
単
用
す
る
民
率
訴
憩
法
七
〓
条
の
焼
宝
に
基

づ
い
て
定
め
る
べ
き
で
あ
る

（企
買

一
致
）
。

子
一　
平
成
二
九
年
七
月
二
四
Ｂ
　
第

一
小
法
廷
判
決

認
定
司
族
馨
士
が
姿
任
者
を
代
理
し
て
裁
判
外
の
和
解
契
約
を
競
活
す

る
こ
と
が
弁
護
士
法
七
工
条
ｔ
違
反
す
る
場
４
で
あ

っ
て
も
、
当
該
襴
解

契
約
は
そ
の
内
容
及
び
締
結
に
至
る
縦
療
等
に
照
ら
し
、
公
序
良
俗
違
反

の
性
質
を
帯
ぴ
る
に
至
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
票
効
を
は

な
ら
な
い

（全
貫

一
致
）
。

囲
　
平
成
二
九
年
九
月
二
七
日
　
大
法
極
鞘
決

平
成
二
八
年
七
月
の
参
議
焼
議
員
選
常
選
挙
に
つ
い
て
、
当
時
の
議
員

定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
選
攀
区
間
に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、

平
成
二
七
年
の
分
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
，　
一
部
の
選
挙
区
を
各
に
し

て
、
数
十
年
間
に
も
わ
た
り
五
俗
南
犠
で
推
移
し
て
き
た
選
挙
区
間
の
人

四
の
最
大
較
差
が
二

・
九
七
倍

（選
挙
当
時
の
選
挙
人
数
の
最
大
較
差
は

三

・
Ｃ
Ａ
倍
）
ヽ
ま
で
縮
小
し
城
差
の
建
正
が
湖
ら
れ
た
こ
と
、
前
記
改

正
法
の
附
則
に
お
い
て
、
次
倒
の
通
常
選
挙
に
向
け
て
選
挙
制
度
の
抜
本

的
を
見
直
し
に
つ
い
て
引
き
統
き
検
則
を
行
い
必
ず
結
論
を
得
る
旨
が
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
も

っ
て
逮
憲
の
開
煙
が
生
す
る
程
度

の
著
し
い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
同
規
定
が
憲
法
に

連
反
す
る
に
壼

っ
て
い
た
と
い
う
と
を
け
で
き
な
い

（多
数
意
見
）
．

競
料
官
と
し
て
の
心
構
え

後
積
社
会
の
な
り
方
、
人
々
の
意
識
や
行
動
様
式
の
在
り
様
を
反
映
し
た

様
々
を
法
的
問
題
　
事
件
が
現
在
と
し
て
お
り
、
最
高
裁
は
そ
れ
ら
に
対
し

て
妥
当
　
選
切
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
景
高
裁
判

率
就
任
以
来
、
穏
々
こ
の
こ
と
を
病
感
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
難
し
い

問
題

・
事
性
の
法
釣
才
解
決
に
用
い
る
べ
き
熟
洋
　
考
え
方
に
は
、
邊
去

現
在
・未
来
と
い
う
時
岡
輸
の
中
で
変
わ
ら
ず
に
雑
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、

状
況
の
変
化
歳
応
し
て
変
え
て
い
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
異
体
的
な

事
件
の
４
り
方
に
応
と
、
そ
れ
を
Ｌ
っ
力‘
り
を
見
定
め
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。
様
々
な
意
見

・
考
え
に
４
を
燎
け
，
証
拠
か
ら
認
め
ら
れ
る
事
実
を

踏
ま
え
て
　
一
つ
ず

つ
Ｔ
寧
に
問
題

・
事
件
の
解
決
に
当
た
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
．

最
高
裁
判
所
判
事

新
鴻
黒
生
ま
れ
。
東
京
都
日
暴
区
立
職
番
小
学
校

東
山
中
学
校
を
経
て
東
京
教
育
大
学

（現

・
筑
波
大

学
）
附
属
駒
場
高
等
学
校
を
卒
業
。

東
京
大
学
法
学
部
事
業

東
京
大
学
法
学
部
助
手

（別
法
辞
攻
）

東
京
大
学
法
学
部
助
数
綬

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

日
本
和
法
学
会
理
事
張

司
法
試
験
委
員
会
委
員
長

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
長

・
法
学
部

長法
制
審
議
会
姿
貰

東
京
大
学
退
職

（現

・
名
讐
教
授
）

早
稲
報
大
学
大
撃
院
法
務
研
究
科
教
授

弁
護
士
登
録

（第

一
東
京
弁
護
士
会
）

早
稲
田
大
学
退
犠

（塊
　
名
誉
教
授
）

最
萬
裁
判
所
判
事

二
五
年

二
六
年

二
八
年

二
九
年

昭
和
二
八
年

一
一
月
六
路
■

略
　
盈五

四
年

平
成
　
四
年

二

一
年

二
四
年

昭
和
五

一
年

二
月

四
月

七
月

八
月

五
月

一
月

四

月
九
月

二
月

鍛
月

一ハ
月

一
月

二
月

や
ま
　
　
ぐ
ち

山

口
　
厚

あ
つ
し

簸
薦
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
　
平
成
二
人
年

一
二
月

一
九
日
　
大
滋
廷
決
定

共
同
相
続
さ
れ
た
彗
速
預
金
筏
権
、
速
器
貯
金
槙
権
及
び
定
剣
灯
令
俊

権
は
、
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
ｔ
糠
続
オ
に
応
し
て
分
翻
さ
れ
る
こ
と

は
な
て
、
遺
避
分
割
の
対
象
と
な
る

（全
買

一
散
）
。

一
一　
平
成
二
九
年
二
月

一
五
田
　
大
法
廷
判
決

車
両
に
使
用
者
ら
の
承
諾
な
く
秘
か
に
Ｃ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
て
位

置
構
報
を
検
素
し
把
握
す
る
剤
寧
手
統
上
の
捜
養
で
あ
る
Ｃ
Ｐ
Ｓ
捜
査

は
、
令
状
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
強
制
処
分
で
あ
る

（４
貫

一
数
）
，
　
　
　
　
・

〓
一　
平
成
二
九
年
四
月
二
六
霞
　
策
生
小
法
を
決
定

行
れ
者
が
侵
善
を
手
期
し
た
と
で
対
抗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
，
正
当
防

衛
に
お
け
る
優
害
の
急
迪
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
対
抗
行
為
ｉ
先
行
す

る
事
情
を
含
め
た
行
為
全
般
の
状
況
ｔ
照
ら
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と

し
た
卜
、
そ
の
際
の
を
感
要
素
と
判
断
方
法
を
示
し
た

（全
員

一
致
　
飛

判
長
）
。

四
　
平
爬
二
九
年
七
月

一
〇
Ｂ
　
第
二
小
法
廷
判
決

特
許
権
者
が
　
事
実
番
の
働
顕
弁
諭
終
紺
時
荘
で
に
訂
正
の
再
抗
分
を

主
張
Ｌ
な
か

，
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
　
そ
つ
後
特
許
請
求
の
範
囲
の
訂
正

を
す
べ
き
ｇ
の
審
決
等
が
確
定
し
た
こ
と
を
理
由
に
事
実
番
の
樹
断
を
争

う
こ
と
は
、
特
段
の
事
構
が
な
い
限
り
、
紛
争
の
解
決
を
不
指
に
違
延
さ

せ
る
ム
の
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い

（金
員

¨
致
）
。

■
　
平
成
二
九
年
九
月

一
五
編
　
第

一小
法
処
判
決

験
痕
採
用
試
験
に
お
い
て
受
験
者
の
得
点
を
操
作
す
る
な
ど
の
不
正
を

行

っ
た
え
蛾
員
等
に
対
す
る
求
模
権
の

一
部
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
違
法

で
は
オ
い
と
し
た
康
密
の
料
麟
に
は
、
建
法
が
あ
る

（金
貫

一
致

＾
裁
判

長
）
，

一小
　
半
成
二
九
年
九
月
二
七
日
　
大
法
挺
鶏
決

平
成
二
八
年
七
月
に
行
わ
れ
た
参
議
院
議
貫
通
常
選
挙
当
時
の
定
数
配

分
規
定
の
Ｔ
で
の
選
挙
魅
間
に
お
け
る
投
票
機
組
の
不
均
衡
は
、
達
憲
の

問
題
が
生
ず
る
程
度
の
著
し

い
不
平
等
状
態

に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え

ず
、
右
規
定
は
、
憲
法
に
違
戻
す
る
に
至

っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い

（多

数
意
見
↓
＾

識
判
官
と
し
て
の
心
構
え

こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
生
括
の
大
部
分
を
裁
判
の
現
場
で
過
ご
し
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
魁
験
か
ら
、
裁
鞘
で
は
、
法
令
及
び
論
理
性
を
と
も
に
、
就
実

さ
を
大
軽
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。
裁
判
官
と
し
て
の
問
い
麟
縁
が
必
要

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
原
告
や
被
告
等
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
ち
、

心
を
腕

い
て
話
し
合
い
、
学
ん
で
い
く
こ
と
が
ム
切
で
し
た
。

ま
た
、
多
様
れ
が
増
Ｌ
、
変
化
も
著
し

い
現
在
の
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ケ
お
さ
（
蛾
寓
裁
に
お
い
て
は
、
意
識
的
Ｆ

，
数
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に

よ
り
各
競
性
を
磨
き
、
事
件
の
社
会
的
芝

‥ｋ
を
く
み
取
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
視
野
を
広
げ
、
人
の
意
見
を

簡
き
、
鶏
論
す
る
こ
と
を
心
が

，
な
が
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
適
正
な
判

斬
が
で
ユ
る
よ
う
科
め
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

北
海
道
上
川
管
内
の
案
川
岬
生
ま
た
。
自
然
整
か
オ

然
別
、
釧
路
、
室
蘭
等
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
後
、

札
幌
南
高
校
に
進
学
し
、
東
北
大
学
法
学
部
を
事
業
。

昭
和
五
五
年
　
四
潟
　
判
事
補
維
官

東
京
地
裁
、
最
高
裁
行
政
局
、
釧
路
家
地
裁
、
同
様

室
支
部
等
で
勤
務

判
事
径
宮

東
京
地
裁
、
札
幌
地
承
衰
、
最
高
裁
調
査
奮
、
東
京

商
裁
を
経
て
、
再
度
東
京
地
裁
判
事
。
民
手
通
常
部
、

行
政
部
、
翻
停

借
地
非
訟
・建
築
都
、
商
事
都

（会

社
更
生
）
、
保
全
部
等
の
部
総
括
惑
務
め
る
。

水
″
地
裁
所
長

東
京
高
裁
判
事

（都
総
措
）

大
阪
高
裁
長
宙

乗
工爵
裁
判
事

昭
和
二
七
年
七
月
二
日
■

購
　
歴

菅
野
博
之

平
成
　
一
年
　
四
月

工
州
４
　
一二
月

二
六
年
　
四
月

二
七
年
　
一
一月

二
人
年
　
九
月

最

高

裁

判

所

判

事

か
ん
　
　
ハワ
　
　
ひ
ろ

ゆ

き
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最
高
裁
判
所
羽
華

お
お
　
　
た
に
　
　
な
お

　

　

と

大

谷
直

人

昭
和
こ
七
年
六
月
ニ
エ
冒
生

平
成
二
一二
年

　
一
月

二
朧
年
　
一二
月

二
六
年
　
七
丹

二
七
年
　
一
一月

牝
海
道
赤
平
市
で
生
ま
れ
、
逮
内

（札
幌
市
、
こ
笠

市
）
で
過
ご
し
た
後
、
東
京
に
転
居
し
、
都
立
富
士

高
等
学
校
、
東
京
大
学
法
学
部
を
率
葉

判
事
輔
任
宮
　
東
京
地
裁
、
最
高
裁
刑
事
局
、
裁
判

所
群
記
官
研
修
所
、
宮
出
地
家
裁
で
勤
務

判
學
任
官
　
最
高
裁
調
査
官
、
司
法
研
修
所
敦
富
、

最
高
裁
刑
事
局
第

一
課
長
．
東
京
萬
裁
判
事
、
東
京

地
裁
劇
季
（部
総
揺
）
、
最
高
裁
秘
書
課
長
兼
広
報
諜

長
、
湘
幕
局
長
，
人
事
局
長

静
闘
地
裁
競
長

鍛
高
裁
事
務
総
長

大
阪
窟
栽
長
容

毅
為
裁
削
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
鞘

一
　

平
成
二
七
年

一
一
月
二
五
鶴
　
大
滋
廷
判
溌

平
成
二
六
年

一
二
月

一
四
日
施
行
の
衆
鶏
院
譲
貫
織
選
挙
に
つ
い
て
、

小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
割
り
は
、
憲
法
の
投
票
価
権
の
平
等
の
要

求
に
反
す
る
状
態
に
あ

●
た
が
、
憲
法
上
要
求
冬
れ
る
合
理
的
期
間
内
に

お
け
る
是
工
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
ず
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
が
憲

法

一
四
条

一
項
等
に
連
反
す
る
も
の
と

い
う
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
た

（多
数
意
見
）
、

一
一　
平
成
二
七
年

一
二
月

一
六
癬
　
大
法
廷
判
決

民
法
七
二
〓
条

一
項
の
規
定
の
う
ち

一
０
◇
選
を
超
え
て
喜
婚
禁
上
期

灘
を
設
け
る
部
分
は
、
平
成
二
〇
年
当
時
や
お
い
て
、
葱
族

一
鵬
条

一
残
、

二
囲
条
二
壌
に
違
反
す
る
に
垂
っ
て
い
た
と
し
た

（多
数
意
見
、
補
走
意

見
付
加
）
。

一
一　
平
成
二
七
年

一
二
月

一
六
自
　
大
法
垂
判
決

「
夫
婦
は
、
婚
嬢
の
瞭
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
夫
又
は
妻
の
氏
を

称
す
る
ど
と
縄
定
す
る
民
法
七
五
◇
茶
は
、
憲
法

一
三
条
、
一
題
条

一
項
、

工
囲
条
に
還
反
し
な
い
と
し
た

（多
数
意
見
）
。

田
　
平
成
二
八
年
五
月
二
五
日
　
第

一
小
法
廷
決
定

″
ス
抜
き
轟
管
内
で
結
露
水
が
滞
害
し
て
ア
タ
ン
ガ
ｋ
が
蕩
出
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
生
し
た
擦
泉
施
設
の
建
発
事
故
に
つ
い
て
、
建
設
会
社
の
設

計
類
善
着
に
は
、
結
露
水
の
水
抜
き
作
業
の
必
要
性
善
に
関
す
る
構
報
を

施
設
の
発
注
会
社
の
担
当
者
に
確
実
に
説
明
し
、
事
故
の
発
生
を
防
止
す

べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
し
て
、
業
務
工
過
失
欧
死
傷
罪
の

成
立
を
認
め
た

（企
員

一
欺
、
縛
足
意
見
付
加
、
裁
判
長
）
す

玉
　
平
成
二
九
年
ｔ
月

一
五
日
　
大
法
推
判
決

尊
両
に
使
用
者
ら
の
承
藤
を
く
秘
か
に
Ｃ
Ｐ
Ｓ
戴
来
を
取
り
付
け
て
位

置
情
報
を
検
策
し
把
違
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｓ
捜
在
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

ン
ー
の

侵
害
を
可
能
と
す
る
機
器
を
そ
の
所
特
品
に
穆
か
に
装
着
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
意
思
に
反
し
て
そ
の
私
的
領
簸
に
後
入
す
る
捜
養
手
法
で
あ
り
、

裁
判
官
の
令
状
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
基
分
で
あ
る
と
し
た

（全
員

一
致
）。

エム
　
平
成
二
九
年
九
月
ｉ
七
日
　
大
法
薙
判
決

平
成
工
八
年
七
月

一
０
重
施
行
の
移
議
院
譲
摸
通
常
選
挙
に
つ
い
て
、

選
挙
区
選
出
議
員
の
議
員
定
数
駐
分
規
定
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
に
至

っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
を
い
と
し
た

（多
数
意
見
）
．

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

裁
高
歳
ｔ
離
さ
ま
ざ
ま
を
紛
争
に
つ
い
て
の
不
簾
が
申
し
立
て
ら
れ
、
ど

の
事
件
も
最
終
的
な
決
藩
ガ
求
め
ら
れ
ま
す
。
社
会
的
に
影
響
の
大
き
な
事

件
、先
例
が
な
く
斬
羽
散
が
求
め
ら
れ
て
い
る
襲
件
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

最
高
裁
判
事
の
職
ｔ
競
”
で
以
来
、
ｋ
の
責
任
の
重
さ
を
懸
し
て
き
ま
し
た
。

予
断
を
持
た
ず
ｒ
事
件
を
取
η
組
み
、
判
決
等
で
具
体
的
才
理
由
を
示
す
に

当
た

，
て
は
、
最
祭
終
を
し
て
当
事
者
双
方
に
説
明
黄
任
を
果
た
す
ぬ
容
と

な
る
よ
う
、
力
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

聡
　
歴

昭
和
五
二
年
　
四
月

六
二
年
　
四
月

昭
和
二
六
年
入
月
二
七
自
生

祭
葛
隷
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

平
成
二
入
年

一
二
月

一
五
爛
　
第

一
小
法
難
判
決

学
校
、
児
童
縄
社
施
設
等
の
敷
地
か
ら
二
Ｏ
Ｏ
ｎ
以
内
の
区
政
に
お
け

る
風
俗
案
内
所
の
営
業
を
禁
と
し
、
遠
反
者
に
対
し
て
湘
鶴
を
科
す
る
こ

と
を
定
め
た
京
都
府
風
俗
案
内
所
の
規
制
に
関
す
る
条
例
三
条

一
瑛
、　
一

六
条

一
項

一
号
の
各
規
定
は
　
憲
法
エ
エ
条

一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
風
俗
奈
内
研
の
外
部
等
に
、
接
待
風
俗
営
業
に
従
峯
す
る

者
を
表
す
図
画
等
を
表
示
す
る
こ
と
等
を
禁
と
し
た
同
条
例
七
条
工
号
の

規
定
は
、
議
法
二

一
条

一
現
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た

（全
貫

一
数
、
裁
判
長
）
．

十
一　
平
成
二
八
年

一
二
月

一
九
霞
　
募

一
小
法
廷
判
決

地
方
税
法
施
行
令
附
期
六
粂
の

一
モ
第
二
壊
に
で
つ
居
住
の
用
に
供
す

る
た
め
密
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
緯
分
が

一
〇
０
以
上
あ
み
共
同
住
宅
等

に
当
た
み
か
な
か
鬱
．　
一
機
の
共
同
住
宅
等
ご
と
に
判
断
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
こ
れ
と
異
な
る
判
断
を
し
た
商
裁
判
決
を
破
葉
し
て
自
判

し
た

（金
員

一
後
、
裁
判
長
）．

〓
一　
平
成
二
八
年

一
二
月

一
九
日
　
大
沸
廷
決
定

共
同
細
統
さ
れ
た
普
樋
預
金
俵
権
、
通
寄
簿
金
霞
機
及
び
定
期
貯
待
依

権
は
、
い
ず
れ
も
、
福
続
翻
姥
を
同
時
に
当
然
に
相
続
分
に
応
し
て
分
割

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
遺
産
分
制
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
、
従
前
の
判

例
は
変
更
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
を
お
判
断
を
し
た
高
裁
決
定
を
破

葉
し
て
差
し
戻
し
た

（金
貫

一
致
、
輛
足
意
見
付
加
）
。

四
　
平
成
二
九
年
熙
月
六
耐
　
第

一
小
法
廷
判
決

し
ん
姉
管
理
区
分
が
管
理

一
に
該
当
す
る
旨
の
決
定
を
受
け
た
常
時
締

し
た
作
業
に
笠
事
す
る
労
鶴
者
等
が
当
繊
決
定
の
取
消
訴
訟
の
係
届
中
に

死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
は
、
当
該
労
働
者
等
の
死
亡
に
よ
っ
て

当
然
に
終
了
す
る
も
の
で
置
な
く
、
労
働
者
災
喜
補
償
保
険
法

一
一
条

一

項
所
定
の
遺
族
に
お
い
て
こ
れ
を
承
継
す
べ
き
も
の
と
し
、
こ
れ
と
異
な

る
判
断
を
し
た
萬
裁
判
決
を
積
棄
し
て
差
し
戻
し
た

（金
員

一
致
）。

五
　
平
成
二
九
年
九
月
二
七
囲
　
大
法
妊
判
決

平
成
二
八
年
七
月
上
行
わ
れ
た
参
議
焼
議
員
通
常
選
挙
の
当
時
、
選
挙

区
蘭
Ｆ
お
け
る
投
票
続
櫨
の
不
埼
衡
は
，
遵
簿
の
関
麹
が
生
ず
る
程
度
の

著
し
い
不
平
等
承
態
に
あ

っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
議
員
定
数
配
分
規
定

が
憲
法
に
違
反
す
る
に
と

っ
て
い
た
と
は
い
え
な

い
と
し
た

（多
数
憲

見
）．

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

約
四
０
年
間
，
弁
強
士
の
活
動
か
ら
培
っ
た
経
験
や
市
民
感
覚
を
踏
ま
え
、

弁
護
士
出
身
の
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
の
鷺
覧
と
籍
ゆ
を
持

っ
て
、
正
義
と
公

平
に
適
い
、
か
つ
、
健
全
な
社
会
結
議
に
通
う
法
律
の
解
釈
　
越
用
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
求
す
、

最
高
裁
判
所
判
事
に
就
任
し
て
約

一
年
二
か
月
経
過
し
ま
し
た
。
最
終
審

と
し
て
の
判
断
の
量
さ
を
更
に
畠
覚
し
、　
一
つ
一
つ
の
事
件
に
謙
産
に
向
き

合
い
、
よ
り
よ

い
判
断

・
擬
決
の
た
め
赦
実
に
競
務
を
楽
た
し
て
い
く
覧
悟

で
す
。

塔
　
盛

昭
和
閣
九
年
　
一二
月

工
０
年
　
四
月

五
二
年
　
目
月

平
改

一
工
年
　
四
月

一
二
年

　
一
月

一
六
年
　
四
月

二
〇
年
　
四
月

二

一
年

一
〇
月

二
二
年

一
一
月

工
八
年
　
七
月

最

高

裁

判

所

判

事

き
　
　
ざ
わ
　
　
か
つ

ゆ

き

本
澤
克
之

東
京
都
新
宿
区
に
お
い
て
家
庭
釜
物
卸
売
業
の
家
庭

の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
菅
ち
、同
区
立
犠
巻
小
学
校
、

私
立
立
教
中
学
校
を
経
て
、
日
立
教
高
校
を
率
業

立
教
大
学
法
学
部
学
葉

司
法
修
督
と

弁
護
士
登
録

（東
京
弁
護
士
会
）

コ
法
研
修
所
民
挙
弁
護
教
育

新
宿
区
法
律
線
談
担
当
弁
護
士

立
教
大
学
法
科
大
学
院
教
接

東
京
弁
機
子
会
謝
法
修
奮
委
員
会
委
員
長

東
京
弁
護
と
後
人
墓
委
員
会
委
員
長

法
務
省
人
権
擁
穀
委
員

新
宿
Ｅ
区
民
の
声
委
員
会
委
員

（苦
情
処
理
機
関

‘

第
二
者
委
員
今
）

最
高
裁
判
断
判
事

昭
和
三
六
年
二
月
八
隠
生

購
　
糠

林
　
量基
一

昭
和
四
九
年
　
一二
月

囲
月

山
口
県
徳
山
市

（現
周
薦
市
）
生
ま
れ
。
父
の
仕
事

の
関
係
に
よ
り
大
阪
で
育
ら
、
市
立
島
屋
小
学
校
．

市
立
天
王
寺
中
学
校
．
府
立
末
王
寺
高
校
を
事
業

京
都
大
学
法
学
部
事
業

外
務
省
入
省

米
国
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
て
研
修

（政
治
学
傍

士
）
後
、
シ
ン
才
ポ
ー
ル
、
ソ
違
，
米
国
の
を
日
本

国
大
彼
鉢
に
勤
務
し
、
ア
シ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二

課
長
、
条
約
局
条
約
課
長
、
在
英
協
本
国
大
懐
館
公

校
、
北
米
局
参
華
官
、
条
約
局
審
議
官
を
維
て
、

条
約
局
長

（後
に
国
際
法
局
長
）

駐
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
特
歳
全
権
火
校

外
務
大
藤
官
房
長

角
閣
官
房
副
長
官
櫛

在
英
日
本
国
大
使
館
椿
命
全
糖
公
彼

建
英
特
命
金
糠
大
役

燎
高
裁
判
所
判
事

一
四
年

一
七
年

二
〇
年

九
月

八
月

一
月

九
月

二
月

一
月

四

月

二
重
午

一
〓
一年

二
九
年

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

平
成
二
九
年
九
月

一
二
日
　
第
二
小
法
廷
決
定

信
用
保
護
協
会
が
、
金
融
機
関
が
会
社
に
対
し
て
行

っ
た
触
賛
に
つ
い

て
保
鑓
し
た
が
、
同
会
社
が
破
産
ｔ
た
た
め
代
位
弁
活
し
、
そ
の
後
、
躾

選
手
続
開
始
後
に
物
上
保
護
人

（自
己
所
右
の
不
動
産
を
破
走
着
の
僚
務

の
撫
保
と
し
て
提
供
し
た
者
）
か
ら
績
権
の

一
部
の
弁
済
を
受
け
た
す
こ

の
よ
う
な
場
合
に
破
産
償
橡
若
間
の
礎
当
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
に
つ

い
て
は
、
従
来
か
ら
破
睦
族
の
解
釈
上
争

い
が
あ

っ
た
序
、
こ
の
決
定
で

は
、
破
産
手
綾
開
始
の
時
に
お
け
る
当
該
供
権
の
額
と
し
て
推
定
し
た
も

の
を
基
礎
と
し
て
鍵
る
額
を
計
算
し
た
も
の
が
当
鋏
僚
機
の
実
体
浅
上
の

段
額
を
超
選
し
た
と
き
は
、
そ
の
選
過
す
る
部
分
は
、
当
該
績
権
に
つ
い

て
配
当
す
べ
き
で
あ
り
、
物
上
保
護
人
の
求
篠
機
や
そ
の
他
の
破
滋
僚
糖

に
つ
い
て
配
当
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
鞘
断
を
示
し
た

（全
員

一
致
）
。

一
一　
平
成
二
九
年
九
掲
二
七
日
　
大
法
廷
鵜
決

多
数
意
見
は
、
平
成
二
八
年
七
月
に
行
わ
れ
た
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

の
当
時
、
選
挙
区
間
に
お
け
る
投
票
舗
値
の
不
均
衡
は
、
遠
憲
の
制
窪
が

生
す
る
程
度
の
著
し
い
不
平
韓
状
態

（違
憲
状
態
）
に
あ

っ
た
も
の
と
を

い
え
ず
、
該
貝
定
数
配
分
規
定
が
憲
法
に
速
度
す
な
に
至

っ
て
い
た
と
は

い
え
を
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、　
一
人

一
票
の
原
則
及
び
投
票
価
値
の

平
等
原
射

（そ
の
追
球
は
国
際
憾
準
で
あ
り
団
際
的
潮
流
で
も
あ
る
）
に

照
ら
し
た
場
合
、
較
差
が
約
二
倍
に
達
す
る
法
態
に
つ
き
違
態
状
態
を
脱

し
た
と
ま
で
の
辞
価
を
明
葺
す
る
こ
と
に
は
た
め
ら
い
が
あ
る
た
め
、
多

数
意
見
●
は
完
全
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
上
で
，
同
選
挙

ま
で
の
関
に
違
慧
状
態
の
解
消
が
な
さ
れ
を
か
っ
た
こ
と
が
国
会
の
載
還

機
の
限
界
を
超
ミ
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
国
会
に
お
い
て
、
引
き
続
き
、

投
票
価
値
の
平
等
原
則
の
箆
み
を
十
分
に
踏
ま
え
、
平
成
立

一
年
の
通
常

選
挙
に
向
け
て
鞍
差
縮
小
の
プ

ロ
セ
ス
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る

と
の
意
見
を
付
し
た
。

鋭
判
奮
と
し
て
の
心
構
え

最
終
癖
で
あ
る
最
蔑
裁
判
浙
の
判
事
と
し
て
の
重
大
な
衰
任
を
い
つ
も
心

に
留
め
、
世
界
の
中
の
Ｈ
お
と
い
う
義
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
公
平
公
正
な

裁
判
の
た
め
、
平
成
二
八
年
六
鳥
ま
で
阻
二
年
間
外
交
卜
携
わ
っ
た
行
政
官

と
し
て
の
経
験
を
少
し
で
も
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
住
み
、
い
ろ
い
る
ケ
人
と
出
会

い
、
い
ろ

い
う
な
体
験
を
す
る
中
で
、
人
生
は

「
一
翔

一
会
」
の
気
持
を
持

っ
て
、
常

に
藪
心
試
意
努
め
る
こ
と
が
人
事
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

は
や
し

最
高
裁
判
所
判
事

平
成

け

い

　

　

い

ち

◎国民審査の投票用紙に1ま

やめさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上の欄にXを書いてください。

やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かないでください。

◎国民審査の投票用紙は「うぐいす色」です。

日本 の明 日を、私たちで決めよう。
※投票日に仕事やレジャーなどの予定のある方は、期日前投票または不在者投票をしましょう。
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10月22 )投票

衆 議 院 議 員 総 選 挙

最高裁判所裁判官国民審査

(
(繰上投票区の投票日は10月 21日 (上)で丸 )

日本の明日を、私たちで決めよう。

小選挙区選挙では候補者の氏名を

(投票用紙はピンク色で丸 )｀

比例代表選挙では政党等の名称を

(投票用紙はあさぎ色で丸 )

投票用紙をまちがえないように投票しましょう6

なお、小選挙区の区割りは次のとおりです。

※小選挙区の区割りの改定により、西海市が第4区へ、小値賀町が第3区へ編入されておりますので、

当該地区にお住まいの有権者の方 t々よ、こ注意願います。

※投票日に仕事やレジャーなどの予定のある方は、

期日前投票または不在者投票をしましょう。

第 1区 長崎市 (十 日外海町及び 1日琴海町の区域を除く。)

第2区
長崎市 (旧外海町及び旧琴海町の区域)。 島原市・諫早市・雲仙市

南島原市・長与町・時津町

第3区

佐世保市 (早岐支所管内、三川内支所管内及び宮支所管内の区域)・

大村市・対馬市・壱岐市・五島市・東彼杵町・ナH棚町・波佐見町・

小値賀町・新上五島町

第4区
佐世保市 (早岐支所管内、三川内支所管内及び宮支所管内の区域を除く。)

平戸市・松浦市・西海市・佐々町
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